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緊急連絡先一覧

【大学生活で困ったときは…】
学生サポートルーム	 018-889-3143
総合学務課国際資源担当	 018-889-2236
総合学務課教育文化担当	 018-889-2512
総合学務課理工担当	 018-889-2312
医学部学務課医学科担当	 018-884-6030
医学部学務課保健学科担当	 018-884-6505
学生支援・就職課　学生生活担当	 018-889-2265
学生支援・就職課　就職推進担当	 018-889-2262
ハラスメント対策室	 018-889-2212

【その他相談…】
よろず相談室	『おざってたんせ』	 018-889-2265
理工学部	『学生なんでも相談室』	 018-889-2312
保健管理センター	 018-889-2955
学生相談ダイヤル［24時間対応］	 0120-89-2265

【病気・ケガのときは…】
保健管理センター	 018-889-2955

【夜間・休日の緊急時連絡先…】
手形地区　総合案内所	 018-889-2228
本道地区　附属病院警務員室	 018-834-1111

表紙デザイン：国際資源学部所属学生

 

（設定方法は、32ページ参照）

携帯電話に転送されるように
設定しましょう!

https://anet.akita-u.ac.jp/portal/top.do

１．緊急情報
感染症や災害等の緊急事態に対する大学
の対応について、随時配信します。

２．学生支援情報
イベント・課外活動関係・奨学金・授業料免
除・就職支援関係について、随時配信します。

学生支援情報を配信しています。

１日１回は a・net ポータルサイト・掲示板を必ずチェックしましょう。

安心して頼れる
デンワここにある

【24 時間 OK】秋田大学学生相談ダイヤル
０１２０‐８９‐２２６５

はや く 　 　 つ つ む　こころ
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学年暦
2022年
  4月  1日（金） 前期開始
  4月  3日（日） 春季休業終了
  4月  4日（月） 在学生ガイダンス
  4月  5日（火） 入学式
  4月  6日（水） 新入生ガイダンス
  4月  7日（木） 前期・第1クォーター授業開始
  6月  1日（水） 創立記念日
  6月10日（金） 第2クォーター授業開始
  8月10日（水） 夏季休業開始
10月  1日（土） 後期開始
10月  2日（日） 夏季休業終了
10月  3日（月） 後期・第3クォーター授業開始
12月  5日（月） 第4クォーター授業開始
12月24日（土） 冬季休業開始

2023年
  1月  5日（木） 冬季休業終了
  2月17日（金） 春季休業開始
  3月23日（木） 卒業式
  3月31日（金） 後期終了

基本理念

［基本理念］
１．国際的な水準の教育・研究を遂行します。
２．地域の振興と地球規模の課題の解決に寄与します。
３．国の内外で活躍する有為な人材を育成します。



　入学おめでとうございます。新入生の皆さんにとって、こ
の２年あまり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、様々
な制約が加わり、特に、学校や塾の長期休校などにより、受
験勉強の進め方や進路選択に様々な影響が出たものと思いま
す。そのような状況の中、しっかり受験勉強をされ、秋田大
学を進学先に選び、無事合格されたことを、心からお慶びす
ると同時に、様々な問題を克服されたこと、誇らしく思いま
す。晴れて大学生になった気分はどのようなものでしょう
か？おそらく、ほとんどの皆さんがこれまでとは大きく違う、
希望に満ちた、しかし若干不安と緊張が混ざったような気持
ちで、この春を迎えているものと思います。秋田大学は、「学
生第一」というスローガンを掲げ、大学生活が有意義で楽し
いものになるように、教職員一同、努力しています。特に新入生は、学修はどのようにすればいいのか、
部活はどのようにすればいいのか、友達との交際をどのようにすればいいのか、実際一人で生活し始めて、
これまでご両親にいかに助けられていたかを痛感しながら、戸惑うことが多々あります。また、新型コロ
ナウイルスの感染拡大の影響によって様々な行動が制限され、不安に思うこともあるでしょう。慣れない
環境で不安を覚えている学生さんに向けた相談窓口の充実のほか、学費や生活費に困窮している学生さん
向けの経済支援の充実など、学修環境の整備や学生支援については、きめ細やかな対応をしておりますの
で、もし、わからないことができたら、気軽に、学生支援・就職課の戸を叩きましょう。特に新入生にとっ
ては、初めての一人住まいに加え、感染対策上大学構内に自由に出入りできない状況から、友達も作りに
くく心細くなることも多々あるようです。そのような場合には、いつでも気軽に大学と連絡を取るように
心がけてください。一般的に大学生活は、社会に飛び出す前の準備期間です。大学生活は走り幅跳びの助
走に例えられます。助走の仕方により、飛べる距離も、飛ぶ姿勢の美しさも、大きく変わってくることは
皆さんも理解できると思います。助走の充実度により、その後の人生が大きく変わることは疑う余地もあ
りません。大学の役割は、知的好奇心を持つ学生さんたちに学問的真理探究の場を提供し、学究的精神を
育むお手伝いをすることですが、それだけではありません。社会に出たときに、楽しく充実した時間を過
ごすための素養も身につけなければなりません。そのためには、大学は、一流の教育研究の場を提供し、
より崇高な人間的成長を遂げられるように尽力する義務があります。
　今現在、大きな問題が二つあります。一つは、新型コロナ感染症の拡大です。全国的に感染拡大が収ま
らず、全国の一日あたりの感染者数は６万人以上となり、様々な制約を余儀なくされています。秋田大学
もその例にもれず、学生さんたちの行動にかなり制限をしている状況ですが、それでも、秋田大学内でク
ラスターが発生し、それにより多くの方々が行動制限を受けています。その原因を調査してみますと、大
学がお願いしたルールを順守しないことが主たる原因となっています。最高学府に学ぶ学生さんが、ルー
ルも守れずに世間に迷惑をかけている現状、どうかご理解のうえ、自らの行動を律することをお願いする
次第であります。もう一つは、ロシア軍のウクライナ侵攻であります。この事件に意見を申し上げること
はしませんが、これにより一般市民が、戦火の中を右往左往し、いつ着弾するともしれない防空壕の中で
極度のストレスに苛まれながら毎日を過ごし、挙句の果ては、食料や医薬品もなくなるこの現状、また、

学長挨拶
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新入生の皆さんへ
� 学長　山�本　文�雄



死亡したり、大けがをして、家族、友人が悲しみに打ちひしがれ、小学生が一人1,100Kmの長い道の
りを避難しているニュース、誰もが心が張り裂けそうになることは必至であります。このような事件に
関して、学生さんたちは、しっかり見つめ考えることを忘れないでください。近年、大学ランキングと
いった言葉を聞く機会が増えてきたことかと思います。中でもTHEランキングは世界の大学ランキング
の中でも充実したランキングの一つですが、秋田大学は「THE世界大学ランキング日本版」において、
2017年は68位、2018年58位、2019年48位、2020年47位、そして2021年は46位と着実にその順位
を上げています。また、日経グローカルの「地域貢献度に関するランキング」最新号においても、全国
761の国公私立大学中４位と高い評価をいただきました。2018年にも秋田大学が日経ＨＲ「価値ある
大学　就職力ランキング」において、企業が選ぶ「採用を増やしたい大学ランキング」で堂々の全国第
１位に選ばれました。学生に対するイメージでも評価が高く、「行動力」と「対人力」、「知力・学力」、「独
創性」のうち「行動力」と「対人力」では全国一と評価され、総合順位では、ランキング対象となった
142大学中14位でありました。このような評価に裏付けられた秋田大学教職員の努力が、学生さんた
ちの実績に反映されています。秋田大学の2021年の就職率は各学部においては98％以上であり、４学
部の平均は99.4％と高水準でありました。さらに医師国家試験の合格率は例年、全国の医学部でも上
位にランクされており、保健学科においても看護師、理学療法士、作業療法士の国家試験は、高レベル
の合格率を維持しております。こういった数字は、もちろん様々な要因によって変化しますが、今現在
の秋田大学の方針が間違ったものではないことを証明しているように思います。特に、大学の中で、最
も重要であると認識していますのは、「礼節を知る」ことと思っています。礼節とは、人が守るべき礼儀・
節度であり、人生を歩んでいくための最低限守らなければならない規範です。教職員、諸先輩方、同級生、
下級生への接し方、この基礎となるもの、それは礼節を知ることから始まるものです。学生さんたちの
礼節を知った上での様々な活動が今や実を結び、こういった様々な数値に表れているものと思い、誇り
に感じています。
　大学をよく「アカデミア」と表すことがあります。その語源となる「アカデメイア」とは、紀元前に
理想的な政治家を輩出するための哲学的教育の実践のために開かれた学園とされています。大学生活で
学ぶのはあらゆる「科学」における真理探究でありますが、それだけではなく、哲学的側面を有する理
想的人間の追及の場でもあります。科学における真理追及の中においても、人間としていかにあるべき
か、いかに行動すべきか、といったことを常に意識し、考えながら生活することは、この時期の人間形
成に極めて重要であると思います。大学時代に培われた精神は個人の一生を大きく左右し、人生におけ
る様々な難問への遭遇においても、その解決の大きな力となることは間違いありません。いかに生きて
きたか。誰もが人生の最終章において行う自己の回顧において、自らの生き様を充実したものだったと
感じさせる大きな要因となるはずと、私自身も強く感じています。アカデメイアという語源にさかのぼ
る大学での学びを肝に銘じ、過ごしてください。
　さて、「キャンパスライフ2022」には、学生生活、課外活動団体の紹介、規程などが紹介されていま
す。これらの情報をいかに有効なものにするか、ということもアカデミアに学ぶことの第一歩。充実し
た学生生活への入り口です。
　「秋田大学で学んでよかった」と皆さんが感じる時間と場所にするように、教職員が一丸となって皆
さんをサポートします。私たちはなんでも相談できる「先輩」としてここ、秋田大学にいます。
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　入学おめでとうございます。陽光あふれる春の訪れとともに、
今はめでたく本学合格のよろこびをしみじみと味わっていること
と思います。
　さて、これから始まる大学生活は何一つ束縛のない全く自由な
世界ではありません。そこには、全員が自由を享受するためのルー
ルもあれば、守らなければならない道徳も慣習もあります。
　本学には、学部学生だけで約4,500名が在学しており、この大
勢の学生に対し、大学は短い年数の間に高度の知識を授け、さら
に人格を培うという大きな使命を負っています。
　その使命を実現するために本学には秩序を規律する諸規程があ
ります。
　学生にとって特に重要な規程は、「秋田大学学則」と「秋田大
学学生共通細則」です。学則は大学の憲法であり、共通細則は秩
序を定める法律です。この両規程は、皆さんの所属する学部の「学
部規程」とともに、学生である間は必ず守らなければならない根
本規範です。
　学内の秩序維持と教育の実効を挙げるため、お互いの迷惑にな
らないよう、進んで守るようにしてください。
　学生の身分は学則によって保障されています。その大切な学則
を不注意や軽々しい行動によって犯すようなことがあれば、それ
は自分自身を軽んじることになります。
　大学の自治、学問の自由というものは、単に外部から侵されな
い姿をいうだけでなく、自ら謙虚に学則を守り姿勢を正すことに
よって築き上げられるものであることを知ってください。入学に
当たって宣誓をすることの意義は、ここにあります。
　学則等を遵守し、有意義な学生生活を過ごしてください。

秋田大学学則等の遵守について
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手形キャンパス

国際資源学部
❶ 1号館
❷ 附属鉱業博物館
❸ リーディング講義実習棟

教育文化学部
❹ 2号館
❺ 3号館
❻ 4号館（管理棟）
❼ 5号館
❽ 附属教職高度化センター

理工学部
❾ 1号館
� 2号館
� 3号館
� 4号館
� 5号館
� 総合研究棟（６号館）
� ７号館
� 附属革新材料研究センター

共通施設
� 本部管理棟
� 中央図書館
� 一般教育1号館
� 一般教育2号館
� 放射性同位元素センター
� 産学連携推進機構
� 情報統括センター
� 保健管理センター
� 大学会館（クレール）
� 国際交流会館
� 女子学生寮（手形寮）
� サークル棟
� インフォメーションセンター
� 学生支援棟
� 60周年記念ホール
� 百周年記念館
� 地方創生センター１号館
� 地方創生センター2号館、
　 放送大学秋田学習センター

� 附属クロスオーバー教育創成センター
� 附属地域防災力研究センター
� 講義棟（アクティブラーニング棟）

手形地区
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1619

17

14

12

13

3

24

31

37
15 2

27

29 30

9
20 18

28

31

21

22

23

26

32

33

34
5

6 7

8
31

1

4

25

31
31

31 31

36

35

国際資源学部

教育文化学部

理工学部

共通施設

AED（自動体外式除細動器）設置場所
駐輪場

WC 多機能トイレ  

身障者対応
エレベーター

 

スロープ  

誘導タイル  

自動ドア  

点字ブロック  

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

野球場鉱
業
博
物
館
入
口

▲至 秋田高校・仁別

秋
田
大
学
前

▲

放
送
大
学
入
口

▼至 秋田駅・秋田中央IC

陸上競技場

合宿所

小体育館

プール

大体育館

木道（遊歩道）

附属
鉱業博物館

N

北門

南門

東
門

弓道場

正
門

大学会館

授業料
納付窓口

本部管理棟

学生支援棟

情報統括
センター

中央図書館

国際資源学部
1号館

インフォメー
ションセンター

一般教育1号館
（高等教育グローバルセンター）

保健管理センター

手形寮

国際交流会館

理工学部1号館

理工学部2号館

60周年
記念ホール

一般教育
2号館

教育文化
学部
4号館

教育文化学部
3号館

教育文化学部
5号館

西谷地寮

理工学部4号館

理工学部7号館
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5

7

21
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3

16

17

1

6
7

1012

11
24

8

9

2325

26

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

N

病院入口

バス停

基礎医学研究棟へ

附属病院
入口

本道40周年
記念会館

1F中央放射
線部廊下

2F中央検査
部廊下2F薬剤部廊下

職員宿舎 総合運動場

医学部
医学科･保健学科
窓口

臨床医学
研究棟

基礎医学研究棟

看護師宿舎
本道寮（女子）

本道会館
（メディココ）体育館

 

WC 多機能トイレ

身障者対応
エレベーター

点字ブロック

スロープ

誘導タイル

自動ドア

 

 

AED（自動体外式除細動器）設置場所 駐輪場

本道キャンパス

本道地区

❶ 基礎医学研究棟
❷ 基礎講義棟
❸ 学生実習棟
バイオサイエンス教育・研究サポートセンター
　❹ 放射性同位元素部門
　❺ 動物実験部門
　❻ 分子医学部門
❼ 臨床医学研究棟
❽ 管理棟
❾ 医学図書館
� 附属病院第二病棟
� 附属病院外来棟
� 附属病院第一病棟
� エネルギーセンター
� 福利厚生施設（本道会館）
� 体育館
� 保健学科棟
� 医学系研究棟
� 環境安全センター
� 看護師宿舎/女子学生寮（本道寮）
� 納骨堂
� シミュレーション教育センター
� 保育所
� 立体駐車場・ヘリポート
� 本道40周年記念会館
� 立体駐車場
� 自殺予防総合研究センター
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保戸野キャンパス

❶ 附属幼稚園
❷ 附属小学校
❸ 附属中学校
❹ 附属特別支援学校

保戸野地区

2

1

4

3

AED（自動体外式除細動器）設置場所

附属中学校

附属幼稚園

附属特別支援学校

附属小学校

体育館

体育館

運動場

運動場

運動場

武道場

WC 多機能トイレ  

身障者対応
エレベーター

 

スロープ  

誘導タイル  

自動ドア  

点字ブロック  

 

N

WC

WC

WC
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位置図及び所在地

秋田拠点センター「アルヴェ」

至御所野

　　   秋
　　 田
　 自
   動
 車
道

至四ツ小屋，羽後牛島

秋田中央I.C

東口
西口

広小路
至県庁
市役所

広面字高田

手形西谷地

手形学園町

手形山公園

手形田中

竿燈大通り

本道一丁目

至秋田高校至土崎
保戸野原の町

旭川

   秋
 田
駅

千秋公園千秋公園

４
６ ５

12 ３

１

７

８

２

秋田市（駅周辺）

至酒田

至新庄・山形

至北上

至八戸・青森

至弘前・青森至五所川原

盛岡

角館

田沢湖田沢湖

十和田湖

横手

大曲

秋田

能代

西仙北I.C

盛岡I.C

東
北
自
動
車
道

東
北
新
幹
線

秋田自動車道
7

7

46

13

秋田空港

大館能代（あきた北）空港

秋田新幹線

羽後本荘

秋田市

秋田県

秋田中央I.C

湯沢

北上J.C.T
横手J.C.T

秋田大学

横手分校

北秋田分校

男鹿なまはげ分校

湯沢I.C

本荘I.C

象潟I.C

雄勝こまちI.C

昭和男鹿半島I.C

能代南I.C
鷹巣I.C二ツ井白神I.C

101

大館

東京サテライト

9

13

11

10
〈秋田まで〉	 令和4年4月現在

東京から
羽田空港─秋田空港（約1時間5分） 

秋田新幹線「こまち」　東京駅―秋田駅（約4時間）

名古屋から 中部国際空港―秋田空港（約1時間20分）

大阪から 大阪国際（伊丹）空港―秋田空港（約1時間30分）  

札幌から 新千歳空港―秋田空港（約1時間） 

秋田空港～
秋田駅間
リムジンバス 

秋田空港―秋田駅西口（約40分）

秋田空港―秋田駅東口（約30分） ※1日1便のみ

〈秋田駅から秋田大学まで〉	 令和4年4月現在

行き先 バス路線（秋田中央交通） 秋田駅前
バスのりば 下車バス停（所要時間）

手形
地区

手形山経由大学病院線 西口⑫番 秋田大学前（約6分）

●秋田駅東口より徒歩約15分

本道
地区

太　平　線

西口⑪番

大学病院前（約15分）

赤　沼　線

松崎団地線

手形山経由大学病院線 西口⑫番

赤　沼　線 東口②番

保戸野
地区

神田旭野線
西口⑧番 原の町（約10分）

添　川　線



7

C A M P U S  L I F E  2 0 2 2 A K I TA  U N I V E R S I T Y

キ
ャ
ン
パ
ス
案
内ｅ
ｔ
ｃ
．

名　称 所在地 電話番号

❶

総務企画課総務担当（総合案内） 〒010-8502 秋田市手形学園町1-1 （018）889-2207
評価センター 〃 （018）889-2937
附属図書館　中央図書館 〃 （018）889-2279
保健管理センター 〃 （018）889-2955
産学連携推進機構 〃 （018）889-2712
情報統括センター 〃 （018）889-2499
地方創生センター 〃 （018）889-3201
地方創生センター１号館 〃 （018）889-2680
地方創生センター２号館 〃 （018）889-3040
国際資源学教育研究センター 〃 （018）889-2810
放射性同位元素センター 〃 （018）889-3006
電動化システム共同研究センター 〃 （018）889-3003
地域防災減災総合研究センター 〃 （018）889-2844
高等教育グローバルセンター 〃 （018）889-3191
教職課程・キャリア支援センター 〃 （018）889-3205
学生支援総合センター 〃 （018）889-2265
男女共同参画推進室 〃 （018）889-2260
インフォメーションセンター 〃 （018）889-2931
国際資源学部　総務担当 〃 （018）889-2214
教育文化学部　総務担当 〃 （018）889-2509
教育文化学部　附属教職高度化センター 〃 （018）889-2700
理工学部　総務担当 〃 （018）889-2305
理工学部　附属クロスオーバー教育創成センター 〃 （018）889-2806
理工学部　革新材料研究センター 〃 （018）889-2460
理工学部　附属地域防災力研究センター 〃 （018）889-2305

❷

医学部（総合案内） 〒010-8543 秋田市本道1-1-1 （018）833-1166
医学部　附属病院（総合案内） 〃 （018）834-1111
医学部　附属病院　シミュレーション教育センター 〃 （018）884-6427
バイオサイエンス教育・研究サポートセンター　分子医学部門 〃 （018）884-6191
バイオサイエンス教育・研究サポートセンター　動物実験部門 〃 （018）884-6193
バイオサイエンス教育・研究サポートセンター　放射性同位元素部門 〃 （018）884-6196
環境安全センター 〃 （018）884-6192
高齢者医療先端研究センター 〃 （018）884-6085
自殺予防総合研究センター 〃 （018）801-7040
附属図書館　医学図書館 〃 （018）884-6052
本道寮（女子） 〒010-0825 秋田市柳田字糠塚100-3 －

❸ 国際資源学部　附属鉱業博物館 〒010-0825 秋田市手形字大沢28-2 （018）889-2461

❹

教育文化学部　附属幼稚園 〒010-0904 秋田市保戸野原の町14-32 （018）862-2343
教育文化学部　附属小学校 〒010-0904 秋田市保戸野原の町13-1 （018）862-2593
教育文化学部　附属中学校 〒010-0904 秋田市保戸野原の町7-75 （018）862-3350
教育文化学部　附属特別支援学校 〃 （018）862-8583

❺ 手形寮（女子） 〒010-0862 秋田市手形田中5-50 －
❻ 国際交流会館 〃 －
❼ 西谷地寮（男子） 〒010-0851 秋田市手形西谷地5-1 －
❽ 留学生会館 〒010-0041 秋田市広面字高田4 －
❾ 横手分校 〒013-0045 横手市南町13-1（横手市民会館内） （0182）38-8304
❿ 北秋田分校 〒018-3312 北秋田市花園町15-1（北秋田市教育委員会内）（0186）62-6617
⓫ 男鹿なまはげ分校 〒010-0595 男鹿市船川港船川字泉台66-1 （0185）24-9126
⓬ 放送大学秋田学習センター 〒010-8502 秋田市手形学園町1-1 （018）831-1997

⓭ 東京サテライト 〒108-0023 東京都港区芝浦3-3-6
東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター606号室 （03）5440-9104
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［高等教育グローバルセンターの役割］
　高等教育グローバルセンターは、本学の教養基礎教育・国際交流の体制構築及び、 教育研究活動を推進

し、教養基礎／専門教育及び国際交流の改善・充実を図ることを目的としています。センターは教育活動部

門、教育開発部門及び国際交流部門の３部門から構成され、運営は専任教員に加え各学部教員が参画して

います。

　教育活動部門と教育開発部門では、本学の教養基礎教育について、カリキュラムの企画編成、履修上の

学生への支援、成績評価の一元的管理を担当し、各学部学務担当と連携しながら、教養基礎教育科目の

受講登録や成績の確認等に関する業務を行っています。同時に、調査・研究・開発活動により、教養基礎

教育と専門教育の改善、充実を図っています。

　国際交流部門では、留学説明会や国際交流イベントの開催、日本人学生の留学に関する情報提供や留学

相談の実施のほか、留学生の大学生活全般や奨学金に関する相談なども行っています。また、秋田大学国

際戦略に基づき、大学のグローバル化の推進やグローバル人材の育成などに取り組んでいます。国際交流部

門が所掌する留学等については別ページで紹介いたします。

◆学習ピアサポート・システム
　センターが実施する研修を受けた「学習ピアサポーター（学部生・院生）」が、全学１年次学生が受講する「初

年次ゼミ」（必修科目）、学習ピアサポートアワー等を通じて、学習に関する様々な課題（学習の方法が分か

らない等）に直面した１年次学生に、課題克服に向けたサポートを行います。

◆授業評価
　教育内容および教育方法の改善を促し、教養基礎教育全体の水準を向上させるため、授業評価調査（形

成的評価・総括的評価）を開講期に応じてそれぞれ実施し、教員にフィードバックして当該授業や次年度の

授業改善・充実に資するものとし、全教養基礎教育科目において、実施しています。

◆成績評価確認制度
　教養基礎教育の成績評価に質問・疑問がある場合には、本センターを通して、授業担当教員に確認する

ことができます。成績評価の公平性や透明性を確保する一助とするものです。

◆その他、主な学生サービス
　各学部等シラバス等の閲覧、一般教育１号館簡易ロッカー貸し出し（対象：1〜2年次学生）、教養基礎教

育授業科目の休講連絡や教室変更、学生への連絡などの事務を通して、学生サービス業務を行っています。

特に医学部の１年次学生に対しては、本センターが学務関係の手形地区の窓口として、受講登録や履修相談

にも応じていますし、その他の学部学生でもどこに相談したらよいか分からないことがあれば、気軽に相談

してください。

　また、教養基礎教育について気づいたことや意見をセンターにお寄せください。学生の皆さんの考えを理

解して、教養基礎教育の改善の取組に役立てたいと思っています。
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◆The ALL Rooms
　英語力向上のために、自律学習を行うことができる設備・

施設「The ALL Rooms」が学生支援棟２階にあります。学年・

学部を問わず、どなたでも利用できます。

　高い英語力を備えた学生・留学生スタッフが常駐しており、

留学のための情報収集、目的に応じた学習方法に関する相談

もできます。

　DVD等様々な学習教材も備えているため、個別学習にて

TOEFL・TOEIC等の資格対策もできる一方、英会話力を磨く

こともできます。

◆高大接続テキスト
　「高大接続テキスト」は高校までの学習内容が、大学の授業ではどのように展開されるのか触れることが

できるテキストで、秋田県内の高校教員と秋田大学の教員が協働して作成しました。

　現在は、「物理」「化学」「生物」「数学」「情報」「英語」について作成されています。中央図書館で閲覧

できますので、自学自習や授業のサブテキストとして活用してください。

◆質問教室
　「質問教室」は授業時間とは別の時間に設定しており、大学で学ぶ内容に関する質問について、複数の教

員や指導補助学生と呼ばれる先輩学生が答えてくれる場です。

　教室の入退室は自由なので、質問以外にも友人と一緒にテスト勉強を行うなど、自学自習を行うスペースと

して活用することもできます。
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◆留学について
交換留学
　秋田大学の学部・大学院に在籍する学生は、秋田大学が学生交換の覚書を締結している国際交流協定校
に「交換留学」をすることができます。交換留学は、秋田大学に授業料を納めることにより、留学先での授
業料が免除になる、留学先で取得した単位を本学における単位に認定できる場合もある、など様々なメリッ
トがあります。
　毎年５月と10月頃に海外留学説明会を開催して、交換留学の詳細説明や留学経験談発表などを行います
ので、ぜひ積極的に参加して、早めに情報収集を始めましょう。交換留学生の募集についてはa・netに掲載
されるので、随時確認することをお勧めします。申請には語学要件が必要な大学もありますので、計画的に
準備を進めることが大切です。

私費留学・語学研修など
　秋田大学の国際交流協定校以外の大学で一定期間勉強する「私費留学」や、夏休みなどの休業期間を利
用して行く「短期語学研修」など、交換留学以外にも様々な留学の形態がありますが、留学先機関の情報
収集や申請手続きなどの全ての手続きを自分で行う必要があります。

◆多文化交流ラウンジ
　「多文化交流ラウンジ」は、留学生と日本人学生及び教職員が交流するためのスペースです。10言語の
外国語教材と視聴覚機器を設置し、全学生・教職員が多言語を自律的に学べる場となっています。また、国
際交流協定校（次頁参照）への交換留学、その他の留学プログラムについての情報提供も行っていますの
で、お気軽にお越しください。

【場　　所】一般教育１号館２階
【開室時間】８：３０－１７：００（土・日・祝日、全学一斉休業日を除く）
　　　　　秋田大学の学生であれば、自由に入室・利用可能です。

◆相談受付について（秋田大学在学留学生向け）
　国際課留学生交流・支援担当では、留学生を対象にした相談を受け付けています。大学生活全般や留学
生向け奨学金に関することなど、なんでもご相談ください。

　留学を希望する場合には、なるべく早い段階から、指導教員や総合学務課各学部担当等と十分に相
談し、留学中や帰国後の学習計画をしっかりと立てるようにしましょう。留学に関して相談したい場合は、
国際課へお越しください。
　国際交流に関する情報は下記ホームページを参照してください。

【国際課留学生交流・支援担当】
一般教育1号館２階
TEL:018-889-2258 / FAX:018-889-3012 / E-mail: ryugaku@jimu.akita-u.ac.jp
国際交流HP:

よくある質問（FAQ） 留学ロードマップ 留学の種類 留学生活情報
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秋田大学国際交流協定校　大学間協定（33カ国・地域68大学）

国 ・ 地 域 名 大　　学　　名 学術交流協定締結日 学生交換の覚書締結日

ア ジ ア

イ ン ド インド工科大学マドラス校 2014年  3月  2日 2014年  3月21日
ベロール工科大学 2015年  6月12日 2015年  6月12日

イ ン ド ネ シ ア

バンドン工科大学 2012年  7月12日 2012年  7月12日
トリサクテイ大学 2014年  6月10日 -
ガジャマダ大学 2015年  6月  8日 -
プルタミナ大学 2018年  8月16日 2020年11月26日
パジャジャラン大学 2019年  3月26日 -

カ ザ フ ス タ ン 東カザフスタン工科大学 2011年  6月  8日 2011年  6月  8日
ナザルバエフ大学 2021年  5月11日 -

韓 国
国立ハンバット大学校 2001年  6月  8日 2001年  6月  8日
圓光大学校 2007年10月12日 2007年10月12日
国立江原大学校 2008年  3月24日 2008年  3月24日

キ ル ギ ス アサナリフ地質・鉱業・天然資源開発大学 2020年11月20日 -

タ イ
チュラロンコン大学 2012年11月28日 2012年11月28日
スラナリー工科大学 2015年  8月17日 2015年  9月27日
チェンマイ大学 2015年12月10日 -

台 湾
龍華科技大学 2005年  7月15日 2005年11月  2日
国立台湾大学 2019年  3月  7日 2019年  3月  7日
国立彰化師範大学 2020年  1月22日 2020年  1月22日

タ ジ キ ス タ ン タジキスタン鉱山冶金大学 2021年  3月12日 -

中 国

黒龍江大学 1988年10月19日 1995年  9月13日
中南大学 2004年  8月24日 2004年  8月24日
遼寧工程技術大学 2005年  4月20日 2005年  4月20日
大連民族大学 2005年  6月27日 2007年  3月20日
蘭州大学 2005年  8月  1日 2005年11月13日
吉林大学 2007年  2月  6日 2007年  2月  6日
東北大学 2007年  8月  9日 2007年  8月  9日
東華大学 2009年12月  3日 2009年12月  3日
華中科技大学同済医学院 2010年  3月24日 2010年  3月24日
長安大学 2010年11月18日 2010年11月18日
北華大学 2012年11月20日 2012年11月20日
嘉興学院 2014年11月12日 2014年11月12日
西北師範大学 2019年12月12日 2019年12月12日

フ ィ リ ピ ン
フィリピン大学デリマン校 2012年  9月24日 2012年  9月24日
フィリピン大学マニラ校 2013年  2月  4日 2013年  2月  4日
フィリピン大学ロスバニョス校 2020年10月  9日 2020年10月  9日

べ ト ナ ム ハノイ工科大学 2008年12月  2日 2013年  5月10日
ハノイ交通・通信大学 2008年12月  3日 2013年  5月10日

マ レ ー シ ア マラヤ大学 2013年11月20日 2013年11月20日
ミ ャ ン マ ー ヤンゴン大学 2014年  9月19日 -

モ ン ゴ ル
モンゴル科学技術大学 2009年10月22日 2009年10月22日
モンゴル国立教育大学 2010年  7月23日 2010年  7月23日
新モンゴル学園 2016年  1月25日 -

ア フ リ カ

ケ ニ ア ケニヤッタ大学 2010年  3月  2日 2010年  3月  2日
ボ ツ ワ ナ ボツワナ国際科学技術大学 2009年10月23日 2009年10月23日

ボツワナ大学 2011年  3月31日 2011年  3月31日
モ ザ ン ビ ー ク エドゥアルド・モンドラーネ大学 2014年  1月12日 2014年  1月12日

テテ工科大学 2017年  3月23日 2017年  3月23日
南 ア フ リ カ ヴィッツウォーターズランド大学 2014年  9月  1日 -
ザ ン ビ ア ザンビア大学 2020年11月20日 -

オ セ ア ニ ア オ ー ス ト ラ リ ア グリフィス大学 1994年  6月29日 -
カーティン大学 2013年  8月  1日 -

パプアニューギニア パプアニューギニア工科大学 2016年  8月  3日 -

北 米 ア メ リ カ セント・クラウド州立大学 1996年  7月24日 1996年  7月24日
グアム大学 2021年  7月14日 2021年  7月14日

カ ナ ダ ニューファンドランドメモリアル大学 2013年  6月17日 2013年  6月17日
中 南 米 チ リ サンチアゴ大学 2013年11月21日 2020年11月21日
中 東 イ ス ラ エ ル ハイファ大学 2010年  9月24日 2010年  9月24日

アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦大学 2018年11月  6日 -

ヨ ー ロ ッ パ
（NIS諸国を含む）

イ タ リ ア カリアリ大学 2009年12月  9日 2011年  6月23日
フェラーラ大学 2014年  6月30日 2020年  2月  3日

カ ザ フ ス タ ン 東カザフスタン工科大学 2011年  6月  8日 2011年  6月  8日
ナザルバエフ大学 2021年  5月11日 -

キ ル ギ ス アサナリフ地質・鉱業・天然資源開発大学 2020年11月20日 -
ス ウ ェ ー デ ン ルレオ工科大学 2013年  5月  9日 2013年  5月  9日
タ ジ キ ス タ ン タジキスタン鉱山冶金大学 2021年  3月12日 -
ド イ ツ フライベルク工科大学 2012年  7月  4日 2012年  7月  4日
フ ィ ン ラ ン ド ラップランド応用科学大学 2009年10月23日 2009年10月23日

カヤーニ応用科学大学 2021年  3月24日 2022年  1月20日
ベ ラ ル ー シ ベラルーシ医科大学 2004年  7月26日 -
ポ ー ラ ン ド クラクフ経済大学 2018年  9月12日 2021年11月26日
ル ー マ ニ ア ブカレスト大学 2010年  9月28日 2010年  9月28日

2022年1月20日現在
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農家民泊

2021年12月22日現在
秋田大学国際交流協定校　部局間協定（20カ国・地域34学部等）

部局名 国・地域名 大学・学部等名 学術交流協定締結日 学生交換の覚書締結日

国 際 資 源
学 研 究 科

ア ジ ア

インドネシア
ハサヌディン大学工学部 2014年  4月23日 -
パジャジャラン大学地質工学部 2018年10月  1日 2019年10月  1日
プンバグナン・ナショナル・ベテラン・ジョ
グジャカルタ大学　鉱物テクノロジー学部 2020年10月20日 -

ウズベキスタン

日本青年技術革新センター（UJICY) 2020年11月  6日 -
ウズベキスタン国立地質大学
日本青年技術革新センター（UJICY)
※三者間協定

2021年12月14日 -

ナヴォイ鉱業大学 2021年12月22日 -
タ イ カセサート大学理学部 2019年  5月29日 -
タジキスタン タジキスタン共和国科学アカデミー附

属科学・新技術革新開発センター 2021年11月15日 -
ア フ リ カ ス ー ダ ン 紅海大学地球科学部及び海洋漁業学部 2016年12月10日 -
ヨーロッパ

（NIS諸国
を含む）

セ ル ビ ア ベオグラード大学工学部 ボール校 2017年  3月  3日 -
ベオグラード大学化学技術製錬研究所 2020年  6月16日 -

ポーランド AGH科学技術大学 2018年  9月19日 -
北 米 カ ナ ダ ケベック大学州立科学研究所 2019年  9月18日 -

教 育 文
化 学 部 ア ジ ア 韓 国 大韓民国聖公会大学校韓国語学堂 2019年  1月28日 -

医 学 系
研 究 科

ア ジ ア
中 国 中国衛生部北京医院 1995年11月14日 -
シンガポール シンガポール国立大学看護学部 - 2016年  3月  7日
タ イ スラナリー工科大学看護学部 - 2019年  5月10日

ヨーロッパ フ ラ ン ス リール大学医学部 - 2011年  4月13日
北 米 ア メ リ カ ハワイ大学　ジョン・A・バーンズ医学大学院 2016年  8月  4日 -

テキサス大学　M.D.アンダーソンがんセンター 2017年  7月31日 -
医 学 部
附 属 病 院 ア ジ ア 中 国 蘭州大学附属第一病院 2014年  6月12日 -

理 工 学
研 究 科

ア ジ ア

台 湾 明新科技大学工学院 2010年  4月12日 2010年  4月12日

中 国

清華大学精密儀器与機械学系 2007年  3月  1日 2007年  3月  1日
清華大学化学系 2008年  1月17日 -
同濟大学材料科学与工程学院 2010年  5月24日 2010年  5月24日
同濟大学上海市金属効能材料開発
応用重点実験室 2010年  5月24日 2010年  5月24日

イ ン ド インド科学技術研究評議会附属・国立科学技術研究所 2016年  8月  5日 -
マレーシア マレーシア工科大学・マレーシア日本国際工科院 2021年  3月  9日 -

ア フ リ カ チュニジア スファックス大学工学部 2003年12月18日 2003年12月18日
オセアニア ニュージーランド オークランド工科大学デザイン創造学部 2012年11月27日 -
北 米 ア メ リ カ モンタナ鉱物理工科大学 1982年  6月24日 -

ヨーロッパ ハンガリー デブレツェン大学情報学部 2019年  5月30日 -
スロバキア コメニウス大学　数学・物理・情報学部 2019年  8月13日 -

地 方 創 生
セ ン タ ー ア ジ ア 中 国 同濟大学上海市金属効能材料開発

応用重点実験室 2011年  9月  2日 -

留学生説明会スキー合宿
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［学生支援総合センターの役割］
　学生支援総合センターは、生活の相談から授業料免除・奨学金など学生生

活に直接関わる生活支援、課外活動施設の整備充実と大学祭・学生主催イベ

ントへの支援、就職ガイダンスをはじめとした就職情報の提供など学生の生

活・活動へのあらゆる支援を目的としています。事務職員だけでなく、教員が

積極的に参画し、両者が一体となって機敏かつ柔軟な支援活動を展開してい

ます。また、学生支援に関する重要な事項を審議するため、学生支援企画会

議が組織されています。

　センターは、次の３つの担当で学生のみなさんの大学生活に対する支援を

行っています。

◆学生生活担当
　授業料免除、日本学生支援機構及び地方公共団体等の奨学金、学生寮、各種保険などの大学生生活に

密接する支援を行っています。また、学生の様々な要望や意見を大学側に伝えるための活動なども行ってい

ます。

　さらに、秋田大学では各関係機関と連携を図り、学生が抱える様々な問題に対応するための体制を整備

しています。ひとりで悩まず先ずは気軽に各種相談窓口まで相談してみてください。相談は電話やメールで

も随時受け付けています。

※各種相談窓口の詳細な情報については、「健康と相談」の項目を参照してください。

◆課外活動担当
　学生の課外活動や大学祭、駅伝大会等の学生が自主的に企画を立てて実施する学生行事が活発かつ有

効に実施されるための支援を行っています。サークル棟や運動施設に関する要望についても大学運営に反映

させていきたいと考えています。

◆就職推進担当
　学生の就職活動に対する支援を行います。就職に関する相談・履歴書添削・面接練習などの個別対策や、

就職活動に関する各種情報提供を行う就職ガイダンスを実施し、また、3月に企業合同説明会（ジョブ・フェ

アー）を開催しています。

　これら３担当を中心に、学生の皆さんが抱えている様々な疑問、悩み事等に関して共に考えます。皆さん

の提案、相談、意見を窓口にお寄せください。
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［学生事務担当窓口］
総合学務課（学生支援棟1階）

窓口利用時間／月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）
 　　　　　　   TEL：018-889-3193　E-mail：kyomu@jimu.akita-u.ac.jp

教養基礎担当
○授業・成績・学生への諸連絡関係　○教養基礎教育科目に関わる履修相談
○学生証の再発行　○欠席届　○一般教育棟への掲示関係
○学習ピアサポート・システム関係　○総合学務支援システム（a・net）関係
○The ALL Rooms関係　○WebClass関係　○成績評価確認制度関係（教養基礎教育科目）
教務企画担当
○授業評価関係

総合学務課 教育文化担当（学生支援棟1階）
窓口利用時間／月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）
 　　　　　　   TEL：018-889-2512　E-mail：kyogaku@jimu.akita-u.ac.jp
　　　　　　　　  ※授業や行事予定等に関して電話による問い合わせには応じていません。

総合学務課 国際資源担当（学生支援棟1階）
窓口利用時間／月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）
 　　　　　　    TEL：018-889-2236　E-mail：sg-shigen@jimu.akita-u.ac.jp

○入学、進級、休学、退学、除籍、卒業、修了　○転学・転コース・転専攻　
○カリキュラム、授業、休講、試験　○修学指導　○集会、掲示
○住所変更等　○諸証明書発行　○留学　○外国人留学生　○研究生、科目等履修生
○履修、単位修得・成績関係　○ティーチングアシスタント　○リサーチアシスタント　○学位

○入学、進級、休学、退学、除籍、卒業、修了　○転学・転課程・転学科　
○カリキュラム、授業、休講、試験　○修学指導　○集会、掲示　
○住所変更等　○諸証明書発行　○留学　○外国人留学生　○研究生、科目等履修生
○履修、単位修得・成績関係　○教室、教具関係　○教育職員免許状関係　
○教育実習関係　○ティーチングアシスタント　○学位
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学部担当
○入学、進級、休学、退学、除籍、卒業　○転学・転学科・転コース　
○カリキュラム、授業、休講、試験　○修学指導　○集会、掲示、印刷物　
○住所変更等　○諸証明書発行　○留学　○外国人留学生　○研究生、科目等履修生
○履修、単位修得・成績関係　○教育職員免許状　○学位
大学院担当
○入学、進級、休学、退学、除籍、修了　○転学・転専攻・転コース　○カリキュラム、授業、休講、
試験　○修学指導　○集会、掲示、印刷物　○住所変更等　○諸証明書発行　
○留学　○外国人留学生　○研究生、科目等履修生　○履修、単位修得・成績関係　
○教育職員免許状　○ティーチングアシスタント　○リサーチアシスタント　○学位
○先進ヘルスケア工学院関係

総合学務課 理工担当（学生支援棟1階）
窓口利用時間／月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）

TEL：018-889-2312　E-mail：kogaku@jimu.akita-u.ac.jp

TEL：018-889-2316　E-mail：koudai@jimu.akita-u.ac.jp

学生支援・就職課 就職推進担当（学生支援棟1階） 
窓口利用時間／月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）
 　　　　　　   TEL：018-889-2262　E-mail：syusyoku@jimu.akita-u.ac.jp

学生生活担当
○学生の奨学金関係　○学生教育研究災害傷害保険関係　○学生相談関係
○入学料・授業料免除関係　○学生寮関係
課外活動担当
○課外活動関係　○大学会館使用申込　○拾得物関係　○学生イベント補助

※　障害のため修学上の支援・配慮が必要な学生や、障害に限らずさまざまな理由から学生生活に困難を感じている学
生は、学生支援棟2階の学生サポートルームをご利用ください。

○就職や進路に関する個別相談（就職相談、履歴書添削、面接練習）
○就職ガイダンス、インターンシップ
○ジョブ・フェアー、学内個別説明会、学内業界研究セミナー
○就職情報の提供

学生支援・就職課 学生生活担当/課外活動担当（学生支援棟1階）
窓口利用時間／月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）

TEL：018-889-2265　E-mail：g-kikaku@jimu.akita-u.ac.jp

TEL：018-889-2255　E-mail：kagai@jimu.akita-u.ac.jp
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医学科担当
○入学、進級、休学、退学、除籍、卒業　○転学・転部　○カリキュラム、授業、休講、試験
○修学指導　○集会、掲示、印刷物　○住所変更等　○諸証明書発行　
○外国人留学生　○研究生、科目等履修生　○学位　○入学者選抜　○学籍管理　
○学外実習　○見学

大学院（医学専攻・医科学専攻）担当
○入学、進級、休学、退学、除籍、修了　○転学・転専攻　○カリキュラム、授業、休講、試験　
○修学指導　○集会、掲示、印刷物　○住所変更等　○諸証明書発行　
○外国人留学生　○研究生、科目等履修生　○学位　○入学者選抜　○学籍管理　
○福利厚生施設及び課外活動施設　○医師国家試験　○学生の表彰及び懲戒　
○健康、安全管理　○生活相談　○学生団体、課外活動

保健学科担当
大学院（保健学専攻）担当
○入学、進級、休学、退学、除籍、卒業、修了　○転学・転部・転専攻
○カリキュラム、授業、休講、試験　○修学指導　○集会、掲示、出版物　○住所変更等
○諸証明書発行　○外国人留学生　○研究生、科目等履修生　○学位　○入学者選抜
○学籍管理　○学外実習　○国家試験　○学生の表彰及び懲戒　○健康、安全管理
○生活相談　○学生団体、課外活動　○就職情報の提供

医学部学務課（医学部管理棟1階）
窓口利用時間／月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）

TEL：018-884-6030  E-mail：igaku@jimu.akita-u.ac.jp

TEL：018-884-6032  E-mail：gakumu-in@jimu.akita-u.ac.jp

TEL：018-884-6505　　E-mail：hogaku@jimu.akita-u.ac.jp

TEL：018-884-6543　　E-mail：hogaku@jimu.akita-u.ac.jp
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　附属図書館は手形キャンパスにある中央図書館と、本道キャンパスの医学図書館で構成されています。図
書や学術雑誌が充実しているだけではなく、学生の皆さんの学習のサポートも行っています。
　両館とも、１Fは「コモンズ」というスペースで、ディスカッションなどのグループワークができるような机
や個室、情報検索用のパソコン等が用意されています。２Ｆはサイレントフロアで、静かに読書や自習ができ
るスペースです。
ホームページ　https://www.lib.akita-u.ac.jp/top/

中央図書館　　　　　　　　　　　　            　　医学図書館

１．開館時間
　学期中はほぼ無休で毎日開館しています。授業開始時刻前の８時30分から22時まで（土日祝は短縮）開
館していますので、予習・復習に、試験勉強に、いつでも利用できます。

区　分 平　日 土曜・日曜・祝日
通 常 期 間 ８：３０～22：００ 12：００～18：００
長 期 休 業 期 間 ８：３０～１７：００ 休　館

　詳しい開館時間は「開館カレンダー」または図書館ホームページをご覧ください。

２．利用方法
　学生であればどちらの館も利用できますが、図書館の入館や資料の貸出を受ける際には学生証が必要で
す。資料の取り寄せなど、一部のサービスについては別途、利用登録が必要な場合もあります。詳しくは、
図書館ホームページまたはサービスデスクまでお尋ねください。

３．蔵書と電子資料
　中央図書館約43万冊、医学図書館約11万冊の蔵書があります。医学図書館は生命・医学・看護分野の専
門図書を主に所蔵しています。
　学術雑誌については、古くからの紙に印刷された雑誌とともに、Nature,Scienceをはじめとする6千種類
以上の電子ジャーナルを利用できます。また、電子ブックの整備も進めており、これらの電子書類のほとん
どは、学内外のどこからでも利用が可能です。
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４．情報検索
　多くのデータベースを導入し、学習・研究に必要な文献をキーワードで検索することができます。また、
専門分野の辞書やハンドブック、白書、統計等も充実しており、各種調査を行うことができます。

５．コモンズの利用
　コモンズとはグループで討論しながら学習できるスペース
で、Wi-Fiを利用できます。人数に合わせて利用できるグルー
プ学習室・学習個室も設置しています。貸出用のPC、プロジェ
クタなどを利用することもできます。

６．学生へのサポート
①情報リテラシー
　図書館の職員が各種調査をお手伝いするサービスです。

「情報の調べ方」「論文入手方法」などの講習会のほか、オ
ンラインによるリモートレファレンスサービスも行っていま
す。

②学習サポートデスク
　図書館学生スタッフに、レポート作成などの学習に関する
相談をすることができます。（中央図書館のみ）

③シラバス参考書
　シラバスに参考書として掲載されている図書を重点的に収
集しており、「シラバスコーナー」で利用できます。

④資料購入リクエスト
　学生が学習・研究に必要で、蔵書としてほしい図書・視聴
覚資料のリクエストができます。

⑤文献コピー・図書取り寄せ
　当館に所蔵していない文献のコピーや、図書を他の図書
館から取り寄せることができます。（中央図書館・医学図書
館相互の図書と、県立図書館の図書は無料です。）

⑥新入生向け特設サイト
　図書館ホームページ内に「新入生のみなさんへ」という利用案内の特設サイトを開設し、提供中のサービ
スを紹介しています。パンフレットや情報探索ガイドブック、利用案内動画などのコンテンツも集約しており
ますので、トップページのピンクのバナーからぜひアクセスしてください。

７．利用に関する問い合わせ先
【中央図書館】018-889-2279　Eメール libriyo@jimu.akita-u.ac.jp
【医学図書館】018-884-6052　Eメール ibun@jimu.akita-u.ac.jp

学習サポートデスク

利用案内動画（Stream）

中央図書館コモンズ
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　情報統括センターは、秋田大学における教育、研究、各
種業務及び地域情報化を推進するため、コンピュータとネッ
トワークシステムを管理運用し、学内外に様々な情報サービ
スを提供しています。

○実習用PC
　学内9か所にPC実習室を設置し、400台余の実習用PCを
管理しています。これらのPCは自習目的で利用することがで
きます。

場　　　所 開　館　日 時　　　間

情報統括センター

平日（授業期間）   8:30〜21:00

土曜（授業期間） 10:00〜17:00

平日（長期休業期間）   8:30〜17:00

PC実習室B（一般教育2号館） 平日のみ（授業期間）   9:00〜16:00

本道PC実習室（医学部実習棟3階） 平日のみ   8:30〜21:00

※詳細な開館時間はセンター Webサイトの開館カレンダーを参照して下さい。

○メール
　秋田大学の学生にはMicrosoftのクラウドサービスであるMicrosoft365のメールアドレスが与えられます。
このメールアドレスは卒業（または退学、除籍）するまでの間利用することができます。

○キャンパスWi-Fi
　学内にWi-Fiアクセスポイントを設置しています。秋田大学の学生・教職員であれば利用することができま
す。

問合せ先：情報統括センター　TEL:　018-889-2499
　　　　　　　　　　　　　　E-mail:  support@gipc.akita-u.ac.jp
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開館日時
　平日10：30〜17：00／入館無料
　（平日17：00〜21：00及び土日祝は予約をすることで利用可能）

　秋田大学インフォメーションセンターは、秋田大学の
情報を発信する場、地域住民との交流の場として平成22
年に開設しました。センターでは秋田大学の教育・研究
の取り組みや、成田為三・南木佳士・松田解子及び阿部
雅龍などの著名な卒業生の業績や作品等を展示していま
す。

○オープンスペース
　どなたでも自由にご利用頂けるスペースです。飲食自由
のためランチタイムや打ち合わせ、勉強会などにもお使い頂けます。自由に弾けるピアノもあり、様々なシー
ンでご利用頂けます。

○スペースの貸出
　館内の多目的ホールと会議室は、教職員の利用がない時間はサークル活動などにご利用頂けます。開館
時間以外も予約してから利用できますのでご希望の方はご相談ください。

○企画展
　サークル活動や研究成果の発表、コンサート、秋田県内の地域文化の紹介など、学生や教職員による企
画展を開催しています。

問い合わせ先
TEL：018-889-2931

附属学校生徒による企画展示販売 写真部写真展（年2回）学生作成のプロジェク
ションマッピング投影

ホームページ
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○施設目的
　鉱業博物館は、鉱工業及び地学関係資料の展示及び保管、資源学・地球科学関連の研究調査を行っています。
また、国際資源学部や理工学部の講義に使用されることもあります。
　常時、約3,300点の標本資料、模型を展示しており、実際に触ることのできる資料もあります。さらに、
20,000点を超える標本資料を所蔵しています。様々なテーマで行われる特別展示も定期的に開催しています。

○開館時間
開館時間／９：００～１６：００
休 館 日／年末年始、12月～2月　日曜日・祝日
　　　　　（他、臨時休館はホームページに記載）

○利用料金
秋田大学生、北光会員、教職員及び関係者は無料

○連絡先
ＴＥＬ：018-889-2461
ＦＡＸ：018-889-2465
ＭＡＩＬ：w3admin@mus.akita-u.ac.jp

「鉱業博物館業務体験」実習風景

1F　輝安鉱

2F　大型アンモナイト
（メソプゾシア）

1F　蛍光鉱物

3F　世界鉱産図

にぎわい交流館出張展示作成

Jr.サイエンススクール引率

博物館ロビー (3Fから見下ろし)

標本整理（志藤沢遺跡土器）

鉱業博物館
ホームページ >>> http://mus.akita-u.ac.jp/

国際資源学研究科
Graduate School of 
International Resource Sciences



24

C A M P U S  L I F E  2 0 2 2

学
生
生
活

　教職高度化センターは、広く教育に関する理論的、実践的な研究に取り組み、秋田県における教員の養成・研修
機能の強化に向けた支援と連携推進を行っています。

１．学校教育における児童・生徒の学びを促進する教育方法や学者環境の研究・支援 
２．学校教員をはじめとする地域の指導者等が成長・発達する環境や研修の研究・支援 
３．教育文化学部・教職大学院と秋田県総合教育センター・秋田市教育研究所の連携推進 
４．いじめや不登校、発達障害等の発達的・教育的・臨床的課題に関する研究・支援

【教職研究部門】
　学校教育をはじめとして、地域教育や企業内教育など、幅広い分野におけ
る「教師」の成長・発達について、教育研究を進めています。とりわけ、現職教師
向けの校内授業研究や事後検討会の在り方、これから教師を志す学生向け
の教員養成カリキュラムの開発に取り組んでいます。

【教育実践研究部門】
　学校教育における児童・生徒の学びを促進するその教育方法に関する教育
研究を進めています。プログラミング教育の指導法、ICT機器や教育メディア
の活用研究、学習習慣の定着をはかる授業等の実践的研究、学校という組織
の経営・マネジメントの在り方、学習環境等について研究を推進しています。

【教員育成連携支援部門】
　教員の養成と研修を一体的に捉えた教員育成を進めるため、教育文化学
部・教職大学院と秋田県総合教育センターや秋田市教育研究所等の研修機
関、附属学校園等の連携・推進を支援しています。

【臨床心理学部門】
　学校及び教育に関連する臨床心理学的研究に取り組んでいます。学校システム、地域システムの中の児童・生
徒という観点から、不登校や非行、発達障害などの児童・生徒への臨床学的援助の方法や、児童・生徒への関わり
能力向上のための教師への支援などの研究をしています。

　また、教職研究部門には教職キャリア支援室をおき、教職を志望する学生・大学院生のみなさんを対象とした
セミナーの開催や、模擬授業等で使用する教材や教具・学習具の貸し出しを行っています。具体的には、全校種・
全教科・全学年の教科書及び教師用指導書、小学校の理科に関わる実験器具、過去の優れた授業ビデオ等を整
備しています。教員育成連携支援部門には県総合教育センター・市教育研究所連携推進室をおき、大学教員派遣
事業や教育実践研究プロジェクトなど研修機関や学校とつながる役割を担っています。さらに、臨床心理学部門
には臨床心理相談室をおき、直接相談に対応しています。

教職高度化センター

教育文化学部
Faculty of Education and 
Human Studies
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　医学部附属病院は、教育研究施設であるとともに、地域における医療機関の中核として各専門分野にわたる
豊富な知識と最新の医療機器等による診療機能を駆使する医療機関であり、平成６年には特定機能病院とし
て承認を受け、地域に対する指導的役割を担う病院として、今後なお一層地域社会への貢献を行います。
　また、患者さんにとって安心できる医療環境の下で、良質で高度な医療を適切に提供することをとおして、
優れた医療人の育成と医学研究の進歩のため積極的に役割を果たすとともに、地域医療・保健活動の中心とし
ての役割を担い、さらに国際的にも貢献できるよう努めます。

医学部附属病院
ホームページ >>> http://www.hos.akita-u.ac.jp

医学部
School of Medicine

8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
B1

3F
2F
1F

渡り廊下

玄関

本道40周年記念会館

高度感染症ユニット棟

病院レストラン

第二病棟第一病棟

厨
房
棟

外来・中央診療棟

B1

第一病棟 第二病棟

8F 整形外科　神経内科
血液内科
腎臓内科
リウマチ科

7F 眼科　呼吸器外科
乳腺・内分泌外科

呼吸器内科
耳鼻咽喉科

6F 消化器外科　食道外科 消化器内科
腫瘍内科

5F
小児科　小児外科
新生児集中治療管理室（NICU）
回復期治療室（GCU）

産科　　婦人科
糖尿病・内分泌内科
老年内科
周産母子センター

4F
脳神経外科　皮膚科　形成外科
臨床研究支援センター
ひまわり学級　けやき学級

循環器内科
心臓血管外科

外来・中央診療棟

3F 集中治療部（ICU）
中央手術部

皮膚科　　形成外科　　精神科　　病理診断科・病理部
医療安全管理部　　看護部　　緩和ケアセンター　　総合診療医センター 精神科

2F
血液浄化療法部
感染制御部
輸血部

消化器外科　　食道外科　　消化器内科
血液内科　　腎臓内科　　リウマチ科　　泌尿器科　　耳鼻咽喉科　　
歯科口腔外科　　腫瘍内科　　外来化学療法部　　　脳神経外科　　麻酔科
漢方外来　　小児科　　小児外科　　中央検査部　　薬剤部　　

泌尿器科
糖尿病・内分泌内科
老年内科厨房棟

栄
養
管
理
部

1F

放射線診断科
放射線治療科
歯科口腔外科
麻酔科
救急科
理容室

総合診療部　　緩和ケア外来　　がん看護外来　　循環器内科　　呼吸器内科
心臓血管外科　　呼吸器外科　　乳腺・内分泌外科　　産科　　婦人科
眼科　　整形外科　　神経内科　　高齢者臨床検査科　　認知症医療センター
糖尿病・内分泌内科　　老年内科　　リハビリテーション科・部
放射線診断科　　放射線治療科　　中央放射線部　　
地域医療患者支援センター・がん相談支援センター
外来受付・会計　　入院案内　　医事課　　医療サービス室
売店　　コーヒーショップ　　ATM　　警備員室　　防災センター
院内図書室　病院レストラン　　入院セット受付窓口　　栄養相談室

高度救命救急センター
救急外来
内視鏡・超音波センター
検査室
心大血管リハビリテーション室

高度感染症
ユニット棟

B1
医療情報部　医事課医療情報室
放射線治療センター
中央材料部　SPDセンター

臨床工学センター

令和4年1月1日現在

〈病院案内図〉
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　シミュレーション教育センタ－（Medical Simulation Center）は、秋田県と秋田大学の協同により平成24年3
月15日に開設されました。
　当センターは東北最大級の専有面積を誇る医学シミュレーション教育専門研修施設です。各種シミュレーション
の概略ですが、1階のTVセミナー室ではTV会議システムを用いた症例検討会やセミナーの配信・受信が可能です。
画像診断学習室ではマルチスタイル画像システム等を導入しています。2階の緊急処置ラボでは大学病院の病室を
再現しており、人工呼吸器と成人・乳児の人体型高機能シミュレータを配備し、複数台のカメラが設置され、実習
中の映像、音声、処置記録簿の保存が可能であり、これにより国内外の学外施設の指導者による遠隔地シミュレー
ション研修も可能です。臨床基本手技ラボでは、採血、静脈確保、中心静脈栄養カテーテル（CVC）挿入留置、心臓・
腹部超音波検査の基本トレーニングや外傷アセスメントスキルの習得ができます。
　3階の外科研修室・外科手技ラボにはバーチャルリアリティー手術研修環境を整備し、腹腔鏡手術、結紮、皮膚
縫合、血管吻合、消化管・気管支内視鏡などの手技習得のシミュレータ実習ができます。産婦人科手技ラボでは
出産シミュレータによる出産対応や子宮鏡検査治療、また泌尿器科領域では経尿道的手術、前立腺癌密封小線
源治療計画のシミュレーション研修が可能です。その他にも、中耳バーチャル手術、眼科手術用双眼倒像鏡、関節
鏡手術、血管内治療等のシミュレータが配備され常時研修使用可能です。
　これらは初期研修医、専門（後期）研修医のスキルアップとともに、各科専門医を目指す医師にとっても大きな
教育研修ツールとなります。現在、（県内の病院を含む）初期研修医をはじめとする医師のほか、看護師等の多職
種や医学部学生による当シミュレーション教育センターの利用が進んでいます。
　広く皆さまに、大いに活用していただけるよう、研修環境の改善に努めてまいります。

お問い合わせは、総合臨床教育研修センター
TEL：018-884-6266・6427、E-mail：simreserve@hos.akita-u.ac.jp　へご連絡ください。

ALSシミュレータを使ったセミナーの様子

シミュレーション教育センター（Medical Simulation Center）
ホームページ >>> https://www.hos.akita-u.ac.jp/sim/index.php
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クロスオーバー教育創成センター
ホームページ >>> https://www.riko.akita-u.ac.jp/intro/institution/　利用時間 >>> 9：00〜17：00

理工学部
Faculty of Engineering 
Science

　クロスオーバー教育創成センターは、理工系教育の新手法開発、国際化教育および教職関連業務を担い、学生および教職
員双方の質の向上に資する実践教育の推進センターとして、以下に挙げる３部門から構成されます。

１）教育手法開発部門
　PBL（Project Based Learning）やアクティブ・ラーニングなどの教育手法の開発を担当します。コースや学年および専門
分野を融合あるいは横断した授業を開発し実践します。また、インターンシップを含む地域企業と連携した教育についても
進めていきます。
２）グローバル化対応部門
　海外留学推進や留学生の受け入れを担当します。留学し、未知の世界で生活することは究極の実践体験・実践教育と言え
ます。今後の秋田の国際化を視野に、理工学部における留学生の派遣や受入れを担います。また、留学生の増加により英語
による講義が増えていくことが予想されます。工夫を凝らした英語による講義を外国人教員と共に開発し、各教員が質の高
い講義を提供できるようにします。
３）教職関連対応部門
　教員免許取得に関する業務を担当する部門となります。教員免許を取得して中学・高校の先生を目指す学生さんは、いつ
でも相談することができます。

　センターの具体的な活動内容を紹介します。まず、大学初年次の実践的な講義として「テクノキャリアゼミ」を実施して
います。企業で活躍する外部講師の先生を招いて、大学で学ぶことの意義を社会の先輩としての立場から学生に伝え、将来
に通じるキャリアパスを示しています。また、社会貢献事業として「子どもものづくり教室」を年に6回程度開催していま
す。ものづくり関連の活動として、センター所有の3Dプリンターやレーザー加工機などの操作方法を学ぶ「ライセンス講習
会」を開催します。 講習会でライセンスを取得した学生はセンターの加工機を自由に使うことができます。さらに、理工学
部では独自の留学プログラムを用意しており、その前段階として「留学準備セミナー」を実施しています。センター教員によ
るTOEIC対策や海外学生との遠隔機器による模擬クラスなどで英語力のアップを図っています。また、「教職に関する履修相
談」（教員免許取得に向けてどのように授業履修を進めていけばよいかを一緒に考えます）、「教育実習に向けた準備」（事前・
事後指導に加えて、実習校を探すお手伝いもします）、「教員採用試験対策」（筆記試験・面接試験を中心に、実践的な力を身
につけるサポートを行います）に取り組んでいます。センターではこのような活動を通して理工学部の学生を支援し、グロー
バルに活躍できる創造的な人材を育成します。

　当センターはいつでも利用することが可能です。利用方法の例としては以下のようなものがあります。
１．留学に興味がある学生：大学生になったら留学してみたいと思っていたが、具体的にどうすれば良いのかわからない人は、

センターにアクセスしてください。自分の興味のある分野に合った留学先の大学や留学プログラムを紹介します。
２．教員免許を取得したい学生：教員免許を取得したいが方法がよくわからない人は、センターに教職関連の教員がいます

ので、教育実習の相談などできます。
３．ものづくりに興味のある学生：旋盤、フライス盤、ボール盤やレーザー加工機等、様々なものづくりに必要な機械が揃っ

ています。ライセンス講習会に参加し、ライセンスを取得した学生はこれらの機器を自由に使うことができます。また、使
い方がわからない場合にはセンターの職員が指導しますので初心者でも安心して利用できます。

４．作業場所を借りたい学生：3DCADが100台揃ったCAD室や製作物を組み立てるための組立作業室、電子部品を工作す
る電子工作室、溶接作業室など様々な用途に利用できる場所を提供しています。

　クロスオーバー教育創成センターは、理工学部に在籍する学生・教員そしてすべての人に親しまれるセンターを目指してい
ます！
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［通信教育講座］
　秋田大学理工学部には、国立大学法人唯一の「社会通信教育講座」があります。昭和23年の開講以来、
伝統と歴史を背景に、既に2,006名の修了生を社会に輩出しています。
　受講により、直接国家資格等を得ることはできませんが、現在、資源系、材料系、電気電子系の基礎
および専門を学べる7つのコースと、科学技術に関する教養的な知識を得るための一般科学技術コースの、
併せて8つのコースを開設しています。

革新材料研究センター

次世代の革新技術の創製に資する先端材料等に係わる
分野で、分野横断型の研究クラスターを形成し、プロジェ
クト型の研究を推進する研究部門

脱炭素関連部門：高効率水素製造・貯蔵およ
び運搬・利用等の手法に係わる研究を行う
デバイス関連部門：高性能次世代車載デバイ
ス、高性能磁石等に係わる研究を行う
エネルギー関連部門：蓄電デバイス、排ガス
触媒、リサイクル等に係わる研究を行う

研究
部門等
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地方創生センター
●1号館
【研究設備等】
超純水製造装置、ドラフトチャンバー、
マイクロウェーブ試料前処理システ
ム、超高分解能電界放射型走査型
電子顕微鏡、炭素・水素・窒素・硫
黄・酸素全自動分析装置、フレーム
/ファーネス高分解能連続光源原子

吸光分析装置、元素分析装置、高分解能核磁気共鳴スペクトル装置
（600MHz）、X線光電子分光分析装置、マイクロフォーカスX線CT
透視装置、水銀ポロシメータ、超高速液体クロマトグラフシステム、
光散乱GPC分子量測定装置、テラヘルツ分光測定装置、バイポー
ラ電源、活性汚泥処理装置、スプレードライヤ装置、比表面積・細
孔径分布測定装置、触媒分析装置、リアルタイムPCRシステム、マ

ルチラベルカウンター、回転式粘度計、四重極-飛行時間型MS/MS
分析システム、ガス吸着量測定装置、モジュール式電気化学測定シ
ステム、共焦点レーザー顕微鏡、マトリックス支援レーザー脱離イオ
ン化法飛行時間型質量分析装置、バイオクリーンベンチ
●2号館
【新リサイクル技術・評価システム】
ディスク型手動粉砕機、ロール型磁選機、非鉄金属選別機（過電流
選別装置）、空気テーブル、ICP発光分光分析装置、蛍光X線分析装置、
イオンクロマトグラフィー、示差熱天秤、金属分散度測定装置など
【高度機能素材設計・評価システム】
微小空間組織構造評価装置、ナノ粒子粒径解析／ゼータ電位計、形
状測定レーザマイクロスコープ、真空アーク溶解炉、多層構造膜作
製装置、多元合金膜作製装置、イオンコーター（Au,C）、電界放出
型走査電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡、高真空型走査プロー
ブ顕微鏡、高感度磁化測定装置、高真空熱処理装置、薄膜Ｘ線回
折装置、粉末Ｘ線回折装置、磁気記憶装置材料分析・評価システム
など

バイオサイエンス教育・研究サポートセンター
●動物実験部門
【飼育室】マウス飼育室（22室）、
ラット飼育室（3室）、ウサギ・モ
ルモット飼育室（3室）、ブタ飼育
室（1室）【実験室】小動物用実験
室（4室）、中・大動物用実験室（4
室）、感染実験室、ケミカルハザー

ド実験室、X線室など【実験機器】In Vivoイメージングシステム、
超音波高解像度イメージングシステム、3DマイクロX線CTシステ
ム、X線撮影装置、X線照射装置、非観血的血圧測定装置、生
化学分析装置、全自動血球計算装置、吸入麻酔器など
●放射性同位元素部門
【実験用設備】遠心機各種、PCR Systemなど【測定用設備】
液体シンチレーションカウンター、オートゥェルγカウンター、サー

ベイメーター各種など
【遺伝子組換実験設備】P2レベル実験室完備【実験サポート】
要望に応じRI実験を部門職員が代行する
●分子医学部門
【研究設備等】次世代シーケンサー、リアルタイムPCR、共焦点
レーザー顕微鏡、蛍光顕微鏡解析システム、レーザーマイクロダ
イセクション、透過型電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡、ウルトラ
ミクロトーム、フローサイトメーター、液体クロマトグラフ／質量
分析装置、クリオスタット、ミクロトーム、ビブラトーム、自動
包埋装置、ドラフトチャンバー、培養室、クリーンベンチ、オート
クレーブ、乾熱滅菌器、旋回培養器、大判プリンター、超純水作
製装置類、蛍光化学発光ゲル撮影装置、Caイオン撮影装置、超
遠心機、分光光度計類、液体窒素、超低温フリーザーなど
【受託サービス】一般組織標本作製（組織切片作製、染色等）、
遺伝子解析（次世代シーケンス支援、PCR、リアルタイムPCR等）、
電顕試料作製（電顕用の組織切片作製）、セルソート支援、LC
／ MS分析支援、滅菌作業等

放射性同位元素センター
●非密封線源実験エリア
・－10℃および４℃低温実験室
・オークリッジフード３基および安全キャビネット１基
・液体シンチレーションカウンター
・トリチウムガス計測・実験装置
・各種スケーラー、サーベイメーター、プレートアナライザー

●密封線源実験エリア
・マルチチャンネルγ線スペクトル
メーター
・高速液体クロマトグラフ質量分
析装置
・イメージアナライザー
・水平型Ｘ線回折装置

16種類の非密封線源及び５種類の密封線源が使用可能

環境安全センター
●廃液処理棟
無機系廃液－フェライト化処理
有機系廃液／有害固形廃棄物－噴霧燃焼／焼却処理、水銀・シ

アン系廃液－酸化分解・吸着処理、フッ素・リン酸系廃液－石灰
化処理、COD廃液－フェントン処理
●実験・分析棟
ガスクロマトグラフ／質量分析計、ガスクロマトグラフ、原子吸光光
度計、液体クロマトグラフ、X線分析装置、その他必要機器（HP参照）

高齢者医療先端研究センター
【設置目的等】高齢者医療等に関する体制充実を図ることによ

り、認知症及び地域社会学の知見を踏まえた高齢化社会の学際
的研究と高齢者医療の先端的研究を推進し、地域医療の向上と
長寿・健康教育研究の発展に寄与することを目的とする。

電動化システム共同研究センター
【設置目的等】産学官共同による航空機をはじめとする電動化シ

ステムの研究開発を推進させ、企業・大学・学生の起業家精神を
喚起する産業人材を育成することで、若者に夢を与え、高度人材
が活躍することができる創造的将来産業を創出し、地域の持続的
発展と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

自殺予防総合研究センター
【設置目的等】自殺予防対策に関する教育研究及び事業推進の

実施拠点として、自治体及び民間団体等と連携し、地域における
自殺予防対策事業を推進することにより、地域の自殺予防対策
強化に資することを目的とする。

地域防災減災総合研究センター
【設置目的等】近年増加傾向にある自然災害と複合災害に対し、

本券の実情にあった防災対策にかかる調査・研究を行うとともに、
その研究成果を地域に還元し普及啓発を図ることにより地域防
災力向上に寄与することを目的とする。
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［修学の基準］
　本学に所定の年限以上在学し、卒業に必要な授業科目を履修し単位を修得すれば、専門分野によりそれ
ぞれの学士の学位が授与されます。
　授業科目は、「教養教育科目」「基礎教育科目」「専門教育科目」によって構成されています。
大学では、学部、学科・課程の履修基準に従い、自分自身で履修計画を立案することになっています。履
修計画の立て方については、学年初めに実施されるガイダンスでも説明がありますが、以下の冊子に記載が
ありますので、熟読し、誤りのないように注意してください。
　また、授業に関することや履修登録、進級・卒業に必要な科目のことなど、わからないことがあった場合は、
勝手な解釈はせず、指導教員や各窓口に相談してください。

ガイドブック 取扱窓口

教養基礎教育科目 教養基礎教育　学習ガイド 総合学務課教養基礎担当窓口

国際資源学部 履修案内，国際資源学部時間割表 総合学務課国際資源担当窓口

教育文化学部 教育文化学部履修関係規程，開設講義一覧 総合学務課教育文化担当窓口

医学部
医学科 学生便覧，授業計画（SYLLABUS） 医学部学務課医学科担当窓口

保健学科 学生便覧，履修案内 医学部学務課保健学科担当窓口

理工学部 履修案内，理工学部時間割表 総合学務課理工担当窓口

［授業期間と授業時間］
　１年間の授業期間は、以下のようになっています。
　・セメスター制科目：前期（４月〜８月）、後期（10月〜２月）。
　・クォーター制科目：第１クォーター（４月〜６月）、第２クォーター（６月〜８月）、第３クォーター

（10月〜11月）、第４クォーター（12月〜２月）
　セメスター制については最低16週、クォーター制については最低８週確保しています。それぞれの開始月
については曜日の関係で前後する場合があります。
　授業時間は次のとおりです。

１・２時限 ８：50～10：20 ７・８時限 14：30～16：00

３・４時限 10：30～12：00 ９・10時限 16：10～17：40

５・６時限 12：50～14：20 （９時限） 16：10～16：55

［単位の計算の仕方］
　授業はその形態により「講義」、「演習」、「実験」、「実習」、「実技」に分けられています。１単位の授業科目は、
45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としていますが、講義・演習については15時間
から30時間まで、実験・実習・実技については、30時間から45時間までの範囲の授業時間となっています。
したがって、授業時間が45時間に満たない授業科目は教室外の学習時間（予習・復習）が必要となります。
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　例：前期・月曜日・１・２時限に開講されている２単位の授業科目を受講した場合、45×２＝90時間の学
習量となります。月曜日の１・２時限（２時間）を15回受講することにより30時間となり、30時間を教室で
学習し、60時間を教室外（予習・復習）で学習し、試験等に合格することにより２単位を取得することとな
ります。

［単位互換について］
１．単位互換制度について

　本学では、協定を結んだ他大学や短期大学、高等専門学校で修得した単位を秋田大学の単位にするこ
とができる、単位互換制度を実施しています。
　他大学等で開講されている科目の中には、本学で受けられる授業とは異なる分野・内容の科目もあり
ます。学習の場を広げる機会として、積極的に利用してください。単位互換の対象となる例として、以下の
ようなものがあります。
　○放送大学との単位互換
　○北東北国立３大学間（弘前大学、岩手大学、秋田大学）単位互換
　○秋田県内大学・短大・高専間単位互換
　○国際交流協定校への海外留学における単位の認定
　履修申し込み、履修方法、単位修得の条件等については、総合学務課各学部担当（医学部は学務課医
学科担当・保健学科担当）又は高等教育グローバルセンター（総合学務課教養基礎担当窓口）に相談し
てください。

２．高等学校等との教育連携について
　本学では、秋田市内の高校生に対して本学の授業を提供しています。提供している授業科目は、高
校生の通学可能な時間帯である9・10時限（16：10〜17：40）の授業です。

［進路変更］
　学生生活を送っているうちにいろいろな悩み等が出てくることがあるかもしれません。進路等に悩み、変
更を考える場合、休学、退学、他大学受験に至るケースもありますので、保護者及び指導教員等と十分相談
をして決めるようにしてください。
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［学生への連絡］
１日１回は a・net ポータルサイト・掲示板を必ずチェックしましょう。

● a
ア　ネット

・net
　学生への連絡はa

ア　ネット
・net（総合学務支援システム）をとおして以下の方法で行います。見落としが

ないように注意してください。

●掲示板
　該当する掲示板は必ず見るよう心がけましょう。

管理部局 掲示場所 対　　象 掲　示　内　容
学 生 支 援
総 合
セ ン タ ー

本 部 北 側 歩 道 全 学 生 諸連絡、就職関連情報等
各部・サークルからの情報等大学会館１階食堂入口前通路

学 生 支 援 棟 南 側 入 口 全 学 生 就職関連情報
高 等 教 育
グ ロ ー バ ル
セ ン タ ー

一 般 教 育１・２号 館 掲 示 板
学 生 支 援 棟 南 側 入 口

教 養 基 礎 教 育
受 講 者 教養基礎教育に関する諸連絡等

国 際 資 源
学 部

国 際 資 源 学 部１号 館 １階
国際資源学研究科事務室前 学 部 学 生・大 学 院 生 学部・コース及び各担当からの諸連絡

教 育 文 化
学 部

学 生 支 援 棟 １ 階
総 合 学 務 課
教 育 文 化 担 当 窓 口 前

学 部 学 生・大 学 院 生 教育実習、介護等体験
保育実習

教育文化学部３号館ピロティ 学 部 学 生 呼び出し・諸連絡
教 育 文 化 学 部 ４号 館 １ 階 大 学 院 生 呼び出し・諸連絡
教 育 文化 学 部３号館１階 廊下 学 部 学 生・大 学 院 生 就職関連情報

理 工 学 部 理 工学 部１号 館 西 出 入口前 学 部 学 生・大 学 院 生 学部・学科・コース及び各担当からの諸連絡各 学 科 ・ コ ー ス

医 学 部

基 礎医学研究棟１階エレベーター前
臨 床 医 学 研 究 棟１階 玄 関 医 学 系 研 究 科 生 担当係からの諸連絡
実 習 棟 １ 階 医学科学生（１年次用）

学部・学科及び担当からの諸連絡

実 習 棟 ２ 階 医学科学生（２年次用）
医学 系 研究棟４階 総６講 前 医学科学生（３年次用）
第 二 病 棟 ２ 階 多 目 的 室 内 医学科学生（４年次用）
臨床医学研究棟１階エレベーター前 医学 科 学生（５・６年次 用）
保 健 学 科 玄 関 保 健 学 科 学 生

保 健 管 理
セ ン タ ー 保 健 管 理 セ ン タ ー 前 全 学 生 健康診断・健康相談・健康についての情報

※a・netのメッセージを携帯メールアドレスに転送する方法
1. a・netポータルサイトにログイン
2. 「MYツール」→「メッセージ転送設定」を選択
3. メールアドレスを入力し、転送内容で「タイトル」を選択
4. 転送時刻とメッセージ種別を選択し、確認ボタンをクリック
5. 内容を確認し、間違いがなければ登録ボタンをクリックして登録完了

https://anet.akita-u.ac.jp/portal/top.do

★携帯電話に転送されるように転送機能を必ず設定してください。

 

（設定方法は、32ページ参照）

携帯電話に転送されるように
設定しましょう!

https://anet.akita-u.ac.jp/portal/top.do
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［全体的留意事項］
　高校時代とは比べものにならないほど大学生活は自由度を増しますが、大学生として自覚や自己責任を常
に問われるということでもあります。また、不測の事故にも留意が必要です。自己防衛意識を常に持って、
不法行為は行わない、被害に遭わないということを心掛け有意義な学生生活を送ってください。

［秋田大学学生相談ダイヤルの設置］
　秋田大学では、2016年7月に24時間対応の学生専用相談ダイヤルを設置しています。どんな悩みやトラブ
ルにも担当スタッフが対応します。

［事故発生時の対処］
　○交通事故・けが・傷害等の連絡

学生支援・就職課及び総合学務課各学部担当（医学
部は学務課医学科担当・保健学科担当）へ連絡して
ください。（夜間・休日の場合は、手形地区であれ
ば総合案内所へ、本道地区であれば附属病院警務
員室へ連絡してください。）

　○災害・地震
119番通報するとともに手形地区であれば総合案内
所へ、本道地区であれば附属病院警務員室へ連絡し
てください。

［急病のとき］
　学内で体の具合が悪くなったり、事故にあったりしたときは、すぐに保健管理センターか近くの事務窓口
に連絡してください。

［保険加入のすすめ］
　学生のみなさんが、安心して教育・研究活動を行い、充実した学生生活を過ごすためには、災害・事故・
けが・病気への充分な備えをしておくことが不可欠です。
　秋田大学では、そういった場合に対応する補償制度として、秋田大学が取り扱う「学生教育研究災害傷害
保険」及び「学研災付帯学生生活総合保険」又は大学生協が取り扱う「学生総合共済」への加入を推奨し
ています。
　この制度は大学の教育・研究活動にそった補償制度であり，保険料も低額に設定されていますので，学生
全員に加入をお願いしています。（加入していない場合，インターンシップや授業科目が受講できないことが
あります。）

学 生 支 援・ 就 職 課 018-889-2265
国 際 資 源 学 部 018-889-2236
教 育 文 化 学 部 018-889-2512
理 工 学 部 018-889-2312
医 学 部 医 学 科 018-884-6030
医 学 部 保 健 学 科 018-884-6505
手 形 地 区 総 合 案 内 所 018-889-2228
本 道 地 区 附 属
病 院 警 務 員 室 018-834-1111

保 健 管 理 セ ン タ ー 018-889-2955

安心して頼れる
デンワここにある

【24 時間 OK】秋田大学学生相談ダイヤル

０１２０‐８９‐２２６５
はや く 　 　 つ つ む　こころ
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［学生証］
　学生証は、各窓口における諸手続きの際必要ですので常に携帯してください。
　汚損、破損及び紛失等の場合は、総合学務課教養基礎担当（医学部は学務課医学科担当・保健学科担当）
で再発行の手続きをしてください。

［証明書等発行機］
　学生証をカードリーダーで読み込ませパスワードを入力することで各種証明書が発行できます。

◆証明書発行機で入手できる証明書等

証明書等 詳　細

学 割 証

○JR各線に片道101km以上を乗車するとき　
○年間発行枚数は１人あたり10枚
○乗車券購入時：学生証を携帯　
○有効期限：発効日より3か月
　※有効期限を過ぎた学割証は絶対に使用しないでください。
　※指定の使用目的であれば追加発行ができますので、学生支援・就職課窓口にお申し出ください。

在 学 証 明 書
成 績 証 明 書 成績はa・netでも見られます。照会のための発行はしないでください。
健 康 診 断 証 明 書 毎年健康診断後5月中旬以降
卒業（修了）見込証明書 卒業年次に入った学生のみ
教員免許状取得見込証明書 教員免許状取得希望者のみ　※ a・netでの申請が必要です。

通 学 証 明 書 通学に使用するJR線の定期券を購入する場合

◆バスの定期券：学生支援・就職課窓口、医学科担当窓口又は保健学科担当窓口で
　　　　　　　  「通学証明書発行依頼書」に必要事項を記入のうえ申し込んでください。

◆証明書発行機：設置場所と利用時間

設置場所
利用時間

曜　日 時　間
手 形 キ ャ ン パ ス 学 生 支 援 棟 1 階

月曜日～金曜日注） ８：３０～１7：００
本道キャンパス管理棟1階（医学部学務課）
本 道 キ ャ ン パ ス 保 健 学 科 棟 1 階 ８：３０～21：００

注）祝日、年末年始、その他大学の休日等を除く

◉学割証及び通学定期券を不正に使用、又は他人に使用させたときは、多額の追徴金を課せられるばかり
でなく、本学における学割証及び通学定期券の発行の業務を停止させられることがありますので、使用にあ
たっては十分注意してください。

［学割証に関して］
　学生の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、旅客鉄道株式会社（JR各社）が、修学
上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として、営業キロが片道で100キロメート
ルを超える区間を乗車する際に運賃が2割引になる制度です。また、JRの他に私鉄、バス、フェリーなどで
も使用できる会社があるので、各自で各社へ確認のうえ、発行してください。
学割証の使用目的
・休暇、所用による帰省
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・実験実習などの正課の教育活動（教育実習等は除く）
・学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
・就職又は進学のための受験等
・学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
・傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
・保護者の旅行への随行
学割証使用上の注意
・科目等履修生、研究生等の非正規生は発行できません。
・有効期間は発行日より3ヶ月です。
・往復で乗車券を購入する場合は、学割証は1枚で済みます。
・乗車券購入時は学生証を必ず携帯してください。
・年間発行枚数は1人10枚で一度上限となりますが、指定の使用目的であれば追加発行ができますので、

学生支援・就職課窓口までお申し出ください。
・有効期限を過ぎた学割証は絶対に使用しないでください。

［受動喫煙の防止］
　2018年に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙による健康への悪影響を排除するため
に、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと強化されました。
  秋田大学では、手形キャンパス、本道キャンパス共に敷地内禁煙となっておりますが、敷地付近での喫煙や
吸殻のポイ捨てについて、近隣住民から苦情が寄せられています。喫煙におかれましては、今一度自身の行
動を振り返り、周囲の迷惑とならないような行動をお願いします。

［アルコールに関して］
　大学生になると、各種コンパや反省会と称してお酒を飲む機会が多くあります。楽しく有意義な時間を共
有することはとても良いことで、学生生活の良き思い出になることでしょう。
　ただし、20歳未満の飲酒は法律により禁止されています。飲酒は20歳になってから節度を持って楽しんで
ください。学生が急性アルコール中毒で死亡する事故は毎年起こっています。クラブやサークルの友人・先
輩から飲酒をすすめられたとしてもその場の空気に流されずきっぱりと断ってください。

※飲酒の強要はアルコールハラスメントに該当します。そのような状況が常態化していて悩んでいる方は学生支援・就職課へ相談してください。

［『ダメ。ゼッタイ』覚せい剤・コカイン・大麻・MDMA・危険ドラッグ 等］
　覚せい剤・コカイン・大麻・MDMA・危険ドラッグ等は所持しているだけでも犯罪です。
　「痩せられる」「集中力がアップする」などは誤った認識です。これら薬物の最もこわいところは自分で自分
をコントロールできなくなることにあります。軽い好奇心で手を出してしまえば最
後、薬物依存のスパイラルに陥り、抜け出せなくなります。また、使用を繰り返
すうちに量や回数はどんどん増えて、幻覚や妄想、異常行動を引き起こし、日常
の社会生活を送ることができなくなるだけでなく、家族や周りの人間にも迷惑が
かかります。また、他の重大な病気や凶悪犯罪を起こす原因にもなります。
　 軽い気持ちで始めたつもりが一生の問題なってしまいます。正しい知識を身に
つけて、絶対に手を出さないようにしましょう。
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［悪徳商法及びクレジット等の利用］
　大学に入学すると、高校生と違い自由に使える時間が多くなります。しかし、これまで自活の経験がない
ため、悪徳商法等に付けこまれたりする機会も多くなります。
　悪徳商法には、デート商法、マルチ商法、キャッチセールス、資格商法、フィッシング詐欺、架空請求、
迷惑メールによる不当請求等、様々な手口が存在します。第一の対策は「無視する、応答しない」ことです。
相手方の手口は、実に巧みで年々精巧化しています。「自分だけは大丈夫」と思わず、日頃から十分に注意
することを心掛けてください。また、こういった行為は違法行為です。請求に応じる必要はありません。身に
覚えのない相手に個人情報を教えたり、不当請求に応じるような行為は絶対にしないでください。
　そのほか、近年SNS等で散見される個人間での金銭の貸し借り（個人間融資）は、たとえ個人が行う場
合であっても、貸金業法の規定に抵触する場合があるほか、様々な犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険
性があります。少しでも不安に感じたり、おかしい・怖いと思ったらその場で判断せずに、学生支援・就職
課又は秋田市市民相談センター消費生活担当 （018-888-5648）へ相談してください。また、国民生活センター
ホームページも参照してください。

※クーリングオフ制度
　訪問販売、電話勧誘販売の場合は、契約日を含めて8日以内に、書面により撤回すれば解約できる制度です。（一定条件に該当する場合）

［盗難防止］
　学内での盗難被害が毎年報告されています。まずは自分の物は自分で守る意識を持ってください。大体育
館内の更衣室、サークル部室、実験室等には貴重品や現金は絶対に放置しないでください。貴重品や現金
は必ず携行するか大体育館では貴重品ロッカーを利用してください。万一、盗難被害にあった、もしくは不
審者を見かけた場合には、ただちに学生支援・就職課及び最寄りの交番（警察署）に届け出てください。
　また、キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話など他人に悪用される危険のあるものは、早急に利
用停止の手続きを行ってください。

［防火意識］
　学内外問わず、火の取扱いには十分に注意してください。ちょっとした不注意による火災が原因で命を失っ
てしまうこともあります。また、放火やボヤによって予期せぬ被害を被ることもあるかもしれません。学生の
皆さんは日頃から防火意識を高く持って大学生活を送ることをくれぐれも心掛けてください。

［自転車登録制 / 自転車駐輪と運転マナー］
◆自転車登録制
　秋田大学では、自転車を利用して大学構内に出入りする全ての学生・教職員を対象に自転車登録制を
実施しています。
　秋田大学生協のホームページで所定の手続きを済ませ、登録ステッカーを自転車の見える部分に貼っ
てください。ステッカーが確認できない自転車及び指定スペースに駐輪していない自転車、無施錠の自
転車は全て撤去の対象となりますので注意してください。

※無施錠による盗難が多く発生していますので、駐輪する際の施錠を徹底してください。

　
◆自転車駐輪と運転マナー
　手形キャンパスでは、構内に駐輪スペースを設けています。自転車は指定のスペースに駐輪し、緊急時避
難経路確保と景観の美化にご協力ください。また、構内を通行する際は歩行者の妨げにならないように十分
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に注意してください。スピードの出し過ぎやイヤホンをしての通行はくれぐれも止めてください。

※スクーター・オートバイは構内乗入れ禁止です。プール側の駐輪場へ駐車してください。
※自転車と歩行者による衝突事故で、多額の損害賠償が発生したケースもあります。大学推奨保険には必ず加入してください。

［自動車保険について / 運転マナー］
◆自動車保険加入について
　自動車保険は「相手方への補償」と「ご自身・搭乗中の方への補償」、「車・身の回り品の補償」と大きく
３つの補償で構成されます。
　ご自身の保険加入状況について以下の最低条件を満たしているか必ず確認してください。
①自動車損害賠償責任保険（自賠責）に加入している。
②契約者名義に関わらず運転する学生本人が保険適用者になっている。
③対人・対物保険が無制限になっている。
④人身傷害保険（最低3000万円）もしくは搭乗者傷害保険に加入している。

◆運転マナー
　自動車での事故は被害者になることも加害者になることもあります。どちらの立場になったとしても大きな
事故ともなれば、重い障害や精神的なダメージが残ったり、最悪の場合、命に関わる場合もあります。運転
時には、マナーを遵守し常に安全運転を心がけると同時に上記保険に必ず加入するようにしましょう。スピー
ドの出し過ぎや飲酒運転等は絶対にしてはいけません。
　また、運転経験未熟者の事故が多く報告されています。新入生の皆さんは、特に注意してください。

［郵便物と宅配物］
　個人的な郵便物等には、大学のあて名を使わないでください。サークル（学生支援総合センター登録団体）
あての郵便物は、学生支援・就職課前にある各サークルのメールボックスに入れています。なお、サークル
への諸連絡にもこのメールボックスを利用できます。

［意見箱の設置］
　大学への要望・意見等を聴くために意見箱を次の場所に設置しています。寄せられた要望・意見等について、
可能なものはできるだけ改善等を行いますので、遠慮なく意見を寄せてください。

設  置
場  所

○中央図書館１階ブラウジングコーナー
○大学会館（クレール）内　アメニティコーナー
○学生支援棟入口　○一般教育１号館入口
○医学部基礎講義棟前、保健学科棟1階

下記メールアドレスでも学生の意見を受け付けています。
　　　　mail : ikenbako@jimu.akita-u.ac.jp

［SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に注意］
　大学生によるツイッターやブログなど、いわゆるソーシャルメディアへの不用意な書き込みによって、世間
を騒がせ、大きなトラブルとなるケースが後を絶ちません。（不謹慎な画像掲載、本人特定によるストーカー
被害、個人情報漏えい、誹謗・中傷等の人権侵害、パソコンの脆弱性を狙ったフィッシングやオンライン詐欺、
無許可で撮影した写真の掲載、未成年を交えた飲酒を伴う食事画像の掲載など）
　インターネットを利用するうえで注意しなければならないのは、世界中の人が閲覧可能であり半永久的に
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ネット上で記録され続け、当事者や関係者の就職活動をはじめ、今後の人生に想像以上の被害を及ぼしか
ねないということです。
　SNSを利用する際は、そのようなことを理解したうえで節度を持った利用を心がけてください。

［防犯意識と生活マナー］
◆防犯意識
　学生が様々な犯罪被害に巻き込まれるケースが増えています。他人事ではありません。「自分は大丈夫」
という意識を捨て、自分の身は自分で守るという意識を持ち正しい防犯知識を身につけましょう。
　また、ちょっとした好奇心や不注意が原因で加害者になってしまうこともあります。
　そうなると通常の学生生活を送ることができなくなり、家族や友人、大事な人に迷惑をかけるだけでなく、
最悪の場合、刑事処分を受けることになります。将来のためにも自らの行動に自覚を持ち、大学生らしく節
度を持った生活を心掛けましょう。また、不審者を発見したり、少しでも怖い思いをしたら放置せず、ただ
ちに最寄の交番又は学生支援・就職課まで連絡してください。

◆生活マナー
　学生生活を充実したものにするためにはキャンパス内だけではなくアパートや寮での日常生活・暮らしにも
気をつけなければいけません。学生であると同時に地域社会の一員であることを自覚してください。特に隣
人への騒音トラブルには十分気を付けてください。

［人間関係のトラブル / こころの病］
　大学生活において他人との「付き合い」は付いて回るものです。人の性格というのは千差万別で何気ない
行動や一言で大きなトラブルになったりします。
　日々の生活の中で「人間関係」によるストレスというのは他に比べ圧倒的に高く、その中でもハラスメント
が原因によるものが多くなっています。そのストレスをうまく解消できずにいると、こころの病気（うつ病、パニッ
ク障害　等）になってしまうことがあります。病気が進行すると日常生活に影響が出るだけでなく、自殺にま
でつながりかねませんので、少しでも調子がおかしい、体調が優れない等の症状がある場合は、一人で抱え
込まず、まずは身近な信頼できる人に相談してみてください。それでも不安や悩みが解消しない場合は大学
に相談してください。秋田大学では、学生の多種多様な悩みに対応できる体制が充実しています。一人で相
談に来づらい場合は、友人や保護者の方と一緒でも構いません。直接会って相談することが不安であれば
電話でもメールでも構いません。大学はみなさんの味方です。安心して各相談窓口を利用してください。

［住民票の異動 / 選挙権年齢の引下げと投票制度］
◆住民票の異動
　進学によって引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。住民票は、
選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので忘れずに移しましょう。
　また、住民票を移した後でも、ほとんどの市区町村で、地元の「成人式」に参加できます。
※成人式の案内状送付先の変更など事前に手続きが必要な市区町村もあります。成人式の時期、場所など

詳しくは地元の市区町村にお問い合わせください。
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◆選挙権年齢の引下げと投票制度
　公職選挙法の一部を改正する法律が2016年６月19日に施行されたことにより、18歳以上の若者が選挙に
参加できるようになりました。秋田大学においては、社会・政治教育の一環として、学生の政治参加意識の
一層の醸成と啓発に力を入れています。
　現在、少子高齢化、人口減少社会を迎えている日本のなかで、学生のみなさんは日本の未来を創り担う
存在です。早いうちから社会・政治に関心をもち、若者の声を政治に届けましょう。
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく選挙人名簿に登録されていることが必要です。選
挙人名簿の基となる住民基本台帳（市区町村ごとに住民票を編成したもの）は、選挙人名簿のほか様々な行
政サービスの基礎となる重要な情報であり、進学や就職等により引っ越しをした場合には住民票異動の届出
が必要です。
　また、住民票を移して３か月を経過しない間における選挙（地方選挙では，当該選挙が行われる区域内で
住所移転した場合に限る。）においては、旧住所地に３か月以上居住していた場合、投票当日に旧住所地の
投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。選
挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票が活用できます。

　住民票の異動および不在者投票の詳細については、総務省作成の資料をご確認ください。

［国民年金への加入］
　日本国内に住所を有する２０歳以上の者は、国民年金の加入と保険料の納付が義務づけられています。
　ただし、学生の間は保険料の納付を猶予される「学生納付特例」制度があります。
　この制度は、収入のない学生が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により
障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなってしまうことを防止するためです。
　国民年金の加入手続きや「学生納付特例」を受けるためには、いずれも申請が必要ですので、近くの年金
事務所または市町村役場の国民年金担当窓口にお問い合わせください。
　なお「学生納付特例」の申請は年度ごとに必要です。

　＊年金制度の詳しい案内については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
　　http://www.nenkin.go.jp
 　＊秋田市内の年金事務所　〒010-8565　秋田市保戸野鉄砲町5-20
 　　　　　　　　　　　　　秋田年金事務所　電話　018-865-2392（代）

住民票異動 不在者投票
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　秋田大学の基本理念の達成を支援するために設立された秋田大学みらい創造基金の事業として、成績優
秀者を表彰するとともに学業奨励金の給付を行うことにより、学生の勉学意欲の向上に資するために、表彰
を行います。
　要領については、規程をご覧ください。
　令和2年度に表彰された方々は下記のとおりです。（令和3年度11月18日授与）

秋田大学学業奨励金被表彰者名簿
学　　部 学科・課程・コース等 30年度学年 氏　　名

国際資源学部
資源地球科学コース 2 田　沼　亜　咲

資源開発環境コース 2 山　本　泰　幹

教育文化学部

地域文化学科地域社会コース 1 髙　野　美　桜

地域文化学科地域社会コース 2 泉　　　好香菜

地域文化学科地域社会コース 3 田　代　颯　斗

医 学 部

医学科 3 加　藤　あづみ

医学科 3 篠　崎　颯　大

保健学科看護学専攻 3 菊　地　皓　太

保健学科作業療法学専攻 3 多　田　陽　江

理 工 学 部

システムデザイン工学科土木環境工学コース 2 梅　宮　湧　吾

生命科学科生命科学コース 3 伊　藤　和　哉

物質科学科応用化学コース 3 加賀谷　理　人

物質科学科材料理工学コース 3 五十嵐　優　樹

数理・電気電子情報工学科電気電子工学コース 2 佐々木　涼　冴

数理・電気電子情報工学科人間情報工学コース 3 田　村　智　一
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・学術研究活動において顕著な業績を挙げた学生等
・課外活動において顕著な成績を挙げた学生等
・社会活動において社会的に高い評価を受けた学生等
以上の項目に該当する場合は、これを表彰する制度があります。
　詳細については規程をご覧ください。
　令和3年度の被表彰者は下記のとおりです。

【学術研究活動関係】 （第2条第1項第1号関係）

賞 氏　　名 所　　属 業　　績　　内　　容 指導教員

優 秀 賞 加 藤　 和 子 医学部医学科
6年次

・ 筆 頭 著 者 と し て、「Two cases of the ALK altered 
cancers of unknown primary diagnosed through 
immunohistochemistry」というタイトルの論文がCase 
Reports in Oncology (IF=1.143)への掲載が決定した。

柴 田　 浩 行

優 秀 賞 江 口　 卓 弥
理工学研究科
総合理工学専攻
3年次

・ 筆 頭 著 者 と し て、「Activated carbon derived from 
Japanese distilled liquor waste: Application as the 
electrode active material of electric double-layer 
capacitors」 と い う タ イ ト ル の 論 文 が、Journal of 
Cleaner Producion、 Elsevier（IF=9.297）に論文が掲
載された。
・ 筆 頭 著 者 と し て、「Energy density maximization 
of Li-ion capacitor using highly porous activated 
carbon cathode and micrometer-sized Si anode」と
いうタイトルの論文が、Electrochimica Acta、 Elsevier

（IF=6.901）に掲載された。

熊 谷　 誠 治

奨 励 賞 左 部　 翔 大
国際資源学研究科
資源学専攻
3年次

・令和3年6月に開催された日本地球惑星科学連合2021年
大会固体地球科学セッションにおいて、「新第三紀東北日
本弧の火成活動に伴われる銅の移動システム」により、学
生優秀発表賞を受賞した。
・令和3年7月に開催された資源地質学会第70回年会講演
会において、「鉱脈型銅鉱化作用に関連した中新世珪長質
貫入岩及びエンクレーブ」により、学生講演賞を受賞した。

渡 辺　　 寧

奨 励 賞 松 本　 朋 大 医学部医学科
6年次

・第118回日本内科学会総会・講演会の医学生・研修医の「日
本内科学会ことはじめ2021東京」において、「免疫チェッ
クポイント阻害剤による薬剤性心筋炎の一治療例」により、
優秀演題賞を受賞した。

柴 田　 浩 行

奨 励 賞 川 原 田　 泉 医学部医学科
5年次

・第126回日本解剖学会総会全国学術集会（令和3年3
月28-30日 開 催 ） に お い て、「Anatomical analysis of 
probable physical interaction between nerves and 
fasciae as a potential mechanism of low back pain」
と題した発表により、肉眼解剖学トラベルアワード（献体
協会賞）を受賞した。

板 東　 良 雄

奨 励 賞 中 村　 悦 郎
理工学研究科
総合理工学専攻
3年次

・2021年3月26日 ～30日 に 開 催 さ れ た 国 際 会 議The 
9th IIAE International Conference on Industrial 
Application Engineering 2021に お い て、「Speech 
Section Extraction Method Using Image and Voice 
Information」と題した発表を行い、Best Student Paper 
Awardを受賞した。

景 山　 陽 一
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賞 氏　　名 所　　属 業　　績　　内　　容 指導教員

奨 励 賞 照 井　 智 理

理工学研究科
博士前期課程
数理・電気電子情報学
専攻
2年次

・第45回日本磁気学会学術講演会において、「アキシャル
ギャップ誘導モータの設計手法に関する検討」と題した口
頭発表を行い、令和3年度学生講演賞（櫻井講演賞）を受
賞した。

田 島　 克 文

奨 励 賞 土 田　 菜 摘
理工学研究科
博士後期課程
総合理工学専攻
2年次

・令和3年11月6日～7日にかけて開催された日本鋳造工学
会第178回全国講演大会において、「窒化アルミニウム基
板を鋳ぐるんだ純アルミニウム鋳物の熱サイクルによる特
性変化」と題した口頭発表を行い、学生優秀講演賞を受賞
した。

後 藤　 育 壮

奨 励 賞 青 木　 瞭 太
教育文化学部
学校教育課程
1年次

・令和3年度9月に開催された開催された資源・素材2021
（札幌）－2021年度資源・素材関係学会協会合同秋季大会
－において、「4-アミノベンゾフェノン誘導体を抽出剤と
した金属混合溶液からのロジウム選択回収」と題したポス
ター発表を行い、若手ポスター発表賞を受賞した。

寺 境　 光 俊

【課外活動関係】 （第2条第1項第2号関係）

賞 氏　　名 所　　属 種 目 / 成 績 大　会　名 所属団体 顧問教員

優秀賞
（個人） 村 山　 洸 志

理工学部
数理・電気電
子情報学科
3年次

背泳ぎ100m 第3位
第68回　全国国公
立大学選手権水泳
競技大会

水泳部 阿 部　 和 美

優秀賞
（個人） 髙 橋　 大 翔

教育文化学部
学校教育課程
3年次

81kg級 優勝
2021年度東北学生
柔道体重別選手権
大会

柔道部 三 戸　 範 之

奨励賞
（個人） 野 宮　 白 夢

理工学部
数理・電気電
子情報学科
1年次

有段組演舞 優勝 第51回少林寺拳法
東北学生新人大会 少林寺拳法部 肖　　 英 紀

【社会貢献関係】 （第2条第1項第3号関係）

賞 氏　　名 所　　属 業　　績　　内　　容 指導教員

奨励賞
（個人）

成 田　 恭 歌
国際資源学部
国際資源学科
4年次 ・株式会社KADOKAWA、東京電力ホールディングス株

式会社、株式会社読売広告社の3社で構成するEMIRAと、
早稲田大学を代表校に13大学が連携する5年一貫の博士人
材育成プログラムであるPEPが共催する学生ビジネスアイ
デアコンテスト「EMIRAビジコン2021 エネルギー・イン
カレ」おいて、ビジネスアイディアが「TEPCO賞」を受
賞した。
・国際資源学部で培った知識を基に、「持続可能な野菜」
としてバイオガス発電由来のエコな肥料を用いた野菜作
り、そして「持続可能な野菜」の売り上げの一部をフード
バンクに寄付する試みなどを提案した。

阿 部　 和 美

太 田　 晶 人
国際資源学部
国際資源学科
4年次

串 田　 大 空
国際資源学部
国際資源学科
4年次

村 上　 凌 太
国際資源学部
国際資源学科
4年次
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　課外活動、社会（教育）活動、文化活動、学生支援等において、顕著な業績を挙げた学生等に対して学生担当
副学長が、これを表彰する制度があります。
　令和3年度の被表彰者は下記のとおりです。

【学術研究活動関係】
賞 氏　　名 所　　属 業　　績　　内　　容 指導教員

雲　　 河 晨
理工学研究科
総合理工学専攻
1年次

・2021年10月21日 ～22日 に 開 催 さ れ たThe Ninth 
International Conference on Materials Engineering 
for Resourcesに お い て､「Versatility of Action-
Recognition Approach using Simulated Working 
Data」と題した発表を行ない､ Excellent Poster Award
を受賞した。

景 山　 陽 一

小 林　 拓 真
理工学研究科
数理・電気電子
情報学専攻
1年次

・2021年10月21日～22日に開催された第9回素材物性学
国際会議において､「A Study on Crosstalk Suppression 
and Insertion Loss in MSLs with Co-Zr-Nb Film」と題
した発表を行ない､ 優秀ポスター賞を受賞した。

田 中　 元 志

丸 井　 柊 都
教育文化学部
学校教育課程
4年次

・今年度より､ ALL ROOMsスタッフとして活躍してお
り､ アメリカ・セントクラウド大学の留学を経て、ALL 
ROOMsの活動に尽力した。特に、英語の流暢さは群を抜
いており、下級生の憧れとなる優秀な人物である。
また､ 現在のTOEICの成績は945点である。

後 藤　　 猛

佐 藤　 栞 夏
教育文化学部
学校教育課程
4年次

・2年次から､ ALL ROOMs学生スタッフとして活躍し
ており､ 最終年度の今年度は学生リーダーとしてALL 
ROOMsを統率し､ 学生スタッフからの人望も厚い優秀な
人物である。
また､ 現在のTOEICの成績は875点である。

後 藤　　 猛

【課外活動関係】
賞 氏　　名 所　　属 種 目 / 成 績 大　会　名 所属団体 顧問教員

佐 藤 永 希
教育文化学部
学校教育課程
4年次

90kg級 準優勝 2021年度東北学生
体重別選手権大会 柔道部 三 戸　 範 之

髙 橋 怜 夢
教育文化学部
学校教育課程
3年次

100kg超級 準優勝 2021年度東北学生
体重別選手権大会 柔道部 三 戸　 範 之

馳 尾 大 二 郎
教育文化学部
学校教育課程
4年次

81kg級 第3位 2021年度東北学生
体重別選手権大会 柔道部 三 戸　 範 之

時 田　 爽 志 医学部医学科
6年次 － 出場 第33回出雲全日本

大学選抜駅伝競走 陸上競技部 松 下　 翔 一

湯 川　 豊 章
教育文化学部
学校教育過程
1年次

－ 選抜 男子日本代表U-21
強化指定選手

男子ハンドボール
部 伊 藤　 恵 造
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賞 氏　　名 所　　属 種 目 / 成 績 大　会　名 所属団体 顧問教員

平 井 佑 市 朗
理工学部
物質科学科
3年次

学生の部 佳作
裏千家淡交会　令
和3年度「第42回
学校茶道エッセイ」

茶道部 辻 内　　 裕

蹴 球 部 準優勝
2021年度　東北大
学サッカーリーグ
2部北

伊 藤　 恵 造

男 子 ハ ン ド ボ ー ル 部 第3位
第73回日本ハンド
ボール選手権大会
東北ステージ

伊 藤　 恵 造

【社会貢献関係】
賞 氏　　名 所　　属 業　　績　　内　　容 指導教員

勝 田　 雪 絵
教育文化学部
学校教育課程
3年次

・令和3年11月20日に開催されたあきた県民文化芸術祭
2021第25回秋田県青少年音楽コンクール〈声楽部門〉（秋
田県主催）において、 最優秀賞ならびにグランプリを受賞
した。

爲 我 井 壽 一

【人命救助関係】
賞 氏　　名 所　　属 業　　績　　内　　容 指導教員

瀧 澤　　 諒
理工学部
システムデザイン工学
科
4年次

・令和2年12月4日に秋田県山本郡八峰町のチゴキ崎で釣
り人の海中転落事故が発生し､ 本人を含め5名で救助活動
を行った。
・海中転落者を認めると､ 直ちに118番通報及び荒天の中

（当日平均気温4.3℃､ 平均風速6.8m)､ 転落者の救助を一
致協力して行い､ 秋田海上保安部職員が到着する前に無事
に救助した。
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［授業料の額と納付方法］（担当：経理･調達課出納担当）
１．2022年度の授業料の金額
　年額535,800円（前期分267,900円・後期分267,900円）
　※在学中に授業料改定が行われた場合は、改定後の金額となります。

２．納付方法
　授業料は、前期と後期に分けて年額の２分の１ずつ納付することになっています。
　※授業料免除を申請した場合は、結果を発表するまでの間、納付が猶予されます。
　　①2022年度前期分

　入学手続き時に納付しなかった場合は、４月1日から４月28日までの間に、入学手続き書類に同封
されている本学所定の振込取扱票により郵便局で納付してください。

　　②2022年度後期分以降（卒業まで）
　入学手続きの際に「秋田大学授業料預金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）」を本学が指
定する銀行（本・支店）またはゆうちょ銀行（郵便局）に提出し、授業料の口座引き落としの
手続きをしてください。（口座を変更したい場合は、再度口座引き落としの手続きが必要です。
経理・調達課出納担当までお知らせください。）
　引き落としは前期分は４月26日、後期分は10月26日に行いますので、引き落とし日前日までに口
座へ入金してください。引き落とし日が土・日・祝日の場合はその翌日になります。
　なお、納付期限は、前期分は４月末日、後期分は10月末日です。それまでに納付しない場合は、
本人及び保証人に対して督促（納付を促すこと。）を行います。
　再度督促しても納付しない場合は、除籍の対象となります。

３．授業料の取扱い
　秋田大学学則で下記のとおり定められておりますので、注意してください。

区　　　　分 授　業　料　の　取　扱　い

留学の場合（学則第61条） 留学期間中も、授業料を納付しなければなりません。

休学の場合
（学則第62条、第68条3号・4号）

休学翌月から復学前月までの授業料を月割により免除します（月の初日から休学す
る場合は当該月から）。授業料を納付した場合、休学により免除された授業料をお
返しします。

復学の場合（学則第63条） 復学した月から当該期末までの授業料を、月割により復学した月に納付しなければ
なりません。

学年の途中で卒業する場合
（学則第64条）

卒業する見込みの月までの授業料を、月割により各期の始めに納付しなければなり
ません。

退学の場合（学則第65条） 前期又は後期の中途で退学した場合は、退学した期の授業料を納付しなければな
りません。

転学の場合（学則第65条） 前期又は後期の中途で転学した場合は、転学した期の授業料を納付しなければな
りません。

停学の場合（学則第65条） 停学期間中も、授業料を納付しなければなりません。
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［授業料の免除］（学生支援・就職課　学生生活担当）
〈学部学生の場合〉
１．対象者
学部学生の授業料免除は高等教育の修学支援新制度に基づいて行われます。高等教育の修学支援新制度
は給付型奨学金の支給や、授業料・入学料の減免措置が行われる制度です。学力や家計だけでなく、国籍
や入学までの期間に関する要件などがありますので、詳細については文部科学省HPおよび日本学生支援機
構HPを参照してください。
【文部科学省HP】https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
【日本学生支援機構HP】https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

２．申請方法
　授業料の免除は前期と後期に分けて実施します。受付期間内に申請書類を学生支援・就職課へ提出して
ください。詳細はa・net等でお知らせいたします。
　また、免除を受けるためには日本学生支援機構の給付型奨学金に採用される必要があります。大学への
申請とともに日本学生支援機構への手続きも忘れずに行ってください。

〈大学院生の場合〉
１．申請資格
（1）経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者。
（2）授業料の納期前６ヶ月以内（入学者に対する入学した日の属する期分の免除の場合は、入学前１年以内）

において、学資を主として負担している方（以下「学資負担者」という。）が死亡し、または本人もしくは
学資負担者が風水害等の被害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる者。

２．申請方法
　授業料免除は学生本人の申請に基づき、前期と後期に分けて実施します。前期で免除の許可を受けた学
生も、後期で改めて免除申請しなければなりません。

　免除を希望する学生は、受付期間内に申請書類を学生支援・就職課へ提出してください。詳細は a・netに
よりお知らせします。

　なお、留年した場合、その年度内は免除申請できませんので、注意してください。(ただし、病気や留学
など特別な理由による場合は申請できます。)
また、修業年限を超過した場合、学則に規定する懲戒処分を受けた場合も免除申請できません。

３．免除者の決定
　収入基準と学力基準の両方が基準内である場合は、申請した期の授業料の全額、半額または3分の1を
免除します。（申請しても予算の関係上、必ず免除
されるとは限りません。）
　選考結果は、a・netの個人宛ポータルサイトによ
りお知らせしますので、それまでの間は授業料を納
付しないでください。
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［寄宿料の額と納付方法］（担当：経理・調達課出納担当）
１．2022年度の寄宿料の金額
　2022年度の寄宿料月額は、手形寮5,300円、本道寮6,900円、西谷地寮20,000円です。

２．納付方法
　学生寮に入寮した日の属する月から退寮する日の属する月まで、その月分を納付しなければなりません。
　入寮又は退寮が月の途中であっても、1ヶ月分を納付していただきます。
　入寮手続きの際に「秋田大学寄宿料預金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）」を本学が指定する銀
行（本・支店）またはゆうちょ銀行（郵便局）に提出し、寄宿料の口座引き落としの手続きをしてください。（口
座を変更したい場合は、再度口座引き落としの手続きが必要です。経理・調達課出納担当までお知らせくだ
さい。）
　引き落としは毎月20日に行いますので、引き落とし日前日までに口座へ入金してください。引き落とし日が
土・日・祝日の場合は、その翌日になります。
　※　3月は口座振替を行いません。3月までの入寮者は、2ヶ月分を併せて2月に引き落とします。2月に退

寮する場合は、すみやかに退寮手続きを行ってください。
　なお、寄宿料を3ヶ月以上滞納し、督促してもなお納付しない場合は、退寮が命じられますので注意して
ください。

［寄宿料の免除］（担当：学生支援・就職課　学生生活担当）
　学生又は学生の学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場
合には、寄宿料を免除することがあります。
　申請の方法は、授業料免除の場合に準じます。
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（担当：学生支援・就職課学生生活担当）

［日本学生支援機構奨学金］
　奨学金は、日本学生支援機構、地方公共団体及び民間育英団体等のものがありますが、いずれも原則と
して人物・学業共に優れ、かつ、経済的理由により学資の負担が困難な学生が対象になります。

　日本学生支援機構の奨学金は貸与型と給付型があり、奨学生の採用種別は、本学入学後に採用される「在
学採用」と入学前に採用決定している「予約採用」とがあります。
　また、令和2年度から「高等教育の修学支援新制度」が始まり、給付奨学金に採用された場合は、併せ
て入学料・授業料減免の支援を受けることができます。

１．奨学金の種類と月額
　　◆学部生

種別 月額

【給付奨学金】

区分 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分

自宅 29,200円 19,500円 9,800円

自宅外 66,700円 44,500円 22,300円

【貸与奨学金】
  第一種（無利子）

自宅 20,000円、30,000円、45,000円から選択

自宅外 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円から選択
【貸与奨学金】

  第二種（有利子） 2万円～12万円の1万円単位の金額から選択

　　　※１　給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、併給調整として貸与を受けられる月
額が制限されます。

　　　※２　第一種奨学金と第二種奨学金の併用貸与も可能であり、それぞれの種別に応じた家計及び成
績の基準に基づいて選考されます。

　　　※３　第一種奨学金のみ、申込時における家計支持者の年収が一定額以上の場合、各区分の最高
月額以外の月額の選択になります。

　　◆大学院生
種別 月額

【貸与奨学金】
  第一種（無利子）

修士・博士前期課程 50,000円、88,000円から選択

博士・博士後期課程 80,000円、122,000円から選択
【貸与奨学金】

  第二種（有利子） 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択

奨学金の借りすぎに注意！！
　日本学生支援機構の奨学金は、卒業後7か月後から最長20年をかけて学生本人が返済をすることになり
ます。適正な貸与額を選択し、借りすぎに注意しましょう。月額変更は随時行うことができます。希望する
方は学生支援・就職課窓口で所定の手続きをしてください。

２．奨学生の募集
　　◆在学採用の場合

　募集案内は、a.net「公開お知らせ」および秋田大学ホームページ内「在学生の方へ」でお知らせしま
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す。申込を希望する方は学生支援・就職課または医学部学務課で申込用紙等を受け取り、必要書類を
添えて学生支援・就職課へ提出してください。
　募集時期・・・5月上旬頃を予定

　　◆予約採用の場合
　高等学校等在学時に予約奨学生に採用された方は、入学後に大学へ現住所・電話番号・学部・学科・
学籍番号を記入した「採用候補者決定通知(進学先提出用)」の提出が必要となります。「採用候補者決
定通知」をお持ちの方は、入学後に学生支援・就職課窓口まで提出してください。

　　◆緊急採用（第一種）・応急採用（第二種）、家計急変（給付奨学金）の場合
　家計が急変したり、災害により修学が困難になった学生に対する奨学金制度です。希望者は学生支
援・就職課へお問い合わせください。

３．奨学生の採用
　奨学生の採用決定はa・netでお知らせします。採用者を対象にガイダンスを行い、関係書類を交付します
ので出席してください。

４．奨学金の交付
　毎月１回指定の金融機関口座に振り込まれます。

５．奨学金貸与中の連絡
　奨学金についての連絡はa・netでお知らせしますので、1日1回は確認してください。

６．奨学金の継続手続
　奨学生は毎年12月下旬〜 1月下旬頃に、翌年度４月からの奨学金の必要性について判断し、「奨学金継続
願」をインターネットにより提出しなければなりません。提出期日等についてはa・netでお知らせしますので
忘れずに手続きをしてください。なお、未提出の場合は奨学生の資格を失います。

７．奨学金の停止・廃止
　学業成績が著しく不良又は修得単位数不足の場合、あるいは学校内外の規律を乱した場合は日本学生支
援機構に報告し、奨学金の交付が停止又は廃止となります。

８．異動の届出
　退学、休学、復学、留学、辞退等の異動があったとき、又は銀行口座・住所・電話番号等の変更があったときは、
すみやかに学生支援・就職課に届け出て、所定の手続きをとってください。

９．奨学金の返還・猶予
　ア．満期、辞退、廃止等で貸与が終了したときは、「返還手続関係書類」を学生支援・就職課へ提出し、

所定の方法で返還しなければなりません。
　イ．貸与終了後、引き続き在学するとき、又は進学したときは、スカラネットパーソナルで在学猶予願を提

出することにより在学中は返還が猶予されます。高等学校等で日本学生支援機構奨学生であった学生は、
入学後「在学届」を指定期日までに学生支援・就職課へ提出してください。また、卒業後、災害や傷病
など真にやむを得ない理由により返還が困難なときは、返還期日前に日本学生支援機構に手続きをする
と一定期間返還が猶予されます。
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［民間の育英団体奨学金及び地方公共団体奨学金］
　民間育英団体及び各地方育英団体等が実施している奨学金制度があります。これらは募集の時期が４・５
月に集中しています。本学を通じて募集するものは、学生支援・就職課の掲示板及びa・netでお知らせします。
　なお、本学を経由せずに直接募集する地方公共団体が多いので、これらについては直接お問い合わせく
ださい。

主な募集団体
募集育英団体名 出願資格等（詳細は各ホームページ等参照） 電話・ホームページ

民
間
団
体

秋 田 県 育 英 会 ○秋田県出身者の新入生　○他奨学金との併用不可 ☎018-867-2311
http://www.akita-ikuei.jp

あ し な が 育 英 会 保護者が病気や災害（道路における交通事故を除く）もしくは自死（自殺）な
どで死亡したり，それらが原因で著しい後遺障害で働けない学生

☎0120-77-8565
http://www.ashinaga.org

交 通 遺 児 育 英 会 保護者等が道路上の交通事故で死亡したり、著しい後遺障害のため労働不可
の学生

☎03-3556-0773
http://www.kotsuiji.com

鷹 野 学 術 振 興 財 団 ○科学技術関係を専攻している学生　○卒業後は「製造業」への就職を希望し
ている学生　○外国人の場合は、日本語の読み書きに習熟していることなど http://www.takano-zaidan.com/

種 と ま と 財 団 ○理工系の大学学部３年、4年の日本人学生
○他の民間団体奨学金との併用不可 ☎03-3432-4211

戸 部 眞 紀 財 団 ○学部生３年次以上若しくは大学院生
○化学・食品科学・芸術学・体育学・経営学の分野で修学　 http://www.tobe-maki.or.jp/scholarship/

中 村 積 善 会 （給付）学部生・大学院生、他奨学金との併用可
（貸与）学部生、他貸与奨学金との併用不可 ☎03-3573-6171

日 揮 ・ 実 吉 奨 学 会 理工系学科（医・歯・薬学系は除く）所属または専攻の日本人大学生・大学院
生 ☎03-3241-2907

日 鉄 鉱 業 奨 学 会
（給付）○学部３年次または大学院修士１年次　○鉱物資源の探鉱、地学及
び物理探査に関する学部並びに大学院専攻、または機械、電気、土木及び化
学に関する学部並びに大学院専攻
（貸与）学部生

☎03-3359-5455

日 本 国 際 教 育 支 援 協 会
(太平洋セメント奨 学 金)

○学部３年生または大学院修士（博士前期課程）１年生の日本人学生
○電気・機械分野を専攻（但し障がい学生については専攻分野を問わない) ☎03-5454-5274

林 レ オ ロ ジ ー 記 念 財 団
○「食品産業に関する」学術研究を志す理工系の学部生及び大学院生
○翌年に大学3年若しくは4年に進級する人、または大学院修士課程の1年生に
進学を希望する人もしくは修士課程の2年生に進級する人

http://www.hayashi-rheology.or.jp/

Ｃ Ｗ Ａ Ｊ ○海外留学大学院女子奨学金　○視覚障害学生海外留学奨学金 http://www.cwaj.org/

地
方
公
共
団
体

秋 田 県 健 康 福 祉 部
（秋田看護職員修学資金）

○卒業後直ちに秋田県内の特定施設で看護職員，理学療法士，作業療法士，
視能訓練士又は言語聴覚士として業務に従事する意思のある学生 ☎018-860-1406

石 川 県 教 育 委 員 会 ○保護者が石川県内に現に引き続き３年以上居住している学生
○日本学生支援機構奨学金との併用不可 ☎076-225-1816

茨 城 県 教 育 委 員 会 ○茨城県内に居住する者の子弟　
○日本学生支援機構奨学金との併用不可

☎029-301-5245
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/
board/index.html

札 幌 市 教 育 委 員 会 ○本人か親などが札幌市内に住所を有する学生 ☎011-211-3851

富 山 県 教 育 委 員 会
○学業成績の評定の平均値が５段階評価で３．５以上であって，かつ経済的理
由により修学が困難な学生　
○富山県内に保護者等が住所を有している学生

☎076-444-3448

新 潟 県 教 育 委 員 会 ○新潟県内に居住する方の子弟
○日本学生支援機構第一種奨学金との併用不可 ☎025-280-5609

新 潟 市 教 育 委 員 会 ○学部生　○本人または保護者が新潟市内に住所を有している学生 ☎025-226-3168
http://www.city.niigata.lg.jp

八 戸 市 教 育 委 員 会 ○学部生　○保護者が八戸市内に引き続き２年以上住所を有する学生 ☎0178-43-9457

福 井 県 教 育 委 員 会 ○大学院生　○福井県内に在住する方の子弟　○他の奨学金との併用不可 http://www.pref.fukui.jp/doc/
koukou/syougakukin1.html

福 井 県 産 業 労 働 部
○理工系大学院生　○福井県ものづくり企業（福井県内に本社を有し，製造業
または情報サービス業を営む企業）に勤務して研究開発業務に従事することを
希望する学生

☎0776-20-0374

福 島 県 教 育 委 員 会 ○福島県内の高校卒業者 ☎024-521-7775

能 代 市 奨 学 金 ○能代市民の子弟 ☎0185-73-5281
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［秋田大学奨学資金（緊急支援）について］
　秋田大学では、秋田大学みらい創造基金を原資に、家庭の事情等の理由により、一時的に必要となる学
資（入学料、授業料、教材費等）及び生活費の支弁が困難な学生に対して、修学支援金を貸与（無利子）
する制度があります。詳しくは学生支援・就職課へ相談してください。
　秋田大学　学生支援・就職課　TEL：０１８�８８９�２２６５
　　　　　　　　　　　　　　　Email：g-kikaku@jimu.akita-u.ac.jp

［秋田大学「新入生育英奨学資金」について］
　本制度は、2014年に解散した財団法人土崎感恩講より経済的困窮学生支援の目的でいただいた寄附金を
原資として、学部新入生を対象に2018年度から設立した秋田大学独自の給付型奨学金制度です。
　※　財団法人土崎感恩講は、1830年に現在の秋田市土崎の有志161人が私財を持ち寄り、窮民救済を

目的に設立された法人。2014年に解散。

１．奨学金の給付金額
　10万円（入学時１回限り）　※入学料免除許可者は5万円

２．奨学生の募集
　募集案内はa・net内「公開お知らせ」でお知らせします。申込を希望する学生は４月中旬に学生支援・就
職課で申込用紙等を受け取り、４月下旬の本学が定める提出期間内に学生支援・就職課まで提出してくださ
い。

３．奨学生の採用
　奨学生の採用決定は7月下旬にa・netでお知らせします。

４．奨学金の交付
　8月下旬に指定の金融機関口座に振り込まれます。
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［保健管理センター］
　保健管理センターには、医師と看護師が常駐しており、学生の皆さんの健康管理を行っております。無料
で利用できます。

１．利用案内　～こんな時に利用できます～
○診察・応急処置
　・急に体調が悪くなった
　・実験中や通学中にケガをした
　・少し休みたい、横になりたい
○体調がすぐれず、健康に不安がある
○情報を知りたい
　・病院を教えてほしい（予防接種を受けられる病院、健康診断が受けられる病院など）
　・何科を受診したら良いか教えてほしい
○生活習慣を変えたい
　・禁煙したい
　・肥満を解消したい
　・食生活を改善したい
　・生活のリズムを整えたい
○健康チェック
　・身長体重　・体組成測定
　・血圧測定　・視力測定
　・聴力測定　・握力測定
　 ・アルコールパッチテスト

＊毎月、眼科・耳鼻科の学校医による、健康相談を実施しております。
　大学病院医師による健康相談が受けられますので、ご利用ください。日程については、a・net等でお知ら
せします。

２．健康診断
　毎年、春に学生定期健康診断を実施しています。全学生が対象となりますので、日程表を確認して、必ず
受けてください。
　定期健康診断を受けるとa・netで健康診断の結果を確認できます。また、自動発行機から健康診断証明
書が発行できます。就職活動や実習の際にご利用ください。

3．感染症予防、健康教育、啓発活動
　インフルエンザにかかった場合や、体調不良で欠席した場
合は、保健管理センターへ報告してください。報告フォームは、
保健管理センターのＨＰ上にあります。
　また、日常生活における健康情報も随時発信しております。

保健管理センターのホームページ

E-mail：hoken@gipc.akita-u.ac.jp
TEL：018-889-2955
月～金曜日：8:30～17:00
（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）
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【学生相談所】
　保健管理センター内に学生相談所があります。学生の皆さんが大学生活を円滑に過ごせるように相談・カ
ウンセリングを行っています。

○困りごと相談
　・進路・修学問題
　・就職問題
　・自分の心理・性格について
　・対人問題
　・心身の不調
　　（眠れない、大事な場面で緊張する、
         お腹が痛くなってしまうなど）
　・ハラスメント
　・研究・論文がうまくいかない
　 ・アルコールやパチンコなどの依存症
　・学生生活での問題

　他に、次の相談窓口があります。

学 生 相 談 所

E-mail：hoken@gipc.akita-u.ac.jp
TEL：018-889-2955
月～金曜日：8:30～17:00
（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）

よろず相談室「おざってたんせ」

学生生活においていろいろな問題をかかえている学
生のために「よろず相談室」を設けております。お気
軽にご利用ください。(※「おざってたんせ」とは、「ど
うぞおいでください」という意味の秋田弁です。）

●学生支援総合センター　学生支援・就職課
TEL:018-889-2265　E-mail:g-kikaku@jimu.akita-u.ac.jp
月～金曜日／8：30～17：00
（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）

その他なんでも相談してください。

学生なんでも相談室（理工学部）

　授業や友人関係、家族の問題、健康や将来に対す
る不安など、相談したいと思うことを自由にお話しし
ていただき、苦しい気持ちや抱えている問題を、ご一
緒に考えながら整理してゆく過程を大切にしていま
す。必要に応じて保健管理センターや他の機関をご
紹介する場合もあります。

　「自分の抱えている問題にきちんと向き合って考
えたい」という人、あるいは「何を悩んでいるのかわか
らない、けれど何かある」という人、あるいは「別に悩
みはないが、ちょっと話を聴いてもらいたい」という人
も、気軽に相談室を訪れてみてください。保護者の方
からのお電話等でのご相談も受け付けています。

　秘密厳守を原則としていますので、お気軽にご相
談ください。

●理工学部　 1号館 2階202室
TEL:018-889-2312　E-mail:kogaku@jimu.akita-u.ac.jp
毎週金曜日／11：00～15：00
（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）

個室での相談も可能です。
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　学生サポートルームは、障害のため修学上の支援・配慮が必要な学生や、障害に限らずさまざまな理
由から困難を感じている学生が、より円滑に学生生活を送れるようにサポートするための相談窓口です。
　手形キャンパスの学生支援棟（総合学務課や学生支援・就職課のある建物）の２階にあり、個室の面
談室のほか、自習・休息もできるフリースペースがあります。
　専任のスタッフが必要に応じて、在学期間において継続的に相談をお受けしたり、お手伝いすること
もできますので、困ったことがあれば一人で悩まずご相談ください。学生のほか、保護者の方もご相談
できます。

１．障害のある学生
　身体障害や精神障害（発達障害を含む）などの障害により、修学において継続的な支援・配慮が必要
な場合は、入学前からいつでもご相談いただけます。
　学生サポートルームが窓口となって、学生本人・保護者から障害の状況やニーズをお聞きして、学部
など関係部署と協議のうえで支援・配慮の内容を検討します。

支援・配慮の具体例
　　　●手書きでの書字に時間がかかる場合、試験時間の延長などの配慮。
　　　●屋外実習への参加が困難な場合、個別的な対応や代替措置の検討。
　　　●定期的な面談による、学習スケジュールや日常生活の自己管理のサポート。

２．学生生活に困難を感じる学生
　高校までとは違う学習環境や、一人暮らしによる生活環境の変化などから、入学後に学生生活に馴染
めない・違和感がある、などの悩みを抱える場合があります。
　悩みや困りごとを誰に相談すればいいかわからない、そんなときは学生サポートルームに来てお話を
聞かせてください。アドバイスやお手伝いできることを、一緒に考えます。

こうしたことで悩んでいませんか？
　　　●クラスにうまくなじめず、気づいたら一人ぼっちでいることが多い。
　　　●時間割の組み立て方の説明は受けたが、自分が何をすればいいかよくわからない。
　　　●試験対策やレポートの要領がよくわからない、誰に聞けばいいかもわからない。
　　　●入学したものの、どうにも「頑張ろう」という意欲が湧かない。
　　　●いろいろなことが人並みにできず、なかなか自分に自信が持てない。
　　　●卒業後の人生をどうしていけばいいのか、まったくイメージできない。　…など

［学生サポートルーム］

学生サポートルーム
●学生支援棟2階
TEL：018-889-3143
E-mail：s-room@jimu.akita-u.ac.jp
月～金曜日／9:00～17:00
（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）フリースペース 面 談 室
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　　  ［ハラスメント対策室から一言］
　　　   （国立大学法人秋田大学ハラスメント防止・対策ガイドライン参照）
　

　あなたは今、キャンパス・トラブルで悩んでいませんか。仲間や先輩などから、サー
クル・研究室等で精神的に追い詰められていませんか。
　アカデミック・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントはエスカレートします。
　トラブルは自分だけ（の力）ではどうにもならないことが多いものです。
　ハラスメント対策室（キャンパス・トラブルに起因する心配ごと、悩みごとの解決
処）は❶相談者の人権を守り、❷相談者の視点・立場に立って、❸じっくり話を聴い
て、トラブルを解決するために、キャンパス内に設けられている相談窓口です。
● 秋田大学の学生であれば、誰でも、いつでも相談できます。
● 相談の際は同性の相談員が同席します。
　問題が生じたら、一人で悩まずにハラスメント対策室
　（018-889-2211・2212）に連絡して下さい。

○ アカデミック・ハラスメント
   自らの優位な地位や権限を利用して、相手の意に反する不適切で不当な言動により、相手の教育・研究
活動に不利益を与え、人格的な誹謗・中傷や嫌がらせ、就労・就学上の嫌がらせ又は不利益を与えることを
いいます。

○ セクシュアル・ハラスメント
   教職員が学生や他の教職員に対して、あるいは学生同士の間で自ら優位な地位や権限を利用して、相手の
意に反する性的な言動等を行うことにより不快感や教育・研究上の不利益を与えたり、教育・研究環境を悪
化させることをいいます。また、セクシュアル・ハラスメントに該当するかどうかは基本的には言動の受け手
がそれを不快に感じるかどうかによって決まります。

○ アルコール・ハラスメント
   大学では、コンパ等飲酒の機会が増えます。しかし、なかなかアルコールが体質になじめず、また体調不
良のために飲酒が苦痛の場合があります。このようなときに、飲酒を強要することは相手に不快感を与え、
ひいては急性アルコール中毒につながりますので十分に注意しましょう。また、「一気飲み」の実行・強要は
絶対にいけません。強要されたら断る勇気を持つことも必要です。
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［学生寮］
　本学には、次の学生寮があります。
　いずれの寮も日常生活は寮生が自主的に行っています。
　入寮希望者は学生支援・就職課に相談してください。

寮　名 入寮対象者 入寮
定員

寄宿料
（月額） 構　　造 所在地

西 谷 地 寮 全 学 男 子 学 生
（留学生含む） 130人 20,000円 鉄筋コンクリート6階建 秋田市手形西谷地5-1

手 形 寮
全 学 女 子 学 生
（留学生除く）

40人 5,300円 鉄筋コンクリート3階建 秋田市手形田中5-50

本 道 寮 31人 6,900円 鉄筋コンクリート6階建 秋田市柳田字糠塚100-3

＊寄宿料のほか寮生が私生活のために使用する光熱水料、インターネット回線及びNHK受信料等は、自己
負担です。各寮の概要は次のとおりです。

西 谷 地 寮
（男　子）

居室は個室で机、椅子、ベッド、クローゼット、トイレ、浴室、ミニキッチン（IH）、冷蔵庫、エアコンを備え、
共同設備として1階にメールボックス室と飲料水自販機コーナー、3階・5階に談話室、また、偶数階にラ
ンドリーコーナーがあります。
手形キャンパスまでは徒歩15分です。本道キャンパスまでは自転車で10分です。

手 形 寮
（女　子）

居室は個室で、机、椅子、本棚、ベッド、ロッカー、エアコンを備え、各階の共用施設として、補食室、浴室、
洗濯室、トイレがあります。
手形キャンパスまでは徒歩５分、本道キャンパスまではバスで10分です。

本 道 寮
（女　子）

居室は個室で、机、椅子、ベッド、押入、タンス、棚、ガスストーブ、エアコンのほか、ミニキッチン、冷
蔵庫、コンロを備え、共用施設として、談話室、浴室、洗濯室、トイレがあります。
手形キャンパスまではバスで10分、本道キャンパスまでは徒歩３分です。

西谷地寮

手形寮 本道寮
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［学内施設］
１．大学会館（クレール）
　大学会館（クレール）は、学生と教職員のための施設で、お互いの親睦を深め合い学園生活を豊かにする
ことを目的として設置されました。
　内部には次のような施設がありますので、広く利用してください。
　なお、研修室、和室を使用する場合は、事前に「大学会館使用願」を学生支援・就職課に提出し、使用
許可を受けてください。使用に当たっては「秋田大学大学会館使用細則」に従い使用することになっています。

区　　分 施設の種類 規 模 及 び 用 途

１　　階

手 形 食 堂（ 生 協 ）

パ ン コ コ（ 生 協 ）

ア メ ニ ティコ ー ナ ー
事 務 室
Ａ Ｔ Ｍ

870席。カフェテリア形式による食事（定食、麺類、丼物、カレー類）の提供。
営業時間［平日］11：00～18：00
※営業時間は変更になる場合があります。
食品・弁当コーナー。
パン・おにぎり・弁当等の食料品・飲料・菓子類の販売。
営業時間［平日］10：00～18：00
※営業時間は変更になる場合があります。
学生・教職員が自由に談話、憩うコーナー
課外活動用具等の物品の貸し出し。
秋田銀行、北都銀行、ゆうちょ銀行

2　　階

研 修 室 ⑴

研 修 室 ⑵
研 修 室 ⑶
和 室（ あ じ さ い ）
和 室（ り ん ど う ）
会議室（ゲストルーム）
Coople（ 生 協 ）

会議、講演会、研修会、サークル活動等に使用可能。申込は学生支援・就職
課まで。
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃

書籍・文具コーナー。
文房具、教科書、専門書等の書籍、日用品、パソコン、周辺機器、家電、家
具等の販売。高速バス、チケット販売。宿泊手配。自動車学校紹介、レンタカー
の手配。印刷・製本サービス等。
営業時間［平日］11：00～17：00
※営業時間は変更になる場合があります。

手形食堂（生協） パンココ（生協）
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２．本道会館
　本道会館は、学生と教職員の福利厚生施設として、昭和 46 年 11 月に竣工しました。
　平成 20 年度には 1 階売店を、平成 26 年度には建物全体を改修し、より利便性を高めた空間になってお
ります。
　なお、2 階の各室の予約については医学部学務課での手続きが必要です。

区　　分 施設の種類 規 模 及 び 用 途

１　　階

本 道 食 堂（ 生 協 ）

メ デ ィ コ コ（ 生 協 ）

190席。カフェテリア形式による昼食の提供。
営業時間［平日］11：30～14：00
※営業時間は変更になる場合があります。

食品・弁当コーナー。文房具、教科書、専門書等の書籍、日用品、パ
ソコン、周辺機器、家電、家具等の販売。
営業時間［平日］10：00～17：00
※営業時間は変更になる場合があります。

2　　階

研 修 室

談 話 室

［平日］9：00～21：00
50名程度。飲食不可。
会議、講演会、研修会等に利用可能。
予約が無い場合は自習室として利用可能。
（予約は医学部学務課まで）

［平日］9：00～21：00
30名程度。飲食可。
自習及び談話のために常時開放。予約不可。

３．秋田大学生活協同組合
　本学には、学内の福利厚生事業を担当する団体として、教職員と学生の共同出資により組織された「秋田
大学生活協同組合」（以下「生協」という。）があります。生協の運営に必要な経費は、組合員の出資金で
賄われていますが、この出資金は、組合員が卒業やその他の理由で脱退したときは返還されますので、忘
れないで手続きをしてください。生協では組合員のために次のような事業を行っています。

本 部 事 務 所
不 動 産 店

アパートの不動産紹介、共済・保険の給付申請、生協・共済・保険加入受付
営業時間［平日］10：00～16：00

手 　 形 　 店
（Coople）

本 　 道 　 店
（メディココ）

※「1.大学会館」「2.本道会館」を参照

パ ン コ コ
メ デ ィ コ コ ※「1.大学会館」「2.本道会館」を参照

キャリアステーション
家庭教師・アルバイトの紹介、公務員・一般企業への就職支援講座の開催、各種資格・検定の申
込受付
営業時間［平日］11：30～17：00

手 形 食 堂
本 道 食 堂 ※「1.大学会館」「2.本道会館」を参照

　なお、1〜３にある営業時間は大学の休業時に合わせて変更となります。詳しくは秋田大学生協ホームペー
ジ（https://www.akita.u-coop.or.jp/）をご覧ください。
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［留学生会館］

［国際交流会館］

［課外活動施設］

構造・建物
面積 主な施設内容

RC 3階建
995㎡

居　　室：単身室－27室
　　　　　夫婦室－３室
管理関係：事務室　機械室　倉庫
共用関係：談話室　和室　洗濯室

構造・建物
面積 主な施設内容

RC 3階建
1,213㎡

居　　室：単身室（A棟）留学生用－10室
　　　　　　　　　　　 研究者用－５室
　　　　　家族室（A棟）家族室（小）研究者用－3室
　　　　　　　　　　　 家族室（大）研究者用－2室
　　　　　単身室（B棟）留学生用－18室
管理関係：管理室　設備室　倉庫
共用関係：多目的ホール　ミーティングルーム　洗濯室

施　　設 面　積（㎡） 備　考
手形地区 本道地区 保戸野地区

陸上競技場 24,637
20,909

－ 400m／6コース、メイン／8コース
野球場 20,378 － －

サッカー場 陸上競技場と
併用

陸上競技場
と併用 － サッカー、ラグビー（本道地区はサッカー、

ラグビー、準硬式野球）
ハンドボール場 － － －

大体育館 2,591 1,079 3,588
バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、バドミ
ントン、柔道、剣道等

（本道地区はバレーボール、バドミントン、バスケット
ボール、卓球、フットサル、ハンドボール）

小体育館 750 － － 体操、卓球、空手道等
柔剣道場（武道場） － － 373 柔道、剣道

弓道場 149 － － 的場（44㎡）は含まない
テニスコート （5面）3,238 （5面）3,614 － －
プール（25m） 800 － － －

運動場 － － 14,923 －
体育・文化系サークル棟 1,397 416 部室、物置等（本道地区は室内合奏団、写真部等）

合宿所 224 50人収容（21畳、16畳×2、6畳、洗面所、炊事場、シャ
ワールーム×2）

留学生会館、国際交流会館の詳細・入居手続きについては、こちらをご覧ください。

留学生宿舎情報



61

C A M P U S  L I F E  2 0 2 2 A K I TA  U N I V E R S I T Y

学
生
生
活

Memo



62

C A M P U S  L I F E  2 0 2 2

学
生
生
活

［傷害・損害保険］（担当：学生支援・就職課）
　大学生活では多くの授業、実習、サークル活動などがあり、これまでの高校生活とは比べものにならない
ほど行動範囲や生活時間帯が広がります。それに伴い、本人のケガや病気、不足の事態により第三者へ損
害を与えてしまい賠償を求められる場面などが少なからず想定されます。普段より事故を未然に防ぐ努力も
大切ですが、万が一に備えて保険に入っておくこともまた大切なことです。
　秋田大学では、安心して大学生活を送るために、このような場面への対応として各種補償制度を取り扱っ
ており、学生全員にいずれかの保険に加入していただいております。（実習・インターンシップ参加時には、
保険加入証明が求められます。）
　また、秋田大学で取り扱う「学生教育研究災害傷害保険（学研災）」、「学研災付帯学生生活総合保険（付
帯学総）」のほか、秋田大学生協取り扱いの「生命共済」、「学生賠償責任保険」に加入することもできますので、
ご自身の大学生活のスタイルを考慮の上、加入する保険・共済をお選びください。

１．保険・共済種別
秋田大学取り扱い保険
◆学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）

　この保険は正課中、学校行事中、課外活動中（サークル活動中）、学校施設内滞在時及び通学途上の
事故により学生本人が傷害（ケガ）を負った場合の補償制度です。「病気」や「自宅・日常生活でのケガ」
はこの保険の対象ではありません。
　秋田大学では全員が加入することを希望しております。

①加入手続き
　入学関係書類に加入案内を同封しておりますので、所定の払込取扱票に必要事項を記入の上、最寄り
の郵便局でお支払いください。
　入学後に加入を希望される方は、学生支援・就職課で払込取扱票を配付いたします。

②保険金が支払われる場合
ア．大学の正課中及び学校行事中
イ．上記ア以外で学校施設内にいる間（ただし、大学が禁じた時間もしくは場所、大学が禁じた行為

を行っている間は除く）
ウ．学校施設外で大学に届け出た課外活動（サークル活動）を行っている間
エ．自分の住居と学校施設等との間を往復する間、学校施設等相互間を移動している間

③保険料と保険期間
　保険期間は、所定の卒業年次の3月31日までです。
　留年・休学等で卒業が延期になった場合は、保険期間は延長されませんので、再度加入が必要となり
ます。
　保険料には、通学中等傷害危険担保特約保険料を含みます。また、医学部及び大学院医学系研究科は、
接触感染予防保険金支払特約保険料を含みます。
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保険期間

保　険　料　適　用　区　分

国際資源学部
教育文化学部

理工学部

医　学　部 大　学　院

医 学 科 保健学科
国際資源学研究科

教育学研究科
理工学研究科

医学系研究科

１年間 １，０００円 １，０２０円 １，０２０円 １，０００円 １，０２０円
２年間 １，７５０円 １，７９０円 １，７９０円 １，７５０円 １，７９０円
３年間 ２，６００円 ２，６５０円 ２，６５０円 ２，６００円 ２，６５０円
４年間 ３，３００円 ３，３７０円 ３，３７０円 ３，３７０円
５年間 ４，１３０円
６年間 ４，８００円

◆学研災付帯学生生活総合保険（略称「付帯学総」）　※学研災加入者のみ加入できます。

　この「学研災付帯学生生活総合保険」への加入は「学研災」の加入が前提となりますので、加入希望
者は必ず「学研災」にも加入してください。

　この保険は学研災では補償できない学生生活全般におけるケガや病気を補償する制度です。学内、通
学途上、臨床実習中、教育実習中、サークル活動、旅行、レジャーなど学生自身の不慮の事故によるケ
ガや病気を24時間補償します。
　また、実習中に相手に対して行った行為が原因でケガをさせたり、日常生活において他人にケガをさせ
たり、他人の物を壊して賠償責任を負った場合も補償します。国内の賠償事故については、示談交渉サー
ビスも付いています。
　さらに、医学部学生については、医学活動中の針刺し事故による感染予防措置を受けた場合、その費
用を補償します。
　詳しい保険内容や保険料につきましては、学生支援・就職課及び秋田大学生協本部に設置してあるパ
ンフレットをご覧ください。

学研災付帯学総

基　本 オプション

正課中
大学行事中
課外活動中
通学途上

死亡・後遺障害
治療費実費（ケガ・病気）
救援者費用
個人賠償責任

学資費用

生活用動産

借家人賠償責任
学研災だけ
では補償が
不足

学研災
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秋田大学生協取り扱いの保障
◆生命共済

　国内外を問わず、授業中・実験・実習中、またインターンシップ・サークル活動・アルバイトなど日常生
活中における学生本人のケガや病気（精神疾患を含む）を24時間保障します。
　詳しい保障内容や加入方法については、生協本部またはサポートセンター（TEL：0120-327-141）に
お問い合わせください。

◆学生賠償責任保険
　授業中、サークル活動中、通学中などの他、日常生活中における他人に対する賠償責任を、国内外を
問わず24時間保障します。また国内の賠償事故には、名誉毀損事故等を除いて示談交渉サービス付きで
すので、学生にとって安心です。
　臨床実習中に患者に使用した注射針を誤って自分の手に刺した等、医療関連実習中の事故での加入者
本人の治療・検査費用も保障します。

２．万が一、ケガ・病気をしてしまったら

学生支援・就職課に行き、必要書類を受け取る。

学生支援・就職課窓口で事故通知ハガキを記入してください。
（30日を過ぎてしまった場合は、学生支援・就職課にご相談ください。）

学生支援・就職課に必要書類を提出
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３．保険加入証明書の発行
　学研災、付帯学総の保険加入証明書の発行は秋田大学生協本部で行います。学研災の加入証明書に
ついては，学生支援・就職課窓口でも発行が可能です。発行には数日かかりますので、余裕を持って依頼
してください。
　秋田大学生協本部
　TEL：018-832-7141（平日9：30〜16：30）

４．インターンシップに参加する場合
　正課や、学生支援・就職課（就職推進担当）に申込をして参加するインターンシップは、上記の「学
生教育研究災害傷害保険（学研災）」および「学研災付帯賠償責任保険（付帯賠償）が適用されますが、
企業等へ直接応募（個人応募）する場合には適用されませんので、「学研災付帯学生生活総合保険（付帯
学総）」あるいは秋田大学生協が取り扱う「生命共済」、「学生賠償責任保険」等に加入してください。

５．修業年限を超過する場合
　留年・休学等で修業年限を超過した場合、保険期間は延長されませんので、所定の修業年限に達した
時点で保険期間は終了となります。その後の保険については、再度加入が必要となりますので、　学生支援・
就職課までお越しください。

６．その他
　保険加入後、退学する場合は残りの年度分の保険料を返還できますので、学生支援・就職課まで申し
出てください。なお、休学１年以上の場合もその分の保険料を返還できますので、復学時に申し出てくだ
さい。
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［アルバイトの紹介］
　秋田大学生協では学生にふさわしいアルバイトを、皆さんに紹介しています。生協ホームページ（https://
www.akita.u-coop.or.jp/）や、公式ツイッターで情報配信もしております。
　「この仕事をしてみたい」と思ったら、記載された求人連絡先に、自分で電話をかけ問い合わせや申込み
をしてください。求人先とは生協担当者が、仕事の内容、勤務時間、賃金などの労働条件を確認しています。
もし、働いてトラブルが生じたら、すぐに担当者にご相談ください。学生の立場に立った解決を行います。

１．一般的アルバイト
１）軽作業労働
　・一定期間継続的に働くアルバイト

　コンビニやスーパー、デパートなどの店員、飲食店のホールスタッフ、キッチンスタッフ、ホテル内で
の宴会等に関わる業務、パソコンでのデータ入力など。

　・短期間で終わるアルバイト
　仕事の内容はスーパーや量販店での新商品の紹介や販売促進の補助、道路交通量調査、報道機関
の世論調査、展示品の搬入搬出作業、展示会・学会などの受付、イベント時の交通整理・駐車場整
理など。

２） 塾講師
　学習塾やコンピュータ学校などの講師、学習指導など。

２．家庭教師
　秋田大学の学生は優秀なのでぜひ子供の家庭教師をお願いしたいと、毎年多数求人申込みがあります。
　「家庭教師求人」は募集の都度、生協のホームページに掲示します。希望の求人がありましたら、キャリ
アステーションに「家庭教師情報申請書」を提出してください。（ホームページからダウンロードできます。）
提出後、求人元の連絡先を受け取り、直接連絡をして面接を受けてください。またその際は、掲載情報の
間違いによるトラブルを防ぐため求人情報の内容を必ず家庭教師求人元に確認してください。子供と波長が
合い求人元の希望にかなっていれば採用になります。しかし、相性が合わなかったり条件面で食い違いがあ
れば、求人元が断る場合もあれば、もちろん学生が断らざるをえないこともあります。
　家庭教師に採用された学生は、社会常識を遵守し、家庭教師求人元に迷惑をかけないよう真摯に学習指
導を行ってください。
　このほか、アルバイトの情報は「求人情報誌」やパートセンターの求人票、友人間の口コミなどで得られ
ると思われます。そのとき、学生にふさわしく勉学に差し障りのない仕事の内容であることを基準に、アル
バイトを選んでください。秋田大学では次のようなアルバイトは受け付けていませんので、何が学生にふさわ
しい仕事なのか、参考にしてください。

3．アルバイト選びは慎重に！！
　アルバイトで社会の一端にふれることはとても有意義なことですが、その反面、学業がおろそかになったり、
トラブルに巻き込まれる恐れもあります。
①危険や重大な責任を伴う業務はアルバイトに適しません。
　アルバイトは、本来学生生活の経済面を一部充足するための手段です。学業の余暇に行うことを前提とし
て、自らの生活設計の中で有意義なものになるように心がけてください。
②高賃金のアルバイトには注意が必要です。
　高賃金・好条件のアルバイトには思わぬ落とし穴がある場合があります。賃金未払いや詐欺行為に巻き込
まれる等のトラブルになるケースもあるので、十分に注意してください。
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・学生にふさわしくないアルバイトの事例
　ａ）教育的に好ましくないアルバイト

風俗営業やギャンブルに関する仕事、選挙応援に関するもの、授業期間中の深夜（22時〜5時）作業、
授業期間中の1週間以上にわたる昼間の作業、街頭のチラシ配り・ポスター貼り、他人の素行調査（興
信所）、物品の不当な買い占めを行うものなど

　ｂ）危険を伴うアルバイト
危険を伴う機械の操作、危険物を取り扱う作業、自動車・バイクの運転、2階以上の高所での屋外作業、
警備員（会場整理、誘導、受付は除く）、線路内や交通頻繁な路上業務など

　ｃ）人体に有害なアルバイト
有害薬物を取り扱う作業、極端に高温・低温な場所での作業など

　ｄ）法令に違反する恐れのあるアルバイト
営利職業紹介業者への仲介、マルチ商法、ネズミ講商法、出来高払いの販売業務など

　 e）その他
労働条件が不明確、または著しく悪い、登録制を伴う、賃金が歩合制、過去にトラブルがあったもの、
など

　皆さんが秋田大学生としての誇りをもってアルバイトすることを期待しています。

※ブラックバイトにご用心
　残業代の不払いや過重労働を強いる作業、正規雇用労働者並みの義務やノルマを課されたりなど問題の
あるアルバイトをブラックバイトといいます。
　アルバイトは労働契約です。トラブルに巻き込まれたときは契約条件が確認できるように、契約書や明細、
求人票等を保管しておいてください。
　もしかしてブラックバイトかも？と思ったら、学生支援・就職課又は労働条件相談ほっとライン（0120-811-
610）にご相談ください。
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［学生生活と就職］
　皆さんはいま、「働く」という事について何かイメージをお持ちでしょうか。
　大学・大学院を卒業・修了した後は、いよいよ「社会人」となり、「働いて」自立した生活を送っていくことになります。就
職するまでまだ時間があると考える人もいるかもしれませんが、自分が学生時代に何を学び、どんな経験をして、それらをど
う社会に還元するかを考えるとともに、自分らしく生きる姿を模索することで、学生生活は社会に出てからの時間につながっ
ていきます。そのため、大学生となったこの段階から経験や勉強によって多くのことを学び「働く」ことのイメージを固めてい
く必要があります。

　卒業・修了し就職すると大学生活が終わり、社会人としての生活がスタートしますが、社会の入口に立ったとき後悔するこ
とがないように、学生支援・就職課（就職推進担当）では、入学から卒業までの期間を通して、皆さんの目標づくりや就職
のための活動をサポートします。なお、本学における学生の就職状況や主な就職先は以下のとおりです。

［卒業者産業別就職者数］令和2年度（令和3年5月1日現在）

金融・保険業
17名

教育文化
学　　部

国際資源
学　　部 医学部 理工学部

鉱業
4名

農林・水産業
1名

建設業
15名

製造業
20名

電気・ガス・熱供給
・水道業3名

卸・小売業1名
金融・保険業1名
不動産業1名

学術研究、専門・
技術サービス業4名

教育・学習支援業
2名

サービス業
6名

サービス業
11名

公務員
6名

建設業6名
その他1名

情報
通信業
11名 公務員

39名

建設業
21名

製造業
67名

電気・ガス・熱供給・水道業6名

情報通信業
25名

運輸・郵便業4名

サービス業6名

教育・学習
支援業7名

学術研究、専門・
技術サービス業

12名

医療・福祉
239名

不動産業6名

学校教育・学習支援業
76名

公務員
26名

医療・福祉
7名

医療・福祉
3名

不動産業4名
金融・保険業4名
卸・小売業5名

情報通信業
4名運輸・郵便業

1名

卸・小売業
11名

運輸・郵便業4名

製造業3名
製造業1名 情報通信業1名

運輸・郵便業1名

学術研究、専門・
技術サービス業1名

その他2名

区
　
　
　
分

卒
業
者
数

進
学
者
数

就職者数 産　業　別　就　職　者　数
そ
の
他（
産
業
別
）

そ
　
の
　
他

未
就
職
者

県
　
　
内

県
　
　
外

農
林・水
産
業

鉱
業
建
設
業

製
造
業

電
気・ガ
ス
等

情
報
通
信
業

運
輸・郵
便
業

卸・小
売
業

金
融・保
険
業

不
動
産
業

学
術
研
究・専
門
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊・飲
食
業

医
療・福
祉

学校教育 教
育
学
習
支
援
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

サ
ー
ビ
ス
業

公務員
教　　　員

教
員
以
外

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

高
専・大
学
等

特
別
支
援
学
校

そ
の
他（
教
員
）

教
員
の
計

国
　
　
家

地
　
　
方

公
務
員
の
計

学
　
　
部

国際資
源学部 104 29 69 1 4 15 20 3 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 2 4 6 0 5 13 66
教育文
化学部 213 9 181 0 0 6 3 0 11 4 11 17 6 1 0 7 0 37 15 5 0 9 2 68 2 6 0 11 7 19 26 2 22 1106 75
医学部 254 3 242 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 098 144
理工学部 381 160 204 0 0 21 67 6 25 4 5 4 4 12 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 3 1 5 9 30 39 1 15 243 161
工学資
源学部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0
小　計 953 201 696 1 4 42 91 9 41 10 17 22 11 17 0 249 0 37 15 8 0 9 2 71 4 10 1 22 18 53 71 3 52 4250 446

大
　
学
　
院

国際資源
学研究科 41 3 33 0 8 7 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 0 2 33 30
教育学
研究科 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 2 0 2 0 12 0 0 0 1 0 2 2 0 0 09 8
医学系
研究科 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 2
理工学
研究科 165 5 151 0 0 6 101 3 19 4 1 0 0 7 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 8 113 138
工学資源
学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
小　計 253 8 231 0 8 13 107 5 20 5 1 0 0 7 0 30 0 5 3 3 7 2 2 22 3 0 2 3 1 4 5 0 10 453 178

合　計 1206 209 927 1 12 55 198 14 61 15 18 22 11 24 0 279 0 42 18 11 7 11 4 93 7 10 3 25 19 57 76 3 62 8303 624

［就職状況］ 令和2年度卒業者の産業別就職状況 令和2年度（令和3年5月1日現在）

１～２年次～３年次（院１） ４年次（院２）

（キャリア形成）
・職業観の育成
・学修目的の明確化

（就活に向けた情報収集）
・業界・企業研究・インターンシップ
・自己分析(志望動機等)

（本格的な就職活動）
・採用選考への応募
・就職先の決定

（就職に向けて各年次
で必要となるポイント）
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［就職支援］
　学生支援・就職課（就職推進担当）では、学生のみなさんに「就職支援ガイド」を配布しています。
　このガイドには、就職活動を円滑に進めるため各学年で行うべきことや企業・教員・公務員などの志
望先に対応した各種の就職関連サポート情報を掲載しており、就職ガイダンスの案内も記載されていま
す。
　就職ガイダンスは1年生から参加できます。早い段階から社会に出て求められる力や世の中にどのよ
うな仕事があるのかを知る機会を持ってもらい、充実した学生生活を送ってほしいと考えているためで
す。
　新入生の皆さんも必ず「就職支援ガイド」を確認のうえ、就職ガイダンスに参加してください。

［主な就職先］令和2年度

秋田県公立学校教員
札幌市公立学校教員
岩手県公立学校教員
宮城県公立学校教員
茨城県公立学校教員
栃木県公立学校教員
群馬県公立学校教員
千葉県公立学校教員
神奈川県公立学校教員

新潟県公立学校教員
新潟市公立学校教員
静岡県公立学校教員
秋田県
秋田市
潟上市
鹿角市
北秋田市
北海道

青森県
岩手県
山形県
横浜市
秋田労働局
仙台国税局
地方独立行政法人秋田県立病院機構
㈱秋田銀行
㈱秋田ケーブルテレビ

秋田県厚生農業協同組合連合会
秋田県信用保証協会
㈱アルファシステムズ
イオン東北㈱
㈱ＮＴＴ東日本
北日本コンピューターサービス㈱
㈱コア
社会医療法人明和会
㈱DHC

東京海上日動火災保険㈱
学校法人東北工業大学
日本住宅㈱
日本赤十字秋田看護大学
日本郵便㈱
東日本旅客鉄道㈱
㈱プライムアシスタンス
㈱北都銀行
㈱薬王堂

㈱石井鐵工所
出光興産㈱
茨城県
AGC㈱
応用地質㈱
オリジナル設計㈱
キオクシア岩手㈱
栗田工業㈱
国際航業㈱
コスモエネルギーホールディングス㈱

ＪＸ金属㈱
JFEミネラル㈱
JESCOホールディングス㈱
㈱七十七銀行
シュルンベルジェ㈱
新菱冷熱工業㈱
住友金属鉱山㈱
成友興業㈱
ゼネラルヒートポンプ工業㈱
仙台市

㈱大気社
太平洋セメント㈱
㈱ダイヤコンサルタント
㈱ 竹中土木
鉄建建設㈱
東京国税局
東部ガス㈱
東北地方整備局
DOWAホールディングス㈱
豊田通商㈱

日鉄鉱業㈱
日本軽金属㈱
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
日本原燃㈱
日本地下水開発㈱
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
野村興産㈱
東日本旅客鉄道㈱
日立建機㈱
日立造船㈱

富士ソフト㈱
古河機械金属㈱
三井E&S環境エンジニアリング㈱
三菱マテリアル㈱
㈱UACJ
由利本荘市

秋田県（保健師）
秋田県立病院機構
秋田厚生医療センター
秋田赤十字病院
秋田大学医学部附属病院
大曲厚生医療センター
御野場病院

北秋田市民病院
市立秋田総合病院
市立横手病院
中通総合病院
にかほ市（保健師）
能代厚生医療センター
平鹿総合病院

由利組合総合病院
岩手県立中央病院
大阪医科大学附属病院
近畿大学病院
慶應義塾大学病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
仙台市（保健師）

仙台市立病院
千葉大学医学部附属病院
筑波大学附属病院
東京大学医学部附属病院
東京特別区（保健師）
東北医科薬科大学病院
東北大学病院

日本医科大学付属病院
八戸市立市民病院
東日本旅客鉄道㈱
横浜市立大学附属病院

㈱アーステクニカ
アイシン精機㈱
愛知製鋼㈱
会津オリンパス㈱
青森県
青森市
青森地方検察庁
秋田朝日放送㈱
秋田環境測定センター㈱
㈱秋田銀行
秋田県
秋田県立循環器･脳脊髄センター
㈱秋田魁新報社
秋田市
秋田労働局
アズビル㈱
㈱アルプス技研
アルフレッサファインケミカル㈱
いすゞ自動車㈱
岩手県
岩手労働局
㈱内田洋行
宇部興産㈱
エイデイケイ富士システム㈱
エーザイ㈱
㈱エス・エフ・ティー

SCSKニアショアシステムズ㈱
越後製菓㈱
NOK㈱
㈱荏原製作所
㈱オカムラ
沖電気工業㈱
花王㈱
㈱角館芝浦電子
鹿島建設㈱
亀田製菓㈱
㈱関電工
関東地方整備局
キオクシア㈱
キオクシア岩手㈱
（有）熊谷機械設計
群馬県
経済産業省東北経済産業局
警視庁
KYB㈱
㈱小松製作所
五洋建設㈱
㈱五洋電子
㈱鷺宮製作所
JX金属㈱
JNシステムパートナーズ㈱
㈱七十七銀行

JUKI産機テクノロジー㈱
スズキ㈱
住友重機械工業㈱
セイコーエプソン㈱
仙台国税局
綜合警備保障㈱
大成建設㈱
大仙市
大同メタル工業㈱
大豊工業㈱
㈱タンガロイ
中外製薬工業㈱
㈱長大
千代田工商㈱
TDK㈱
Tianma Japan㈱
テルモ㈱
東京エレクトロン㈱
東西化学産業㈱
㈱東芝
東芝プラントシステム㈱
㈱東北芝浦電子
東北地方整備局
東北電力㈱
東北パイオニア㈱
東和薬品㈱

DOWAホールディングス㈱
栃木県
トヨタ自動車㈱
新潟県
ニチアス㈱
日揮㈱
日機装㈱
日鉄テックスエンジ㈱
㈱ NIPPO
日本製紙㈱
㈱ニトリ
ニプロ㈱
ニプロファーマ㈱
日本郵便㈱
林建設㈱
東日本高速道路㈱
東日本旅客鉄道㈱
㈱日立金属ネオマテリアル
㈱日立産機システム
㈱日立システムズ
日立造船㈱
㈱日立ハイテク
㈱ファミリーマート
福島県
㈱フジキン
プレス工業㈱

北陸電力㈱
北海道電力㈱
北海道旅客鉄道㈱
マイクロンメモリジャパン合同会社
マツダ㈱
マニー㈱
マレリ㈱
三井金属鉱業㈱
三菱製鋼㈱
ミネベアミツミ㈱
㈱村田製作所
㈱メイテック
㈱メニコン
持田製薬工場㈱
山形県
㈱ヤマダフーズ
㈱UMNファーマ
湯沢市
㈱ヨコオ
㈱ラック
リコー ITソリューションズ㈱
リコージャパン㈱
レイズネクスト㈱
ロンシール工業㈱

教育文化学部

国際資源学部

医学部

理工学部
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［就職推進担当の案内］
　就職推進担当では、就職に関する情報提供のほか、エントリーシートの書き方や個別・集団面接対策、
模擬グループディスカッション実施等、職員が各種相談に応じます。
　就職推進担当は全学共通の組織ですので、学年・学部を問わず大いに活用してください。

学生支援棟1階

TEL.018-889-2262
E-mail:syusyoku@jimu.akita-u.ac.jp
月〜金曜日／8:30〜17:00
（祝日、年末年始及び大学の休業日を除く）

就職推進担当
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［課外活動］
　課外活動とは、正規の授業時間以外に、学生が自発的にスポーツや文化活動などを行うことにより、人
格形成に資することを目的としています。そこには、単に在学中のみならず、将来の人生を左右するような大
きな体験が待っています。
　秋田大学には、多くの体育系と文化系の団体があります。先輩のPRを聞いたり、実際に活動を見学したり
しながら、気に入った部やサークルを選んでください。
　また全学的行事として、大学祭や全学駅伝競走大会があります。そのほか、東北地区大学体育連盟に所
属する大学によって行われる「東北地区大学体育大会」があり、毎年、各県で様々な競技が開催されています。

［主な年間行事］
1．大学祭
　毎年10月中旬に本学手形
キャンパス内で行われます。
地域住民の方々も参加し、ス
テージパフォーマンス、各種
演奏会、模擬店、企画・展示
等多彩な催し物が行われ、学
内外を問わず親しまれている
行事です。

2．東北地区大学体育大会
　東北地区の国・公・私立の
大学による体育大会です。
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3．サークルリーダー研修会
　AED（自動体外式除細動器）
に関する講習会や、課外活動
の在り方、リーダーの役割等
について相互の経験交流や討
論を深めるため、毎年行われ
ています。

4．全学駅伝競走大会
　毎年11月上旬の土曜日に行
われます。男女合わせて約30
チームが参加し、元学長の渡
邊杯（男子）及び新野杯（女子）
の争奪をめぐって健脚を競い
ます。
　応援を含めて全学をあげて
熱狂する行事です。
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［課外活動各種手続］
課外活動団体の活動に関する手続き

種　　類 内 容 ・ 手 続 き

団体の結成

課外活動団体が新たに大学の公認を受けるためには、「課外活動公認団体の
結成と継続に係る基準」を満たしたうえで、「学生団体結成届」「規約」「会
員名簿」及び「１年間の同好会活動実績報告書」を、指定の期間内に学生
支援総合センターに提出する必要があります。

活動実績報告

公認団体としての活動を引き続き行うためには、毎年度末に「課外活動実績
報告書」、毎年度初めに「継続願」「会員名簿」「規約」の提出が必要です。また、
団体の規約に変更が生じた場合には、その都度学生支援総合センターに提
出してください。

課外活動実施・
参加計画/報告

サークル等が各種行事(大会)へ参加する場合は、顧問教員からの了承を得た
上で、「課外活動の実施・参加計画書」を学生支援総合センターへ提出して
ください。また、終了後は速やかに「課外活動の実施・参加報告書」を提出
してください。

課外活動事故報告
課外活動中に、けがや事故などにあった場合には、速やかに学生支援・就職
課に報告するとともに、「課外活動事故報告書」を提出してください。

顧問/代表の交代
顧問が変更になった場合や、年度内に代替わりして代表などが交代になった
場合は、学生支援総合センターに「顧問・役員変更届」を提出してください。

休部届/廃部届
休部や廃部を行いたい場合には、それぞれ「休部届」「廃部届」を学生支援・
就職課に提出してください。
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課外活動施設の利用に関する手続き
種　　類 内 容 ・ 手 続 き

主将会議

体育施設(大体育館アリーナ・小体育館・トレーニングルーム・合宿所)の割当
は、毎月開催する主将会議での話し合いで決定します。使用を希望する団体
は、必ず出席してください。なお、野球場・テニスコート・プール・陸上競技
場・グラウンドは除きます。

大学会館

大学会館2階の研修室・和室を使用したい場合は、「大学会館使用願」を学
生支援総合センターに提出し、申し込んでください。なお、申し込みは原則
使用予定月の1ヶ月前からの受付となります。使用にあたっては「秋田大学 大
学会館使用規則」に従ってください。　例：4月中→5月31日までの予約可

合宿所の使用
合宿所の使用の際は、主将会議に参加し、割振を受けた後、使用する5日前
までに「合宿所使用願」を学生支援総合センターへ提出してください。

課外活動延長

原則として、課外活動は午後9時までとしていますが、活動終了時刻が午後9
時以降になることが予想される場合には、事前に「活動時間延長届」を学生
支援・就職課に届け出てください。ただし、最長でも午後10時までとし、ミー
ティングや後片付けなどの活動に限るものとします。なお、直前の提出では
認められない場合があるので、余裕をもって提出してください。

臨時駐車許可

課外活動の一環で、「他大学等が合同練習のために車・バスで来る」「遠征の
ために大型バスを一時駐車する」など、臨時的に構内駐車場の利用が必要な
場合は、利用希望日の１週間前までに、「臨時駐車許可願」を提出してくださ
い。※必要に応じて、運転予定者の免許証のコピー及び車両保険証書のコピー
が必要となります。
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［課外活動用具の利用方法］
大学会館における課外活動用具の貸出及び返却手続き
　大学会館では、課外活動団体にむけて課外活動用具の貸出を行っています。使用を希望する場合は、下
記の通り所定の手続きを行い、貸し出し用具を円滑に利用できるように協力してください。また、用具は大
切に扱ってください。

・貸出場所：大学会館管理人室
・貸出期間：7日間（貸出日・返却日含む）
・取扱時間：午前10時〜午後1時、午後1時45分〜午後4時

【用具の貸出】
　用具の貸出を希望する場合は、大学会館管理人室にある所定の様式に所要事項を記入し、大学会館管
理人に申し込んでください。貸出物品の種類や数量によっては、準備に時間を要するものがありますので、
早めに大学会館管理人にご相談ください。
　なお、電話による貸出申し込みは受け付けていません。

【用具の返却】
　用具の返却は期限を厳守し、借りたときの状態で返却してください。また、使用した用具に故障・紛失が
生じた場合は返却時にその旨を申し出てください。返却時の状態によって弁償してもらうこともあります。

［集会、施設利用、掲示］
１．集　会
　学内において集会をしようとするとき、責任者は、２日前までに集会届を国際資源学部・教育文化学部・
理工学部は総合学務課の各学部担当、医学部は医学部学務課、又は学生支援・就職課に提出しなければな
りません（課外活動公認団体は除く）。

２．施設利用
　大学管理の施設を使用するとき、責任者は５日前までに施設使用の届出をしなければなりません。（ただし、
施設の使用状況等により必ずしも希望どおり受理されるとは限りません。）
　届出先は、学部が管理する施設（講義室等）の場合、国際資源学部・教育文化学部・理工学部は総合学
務課の各学部担当、医学部は医学部学務課、高等教育グローバルセンターが管理する施設（一般教育棟講
義室）の場合は総合学務課教養基礎担当、学生支援・就職課が管理する施設（体育館、陸上競技場、野球場、
テニスコート等）の場合は学生支援・就職課です。
　なお、体育系の課外活動公認団体が練習のために体育施設を使用する場合、届出の必要はありません。

３．掲　示
　掲示しようとするときは、学生支援・就職課又は総合学務課の各担当、医学部の医学部学務課へ掲示物
を届出しなければなりません。
　掲示物は、枚数、大きさ及び掲示期間に制限があるので注意してください。また、掲示期間の過ぎたもの
は、速やかに撤去してください。
　なお、私的な内容及び学園の秩序を乱すような内容のもの等は許可できません。

※詳細については「秋田大学学生共通細則」を参照してください。
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［各種行事（大会）を実施・参加する際の注意］
　課外活動で各種行事（大会）を実施・参加する場合、事前に大学側へ課外活動実施･参加計画書を提出
してもらうことが必要となります。
　これは自然災害や事故など、万が一のことが起きた際に皆さんの無事を確認することがあるためです。忘
れずに提出を行いましょう。
　また、車両（公共交通機関以外）を使用して各種行事（大会）を実施・参加する際は大学近辺への路上
駐車はもちろん、敷地内への無断駐車も禁止です。構内駐車場の利用を希望する場合には、学生支援・就
職課に「臨時駐車許可願」を提出してください。

【提出書類】
《共通》

・課外活動実施･参加計画書
・参加者名簿
・課外活動実施・参加報告書（※活動終了後1週間以内に提出）

《対象の場合のみ》

貸切バス
（運転手付） レンタカー 自家用車

臨時駐車許可願 要 要 要

運転予定者の免許証コピー × 要 要

自動車保険証書のコピー
※対人対物（無制限）･人身傷害（3,000万以上）

× × 要
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　体育系団体
団体名 代表者 顧問教職員 部員数 部（会）費 加入申込先 主な活動（練習）

場所及び日時等 主な活動計画

体 育 会 役員選出後
決定

課外活動
部門会議
部門長

役員
10名

（体育会
員数約

2,500名）

年次
2,000円

（入学時に
納付）

興味がある方は体
育会メールアドレ
スまで。
akitauniv.taiikukai@
gmail.com

体育会室
（小体育館横サーク
ル棟）
随時

主将会議運営
今日歩大祭運営
サークルリーダー研修会
全学駅伝競走大会運営
会誌「鳥海」作成

硬式野球部
医学部
3年次
前澤　透馬

教育文化学部
中澤　俊輔 20名 月額

2,000円

硬式野球部Twitter、
InstagramへのDM。
もしくは実際に練習
見学に来て下さい。

秋田大学野球場
火・木・金
16：30～20：00
土・日
9：00～12：00

4・5月：春季リーグ戦
6月：新人戦（1、2年生）
8・9月：秋季リーグ戦
10月：大館トーナメント

ソ フ ト
テ ニ ス 部

理工学部
3年次
滝澤　祐哉

理工学研究科
中島　佐和子 18名 年額

5,000円

秋田大学ソフトテニ
ス部公式Instagram、
Twitterから連 絡く
ださい。または、練習
を見に来て下さい。

手形キャンパス
テニスコート
水17：30～20：00
土13：00～16：00

（自主練）
火・木
17：30～20：00

5月：会長杯
8月：競技会
11月：新人戦

蹴 球 部
国際資源学部
3年次
佐藤　瑞起

教育文化学部
伊藤　恵造 34人

月額
2,000円
程度

秋田大学サッカー部
公式インスタグラム、
Twitterなどから連絡
ください。または、練習
を見に来てください。

秋田大学グランド
火、水、金
17：00～19：00
土、日
12：00～15：00

3月：天皇杯予選
5月：リーグ戦開幕
6月：東北総体
7月：大臣杯

少 林 寺
拳 法 部

国際資源学部
3年次
藤井　望

理工学研究科
肖　英紀 10人 月額500円 https：//twit ter.

com/shourinakitauni

剣道場
木18：00～21：00
大体育館2階
金18：30～21：00

5月：東北大会
7月：秋田県大会
12月：東北新人大会

ラグビー部
教育文化学部
3年次
草皆　璃空

教育文化学部
長谷川　章 22名 月額

1,000円

・練習まで来てもら
い、口頭で伝える
・Twitterアカウント「秋
田大学全学ラグビー部」

（＠AkitaUrugby）に連絡

秋田大学グラウンド
月水金
16：00～18：00
土9：30～12：00

5月：7人制ラグビー大会
9月～15人制ラグビー大会

男 子 バ ス
ケ ッ ト
ボ ー ル 部

理工学部
3年次
今　暁翔

理工学研究科
徳重　英信 18名

前期
6,000円
後期
6,000円

部 活 中 に 体 育 館
に来てください。
インスタ、ツイッ
ターもやっている
のでメッセージく
ださい。

大体育館
月16：00～18：00
火19：00～21：00
木16：00～18：00
土14：00～17：00
日13：00～16：00

4月：秋田県春季大会
5月：北奥羽春季大会
9月：北奥羽大会
10月：入れ替え戦
12月：新人戦

女 子 バ ス
ケ ッ ト
ボ ー ル 部

教育文化学部
3年次
大滝　佳奈

理工学研究科
徳重　英信 12名

前期6,000円
後期6,000円
※昨年度はコ
ロナ禍の為、
各3,000円

・部活動の見学に
来てください
・T w i t t e r 、
Instagram公式を
作成しますので、
DMください

大体育館
月・木
16：00～18：30
火18：30～21：00
土14：00～17：00
日13：00～16：00

5月：北奥羽春季トーナメント
6月：東北地区大学体育大会
9月：二部北奥羽トーナメント
10月：一部二部リーグ
　　　入れ替え戦
12月：新人大会

男子バレー
ボ ー ル 部

理工学部
3年次
安井　陸渡

教育文化学部
内田　晶功 12名 大会時徴収 部公式Instagram

syuudai_volley

大体育館
火16：00～18：30
水・金
18：30～21：00
日13：00～16：00

4月：春季東北リーグ
10月：秋季東北リーグ

女子バレー
ボ ー ル 部

教育文化学部
3年次
嶋中　美稀

教育文化学部
内田　晶功 8名 大会毎に

徴収

気 軽 に 見 学 に 来 て
く だ さ い。Twitter・
Instagram（@syuudai_
volley）のDMでも受け
付けています。

大体育館
火18：30～20：30
水・金
16：30～18：30

4・5月：春季リーグ戦
9・10月：秋季リーグ戦
12月：納球会

軟式野球部
教育文化学部
3年次
髙橋　快

教育文化学部
原田　勇希 30名

月額
3,000円

（冬期間は
1,000円）

野球場にてまたは
軟式野球部Twitter
＠NaO9X
軟式野球部Instagram
akita_nansiki_baseball

秋田大学野球場
月16：30～20：00
土・日
13：00～17：00

5月：全日本大学軟式野球
　　 選抜大会
9月：全日本大学軟式野球大会

弓 道 部
教育文化学部
3年次
齋藤　諒平

理工学研究科
水戸部　一孝 25名

月額
1,000円

（1年次不要）

活動時間中に弓道
場へ見学しに来て
ください。

弓道場
月・木・金
16：00～19：00
土9：30～12：30

4月：春季大会
5・6月：東北総体
8月：全日インカレ
9月：3大戦（練習試合）
10・11月：リーグ戦

学生支援総合センター登録団体
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硬式庭球部
理工学部
3年次
大竹　進之介

国際資源学研
究科
荒戸　裕之

20名 年額
10,000円

Twitterアカウント
「@shudai_tennis」
のDMまたは練習
を見学しに来てく
ださい

テニスコート
火・木・金
16：00～18：00
土・日
9：00～12：00

5月：春季トーナメント
8月：夏季トーナメント
9月：王座リーグ戦
11月：弘前大学合同練習
3月：新進トーナメント

陸上競技部
教育文化学部
4年次
熊谷　魁

教育文化学部
松下　翔一 50名

年額15,000円
（選手）
年額5,000円

（マネージャー）

秋田大学陸上競技
部Twitter、
Instagramから

秋田大学陸上競技場
平日（水を除く）
16：30～19：00
土9：30～12：00

6月：東北インカレ
7月：北日本インカレ
9月：全日本インカレ
10月：東北学生個人戦

男子ハンド
ボ ー ル 部

教育文化学部
4年次
福原　航平

教育文化学部
伊藤　恵造 12名 必要に応じ

て徴収
気軽に練習を見に
来てください！お
待ちしてます！

大体育館
火・水
16：30～18：30
木18：30～21：00
土・日
9：00～11：00

5月：春季リーグ
7月：県民体育大会
9月：秋季リーグ
10月：秋田県総合選手権大会
　　　東北総合選手権大会

女子ハンド
ボ ー ル 部

教育文化学部
4年次
長澤　未姫

教育文化学部
伊藤　恵造 6名 遠征の都度

徴収
気軽に練習を見に
来てください！

大体育館
火・水
16：30～18：30
木18：30～21：00
土・日
9：00～11：00

5月：春季リーグ
7月：県民体育大会
9月：秋季リーグ
10月：秋田県総合選手権大会
　　　　東北総合選手権大会

バ ド ミ ン
ト ン 部

国際資源学部
3年次
吉田　陸

理工学研究科
濱岡　秀勝 42名 月額

1,000円
Twitter
@Badnyanman

大体育館
月、水
18：30～21：00
金16：00～18：30
土13：00～17：00

4月：春季県大会
5月：春季リーグ戦
10月：秋季県大会
11月：秋季リーグ戦

卓 球 部
理工学部
3年次
宮本　卓海

理工学研究科
加藤　純雄

約
40名

年間
5,000円

・Twitter
@akitaauttc
・Yahoo!メール
ak i ta_au t tc@
yahoo.co.jp

小体育館
月・水
18：00～21：00
金19：00～21；00
土・日
17：00～20：00

5月：春季大会
8月：秋季大会
10月：医学部交流戦
12月：北東北定期戦

柔 道 部
教育文化学部
4年次
髙橋　怜夢

教育文化学部
三戸　範之 15名 月額

2,000円
Instagram
秋田大学柔道部

秋田大学　武道場
月～金
16：30～18：30
土9：00～12：00

6月：全日本学生柔道優勝大会
7月：全国国立大学柔道優勝大会
7月：秋田県民体育大会
9月：全日本学生柔道体重別
　　 選手権大会
10月：全日本学生柔道体重別
　　　団体優勝大会

全学剣道部
医学部
3年次
森　隼彦

教育文化学部
鈴木　徹 23名 年間

約5,000円

秋 大 全 学 剣 道 部
Twitter（@akta_
univ_kendo）への連
絡や活動時間に見
学に来てください！

月・水・金
16：50～18：10
手形キャンパス
剣道場（大体育館内）

5月：東北学生剣道大会
6月：総合体育大会
7月：三校定期戦
9月：東北学生剣道大会
その他季節イベントあり

空 手 道 部
医学部
3年次
大上　智也

医学系研究科
新山　幸俊 22名 年額

3,000円

Email：
akitadaikaratedou
@gmail.com
秋田大学空手道部
Twitter
＠akitaUNVkarate
のDMにて質問等
お願いします。

剣道場
月19：00～21：00
小体育館
水18：00～20：00
金19：00～21：00

4月：東北学生大会
6月：東北地区大学総体
10月：新人戦、全日本大学予選
11月：全国国公立大学選手権
12月：寒稽古

水 泳 部
理工学部
3年次
北中　洸介

国際資源学研
究科
阿部　和美

33名 前期後期
8,000円

秋田大学水泳部の
Twitter、Instagram

秋田大学プール
月火水金
17：30～19：00
土10：00～12：00

6月：北部学生選手権
7月：東北総体
8月：北奥羽大会
2月：東日本国公立大学室内
　　 水泳記録会

ワ ン ダ ー
フ ォ ー
ゲ ル 部

国際資源学部
3年次
柳原　悠佑

国際資源学研
究科
今井　忠男

59名 年額
3,000円

部会に来ていただく
か、twitterアカウン
トに連絡ください。

部会：大学会館2F
　　  和室
毎週水曜17：30～

5月：新歓登山
6・7月：トレーニング登山
8・9月：夏山登山
10月：秋山登山

競 技
ス キ ー 部

国際資源学部
4年次
佐藤　一帆

国際資源学研
究科
柴山　敦

10名
特になし

（ただし、遠
征時等必要
時徴収）

aktia.skiing@gmail.
com
または、公式Twitter
にてDM

土日祝日、長期休業
中がメイン

2月：全日本学生スキー選手権
　　 その他各種公認大会
3月：全日本国公立大学スキー
　　 選手権大会
　　 その他各種公認大会

基 礎
ス キ ー 部

理工学部
3年次
小久保　久斗

国際資源学研
究科
高崎　康志

58名

年額
3,000円

（1年）
5,000円

（2年以上）

基 礎 ス キ ー 部 の
TwitterのDM経
由で今年の代表の
LINEに て 入 部 許
可の連絡をする。

小体育館
月16：00～18：00
日13：00～15：00

4月～11月：小体育館にてオフ
トレ（バスケ・バレーなど）
12月～1月：日帰りスキー
2月：合宿
3月：学連大会
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ア イ ス
ホッケー部

理工学部
4年次
諸星　潤也

国際資源学研
究科
柴山　敦

12名 月額
3,000円

T w i t t e r：@
akitauniv_ice
ぜひ見学に来てく
ださい！（詳細は
Twitterにて連絡
します）

4月～10月前半
（火、金）
17：00～19：00
体育館にて陸トレ
10月後半～3月
20：00～22：00
スケート場にて氷上練習

8月：合宿
12月：インカレ予選
2月：松澤杯、OB戦

アメリカン
フ ッ ト
ボ ー ル 部

理工学部
4年次
大山　敦武

国際資源学研
究科
今井　忠男

25名 月額
2,000円

アメリカンフット
ボール部Twitter
又はInstagram

秋田大学グラウンド
火・木
17：00～20：00
土11：00～14：00
日8：00～11：00

6・7月オープン戦
8月：合宿
9～11月：リーグ戦

山 岳 部
国際資源学部
3年次
村山　新

国際資源学研
究科
西川　治

9名 月額
3,000円

代表者へ連絡。ま
たは、部会に直接
来ていただく。

大学会館2階　和室
毎週水曜日　部会
17：00～18：00

6月：沢登り
8・9月：夏山合宿
10月：秋山合宿
3月：春山合宿

ケ イ ビ
ン グ 部

理工学部
2年次
関根　優基

理工学研究科
荻野　俊寛 38名 なし 部長へ入部の意思

を示すこと。 不定期
10・11月：紅葉狩り
2月：追いコン旅行
不定期、季節ごとに活動あり

バ レ ー
ボ ー ル
サ ー ク ル

理工学部
4年次
安江　涼

教育文化学部
平良　一史 42名 年額

1,000円
Twitterのアカウント
＠akita_u_vbにメッ
セージください。

秋田大学大体育館
毎週日曜日
18：30～21：00

9月：合宿
その他季節イベントあり

秋 田 大 学
ゴ ル フ
サ ー ク ル

理工学部
3年次
大日向　克海

国際資源学研
究科
高崎　康志

12名 年額
1,000円

チラシ等に掲載し
ている代表の連絡
先に連絡。
または部員に加入
の意思を伝える。

外部練習場
金18：00～
椿台カントリークラブ
土・日
※基本、参加自由

9月：OBコンペ
11月：玉納め
　　  （1年間お疲れ様コンペ）
冬季期間（12～3月）は練習な
し、イベント等はあり

Paradogs
（フットサル）

理工学部
3年次
佐藤　来海

国際資源学研
究科
今井　忠男

50名 年額
5,000円

気軽に見学に来て
ください。
Twitter

（@paradogs.akita）
Instagram

（@paradogs.akita）

小体育館
木19：00～21：00
大体育館
土17：00～21：00

5～11月：県リーグ
7月：大学選手権東北大会
10月：全日本フットサル県予選
その他季節イベントあり

ASAテニス
サ ー ク ル

理工学部
3年次
増田　想一郎

理工学研究科
齋藤　嘉一 60名 年額

1,000円
Gmaiｌ
Asatenniscircle@
gmail.com

大学テニスコート
毎週日曜日
13：30～日没まで

季節毎イベントあり

バドミントン
サ ー ク ル

理工学部
3年次
丸田　貴大

理工学研究科
進藤　隆世志 17名 月額

1,000円
活動時にサークル
長もしくは副サー
クル長に申し出る。

小体育館
火19：00～21：00
木18：00～19：00

大会などの出場はなし
経験者、未経験者交えてのダブ
ルス

N o r t h 
V i k i n g

（フットサル）

教育文化学部
3年次
山﨑　天誠

理工学研究科
三島　望

約
60名

年額
1,000円

活動日に直接お越
しください。
公式twitter
@North_Viking_

小体育館
土9：00～12：00
大体育館
日16：00～18：30

7月：学生リーグ
その他季節イベントあり

ア ル テ ィ
メ ッ ト フ
リ ス ビ ー
サ ー ク ル

教育文化学部
4年次
細井　駿吾

教育文化学部
外池　智 20名 月額500円 気軽に練習に来て

ください。

グラウンド
（陸上競技場）
月16：15～18：15
金18：15～20：00
日15：00～18：00

4月：東北リーグ2022新歓
6月：ふくしま猿倉大会
8月：あきた由利本荘大会
8月：全日大学選手権大会
9月：やまがた猿倉大会

ＦＣあしべ
理工学部
3年次
巖　祐哉

理工学研究科
内海　富博

約
30名

年額
1,000円

部長かFCあしべ
のTwitterに連絡

手形グラウンド
水（隔週）
18：30～20：00
木16：30～18：15
金18：30～20：00
日9：00～12：00

季節毎イベントあり

土 曜 バ ス
ケットボー
ルサークル

理工学部
3年次
関　詩音

理工学研究科
濱岡　秀勝 40名 0円 活動時間にて、体

育館で直接加入。

土曜日
大体育館
13：00～14：00
小体育館
14：00～15：00

バスケの試合をする。

秋 田 大 学
サ イ ク
リ ン グ 部

（ A U C C ）

理工学部
3年次
犬飼　天

理工学研究科
巌見　武裕 48名 年額

2,000円
T w i t t e r の @
AkitaUCCへDMに
てご連絡ください。

毎週土曜日に9：00に
部室に集合してライ
ドを開催します。
長期休暇中にツーリ
ングをします。

4月から12月の土曜日にライド
（長期休暇、冬季の土曜日ライ
ドは無い）
5月：新入生歓迎ライド
4月・9月・12月：東北連盟
春休み、夏休みにツーリング
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カ ー リ
ン グ 部

理工学部
3年次
山路　由里子

国際資源学研
究科
稲垣　文昭

36名 年額
6,000円

定期開催の体験会
へ参加→各SNS等
で連絡
体 験 会 の 告 知 も
SNS

冬期（10月～3月）
秋田県立スケート場
水20：10～22：00
木19：00～21：30
夏期（4月～9月）
遠征：岩手・青森
月2～4回

4月：体験会（盛岡）
7月：ミックス東北大会
11月：ミックスダブルス
　　　秋田大会
1月：4人制東北大会
2月：オープン大会

スノーボー
ドサークル
S n i e s

理工学研究科
中村　彩乃

約
50名

年額
3,000円

Twitter：
@akitasnies
Instagram：
@snies_info

夏季：定期遠征
冬季：
水19：00-21：30
日20：00-22：00
場所：盛岡、青森、秋田

12～4月：全体滑り・合宿

秋田大学競
技ダンス部

教育文化学部
4年次
石田　健

理工学研究科
小原　仁 16名 月額500円

競技ダンス部公式
TwitterのDMや、
メールにて連絡
TwitterID
@akitadancesport
メールアドレス
d a n c e s p o r t .
aktuniv@gmail.com

火17：00～20：00
金17：00～20：00
場 所 は、学 生 会 館
2F研 修 室1・2／ 理
工学部AL棟など

5月：春大会
6月：夏大会
8月：夏合宿
11月：秋大会
2月：冬合宿
季節毎イベントあり

筋 ト レ
サ ー ク ル

国際資源学部
3年次
伊藤　夕緋

国際資源学研
究科
芳賀　一寿

6名 特になし
SNS（Twit ter・
Instagram）
＠akitadaikintore
までご連絡を。

体育館（大）にて
火曜日
19：00～20：00
水曜日
20：00～21：00
土曜日
11：00～12：00

5月：東北学生パワーリフティ
ング選手権大会
7月：インカレ（文部科学大臣
杯争奪・全日本学生パワーリフ
ティング選手権大会）
12月：全日本ジュニア（ジャパ
ンクラシックパワーリフティ
ング選手権大会）
その他、ウエイトリフティン
グ、ボディビル等の大会にも参
加可能です。

※体育系団体は他に自動車部、アーチェリー部、レジャーサークル（休部中）があります。

　文化系団体
団体名 代表者 顧問教職員 部員数 部（会）費 加入申込先 主な活動（練習）

場所及び日時等 主な活動計画

写 真 部
教育文化学部
3年次
山田　柚希

理工学研究科
後藤　育壮 30名

初年次
年額1,000円
以降
半期2,000円

TwitterのDMや
部会にて。
Twitterアカウント
@AKTUNIVphoto

教育文化学5号館隣
サークル棟2階
週1回17：30～

6月：前期写真展
8月：夏旅行
10月：秋大祭写真展
12月：後期写真展
3月：東北写真展

演劇サークル
「きたのかい」

理工学部
2年次
加藤　勇音

教育文化学部
長瀬 達也 18名 年額

4,000円

直接稽古場に起こ
しいただき、周り
にいる先輩に声を
かければOK!

基本平日のみ
教育3号館334
18：00～21：00

4月：新歓公演
7月：夏公演
10月：学祭公演
12月：冬公演

奇術研究会
国際資源学部
2年次
米田　圭亜

教育文化学部
河又　邦彦 6名 なし

部室への直接訪問
もしくは
公式メールアドレス
akitamajiccircle@
gmail.com

サークル棟C棟2階
火曜日
16：10～19：00

5月：子どもの日マジックショー
その他依頼に応じてマジック
ショーを行う。

Rock&Pops
研 究 会
PLAY MISS

理工学部
3年次
玉津　大暉

理工学研究科
平川　知明 30名 0円 部員に入りたい旨

を伝える
5月：定期演奏会
6月：夏の自主コン
8月：夏合宿

秋田大学祭
実行委員会

国際資源学部
2年次
岡本　寛陽

理工学研究科
山下　剛司 65名 0円

ak i t aun i f e s @
g m a i l . c o m か
Twitter（@Akita_
Univ_Fes）まで。

毎週土曜日午後にMT。
それ以外に所属班ごと
のMTあり（年ごとに時
間は異なります）。

11月頃　秋田大学祭

秋 田 大 学
吹 奏 楽 団

教育文化学部
3年次
林　瞳

教育文化学部
田口　瑞穂 65名 月額

1,000円

a k i t a u w o @
gmail.com
又は活動場所にお
越し下さい。

サークル棟　A
リズム室
月・水
17：00-20：00
土13：00-16：00

4月：スプリングコンサート
5月：吹奏楽祭
8～10月：各コンクール、合宿
12月：定期演奏会
その他公演、演奏会有り
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天文研究会
理工学部
3年次
藤原　蓮

理工学研究科
室賀　翔

約
10名

前後期
各2,000円

【Twitter】
@Akitatenmon
または、活動日に
直接部室にお越し
ください。

野球場裏サークル棟
金18：00～

（季節によって時間
変更あり）

晴天の金曜に天体観測
6月：仙台市天文台見学
9月：スターウォッチング
　　 in あきた
10月：秋大祭

軽 音 楽
研 究 会

理工学部
4年次
木村　航

理工学研究科
吉村　哲

約
50～
60名

半年
約2,000円

毎週金曜に部会を
行っています。そこで
部員にお声がけくだ
さい。また、Twitterの
DMからもどうぞ!

部室
な か い ち ミ ュ ー
ジック工房

不定期 部内ライブ
6月：新歓ライブ
10月：学祭ライブ
3月：卒業ライブ
その他季節イベントあり

漫画研究会
C - c l u b

教育文化学部
4年次
増田　想一郎

理工学研究科
河上　肇 42名 年額

5,000円

Gmail
akitamankenn@
gmail.com
Twitter
@akitamankenn_c

活動場所はその都
度連絡します。
金曜日
17：00～20：00

8月：コミケ
10月：秋大祭
12月：コミケ

音楽同好会
教育文化学部
3年次
小林慧惟

教育文化学部
大西　洋一

約
15名

2,000円
を年に2回
集めます

部会に来て頂くか、SNS
でメッセージ下さい。
秋田大学音楽同好会と
いう名前でSNSやってま
す。（Twitter,instagram）

部室でのバンド練
習（音出し可、ドラ
ムやアンプ有）
毎週水曜日17：00
から部会を行う

紹介ライブ・ファーストライ
ブ・サマーライブ、学祭ライブ・
クリスマスライブ・卒業ライブ
1年間に6回、約2ヶ月間のサイク
ルで行う。その内2つはライブハ
ウスで、それ以外は部室で行う。

鍵 盤 の 会
P . f .

教育文化学部
4年次
村越　玲太

理工学研究科
小林　真人 41名

前期4,000円
後期4,000円

（年額8,000円）

Twitter：AU_piano
Instagram：au_pano_pf
のDMまで

サークル棟
（教育文化学部2号館
ピアノ練習室も使用可）

6月：定期演奏会
12月：定期演奏会
3月：春のコンサート

よ さ こ い
サ ー ク ル
よ さ と せ
歌 舞 輝

教育文化学部
3年次
石井　菜々恵

教育文化学部
山口　祥司 53名

月額
1,000円
+衣装代等

見学にお越しいただ
くか、よさとせ歌舞
輝Twitter
@ysts_kabuki
までご連絡ください!

明徳コミセン、旭川コ
ミセン、エリアなかい
ちにぎわい広場等
火・金
17：00～19：00

6月：合宿、ヤートセ秋田祭
10月：みちのくYOSAKOIまつ
り、秋大祭
その他、様々なイベントや演舞
に出演します。

秋田大学南
米民族音楽
サ ー ク ル
L a・m i a 

理工学部
3年次
瀬尾　真也

教育文化学部
藤井　慶博 17名 前後期

各3,000円

来ていただくか下記連絡
先に連絡お待ちしていま
す!
la_mia0au@yahoo.co.jp
Twitter：@la_mia_akita

教育棟3号館255室
月18：00～21：00

4月：ミニコンサート
6月：合宿
10月：コスキン・エン・ハポン
12月：クリスマスコンサート
その他季節イベントあり

プ ロ グ ラ
ミ ン グ
サ ー ク ル
T N P

理工学部
3年次
加賀谷　星也

情報統括セン
ター
横山　洋之

20名 年額
2,000円

活動場所まで直接お
越しいただく
またはメー ル：tnp.
akita@gmail.com
ツイッター：@tnp_ko

教育文化学部5号館裏
サークル棟2階
水・金
17：00～18：30

5～7月：初年次向け講座
7月：夏コミ準備
10月：秋大祭でゲーム展示
12月：冬コミ準備

秋田県学生
B B S 会

国際資源学部
4年次
北郷　友悠

教育文化学部
藤井　慶博 11名 なし

【Gmail】
a k i t a b b s @
gmail.com

【Twitter】
@akita_pref_bbs

主に土日
聖園天使園（秋田市）
土9：00～10：30
*新型コロナウイルス
の影響で一年休止

6月：東北大会
7月：矯正展
11月：全国大会、懇親会
2月：学生地域交流会
*状況により中止

茶 道 部
理工学部
4年次
平井　佑市朗

理工学研究科
辻内　裕 22名 年額

8,000円

直接和室へお越しくだ
さい。TwitterのDMで
も質問受け付けます。
@sado_akita_u

大学会館2階　和室
月・木
16：00-20：00

4月：新歓茶会
6月：千秋茶会などに参加
10月：文化祭茶会
1月：初釜

ボランティ
アサークル
V - n e t

教育文化学部
3年次
高橋　舞

教育文化学部
保坂　和貴 54名 年額

1,000円

Instagram
（vnet_akita）
又はtwitter

（@14vnet）
へのDMへの連絡。

社会福祉会館、秋田
大学周辺、医療療育
センター、あきた病院
活動日時は各ボラン
ティアによる。

①発達障がいの子どもとの交流
②秋田大学周辺のゴミ拾い

（③肢体不自由児への学習支援）
（④筋ジストロフィーの患者さん
との交流）
※（）は現在休止中

テ ー ブ ル
ゲ ー ム
サ ー ク ル

理工学部
3年次
藤田　丈詩

理工学研究科
内海　富博 30名 なし 活動日に直接受け

付け
教育5号館裏サークル棟
1階　集会室
火・木16：00～20：00

不定期開催　ゲーム会
8・9月：合宿

T.E. ～ 手
話・ 点 字
サークル～

教育文化学部
3年次
須藤　えみり

教育文化学部
藤井　慶博 23名 なし 代表者への連絡 教育棟4号館3階

障害児教育研究室
12月：聴覚支援学校寄宿舎
　　　交流会

秋田大学環
境サークル
G . C

国際資源学部
3年次
小林　恵大

理工学研究科
小笠原　正剛 16名 なし

Twitter（@Akn21GC）
またはInstagram

（@Kankyo_akita_univ）に
DMをお願いいたします。

手形キャンパス内
秋田市街
週末3時間程度

4月～11月：ごみ拾い
8月：花壇整備
11月：環境秋田県民フォーラム
　　　のイベント参加
1月：ゴミ減量パートナー

ダ ン ス
サ ー ク
ル　S .P . Y

理工学部
3年次
楠美　のどか

国際資源学研
究科
三宅　良美

27名
必要に応じて
その都度

（1年に4回ほど）
1,000円集金

サ ークル 公 式 イ
ン ス タグ ラム や
Twitterなどのダイ
レクトメッセージ

大学会館
月17：00～20：00
その他イベント前など練
習日が増える場合あり

6月：手形ナイト
7月：オープンキャンパス
10月：秋大祭
12月：全県総合ダンス祭
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創 作 工 房
教育文化学部
4年次
鈴木　りさ子

教育文化学部
石沢　真貴 4名 必要であれ

ば適宜徴収

創作工房公式メー
ルsousaku.akita@
gmail.com
へご連絡ください。

不定期
（各自で活動）

～7月会員それぞれ個人での
作品制作、展示会に向け準備等
7月：展示会
10月：秋大祭にて展示会

秋 田 大 学
ニューブラス
アンサンブル

教育文化学部
3年次
髙田　響子

教育文化学部 
為我井　寿一 17名 月額500円

公 式 メ ー ルaunbe.
since.1983@gmail.com
もしくは団体公式Twitter

（@a_u_n_b_e）まで

サークル棟Aリズム室
火、日
17：00～20：00

10月：秋大祭
3月：定期演奏会
※依頼に応じて訪問演奏等あ
り

ア カ ペ ラ
サ ー ク ル
i x i .

理工学部
3年次
須永　陽

教育文化学部
鈴木　徹 32名

年額5,000円
（状況によっ
て変動あり）

部員による勧誘も
し く は サ ー ク ル
SNSのダイレクト
メッセージから

教育3号館
一般2号館
火・木
18：00～20：00

4月：新入生歓迎ライブ
7月：定期演奏会
10月：学祭ライブ
冬　Winter Live

秋 田 大 学
推 理 小
説 研 究 会

理工学部
3年次
庭野　晴希

教育文化学部
大西　洋一 7名 なし

akitamysteryclub@
yahoo.co.jpに連絡し
ていただくか、直接活
動日にきていただくか

大学会館2階和室
火16：30～20：00

推理ゲーム、三題噺、読書会etc
…

海 外 鉱 業
研 究 会

国際資源学部
4年次
三浦　康平

国際資源学研
究科
今井　忠男

19名
なし

（ 野 外 活 動
の 都 度 集
金）

毎週金曜日17：00～
の部会に直接来る or
kaiken.bushi@gmail.
comへメール

国際資源学部1号館
毎週金曜日17：00～
休日は野外（鉱山跡
など）

毎月：鉱物採集、地質巡検
10月：秋大祭

秋田大学管
楽 研 究 会

理工学部
4年次
池田 沙優

教育文化学部
吉澤　恭子 29名

月額500円
（ サ ー ク ル
に参加した
月のみ）

部室に直接来ても
らい、入会届に必
要 事 項 を 記 入 の
上、代表に提出。

サークルA棟1階
リズム室
金17：00～21：00

4月：スプリングコンサート
7月：学内コンサート
10月：秋大祭
3月：定期演奏会
不定期 訪問演奏

秋田大学温
泉 研 究 会

理工学部
4年次 
若山　優介

国際資源学研
究科
坂中　伸也

10名 なし
直接部会または公式
Twitter（@shudai_
onken）のDMにて受
け付けています

部室等
水18：00～

週に一回部会
月に一回部員で集まり温泉に
行きます

映画研究会
教育文化学部
4年次
赤川　宙

教育文化学部
長谷川　章 10名 年 額1,000

円

映 画 研 究 会 の
TwitterのDMに て
受け付けています
@shudai_eiken

上映会・鑑賞会
…不定期 月2回
サークル棟C2階

通年開催　上映会・鑑賞会 
2月：映画イベントへの参加

将 棋 部
国際資源学部
3年次
鈴木　貴裕

教育文化学部
佐々木 雅子 10名 なし

将棋部twitterへの
ダイレクトメッセー
ジか活動に参加

一般教育一号館
3階301教室
火・金16：00～19：00

5月：東北学生将棋大会（春季）
6月：東北新人十傑戦
11月：東北学生将棋大会（秋季）
3月：東北オール学生将棋大会

S S A
～きょうだ
いの時間～

教育文化学部
4年次
松塚 由都

教育文化学部
鈴木　徹 13名

定額の納入なし
イベント費用を
集金する場合
がある

公式SNSのDMへ連絡
又は
特別支援教育コース
研究室（4号館3階）へ

会員の時間割に合わ
せて相談月1回程度
イベント前はその
限りではない

4月：きょうだいの日
5月：シブリングサポーター
　　 研修会
7月～12月各イベント企画、開催

落語研究会
理工学部
3年次
小田　渉

教育文化学部
林　良雄 32名

年額
2,000円

（初年次は
1,000円）

Twitter「@akita_
rakugo」
Instagram「akita_
ochiken」
にご連絡ください!

教育5号館裏の
サークル棟2階
木18：00～20：00

4月：新入生歓迎公演
6月：定期公演
10月：学祭公演
12月：定期公演
その他随時外部公演（コロナ禍以前）

秋 田 大 学
か る た 会

教育文化学部
4年次
大渕　莉子

教育文化学部
志立　正知 16名

部費は集め
ていません!
遠征費など
は自費とな
ります。

秋 田 大 学 か るた
会公式ツイッター
⇒@akitadaikaruta
へDMして頂くか、
見学へお越しくだ
さい!

明徳地区コミュニ
ティセンター
月・木
18：00～21：00

1月：北日本選手権（宮城）
4月：全国競技かるた酒田大会
　　（山形）
9月：全国競技かるた秋田大会
11月：椿杯争奪全国競技かる
た大会（宮城）などに毎年参加
しています!

R e v i v a L
国際資源学部
3年次
鈴木　遥介

医学系研究科
齊藤　明 40名 なし

（随時徴収）

Twitter
（ @ R e v i v a l _
Dance）へのDMま
でお気軽にご連絡
ください!

手形キャンパス
小体育館
月18時～20時
Hiphop,Break→1時間
Pop,Lock→1時間

10月：文化祭
不定期　ショーへの出演等

秋田大学病
児学習支援
ボランティ
アサークル

教育文化学部
3年次
高橋　綾乃

教育文化学部
藤井　慶博 17名 年額700円

byojakushien.
ak i t a@gma i l .
com

・遠隔（ZOOM）
・月に1、2回ほどの勉
強会（日時は未定）

7月：病弱児支援の研修会
12月：病児の教育支援研修会
通年･･･学習支援ボランティア

秋田大学釣
り 同 好 会

理工学部
4年次
藤井　龍雅

理工学研究科
山口　誠 30名 0円

秋田大学釣り同好
会teitterにDMを
お願いします.
TwitterのIDは 以
下の通りです.
@akita_ufishing

秋田市内
（港湾、河川、サーフ）
男鹿市（港湾、磯場）
月～日曜日の部員
の都合の合う日
18：00～22：00
土20：00～24：00

5・9月：釣り遠征（主に九州での
大型青物、ヒラスズキ等をター
ゲットとしたショアゲーム）
11月：釣り大会（同好会内、外
での釣り企画）
その他イベントあり

※文化系団体は他に秋田大学混声合唱団A.choir(休部中）、ＡＲＣグループ、虹があります。
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男 子 競 技
ス キ ー 部
女 子 競 技
ス キ ー 部

医学部
細渕　椋太
水澤　かな子

医学部
髙橋　直人 25名 年10,000円 Twitter ID：

@Akita_ski_ski

12～3月
週末：
田沢湖スキー場
9：00～16：00
平日：太平山オーパ
ススキー場
17：30～19：30
4～11月
学校や周辺施設で
陸上トレーニング
毎週月木
17：30～19：00

1月：合宿（田沢湖）、北医大
2月：インカレ
3月：合宿（田沢湖）、東医体

男子バドミ
ン ト ン 部

医学部
江森　太郎

医学部
南谷　佳弘 47名 年10,000円

程度
twitterアカウント
@akitamedbad2021

医学部体育館
毎週月・水・金 曜日 
17：30～19：15
毎週土曜日
9：00～12：00
※今年はコロナウ
イルスの影響で変
則的になっていま
す。

4・10月：県学生リーグ
5月：北医体
8月：東医体
9月：北保体
6・7・10・11月：
　　 他大との定期戦

女子バドミ
ン ト ン 部

医学部
山田　遥菜

医学部
南谷　佳弘 44名 年10,000円

akitau.med.
bad@gmail.com
初心者経験者問わ
ず大歓迎です！気
軽に見学に来てく
ださい。

医学部体育館
毎週月・水・金曜
17：30～19：15
毎週土曜
9：00～12：00
※現在はコロナウ
イルスの影響で変
則的になっていま
す

4・10月：学生リーグ（春・秋季）
5月：北医体
8月：東医体
9月：北保体
6・7・10・11月：定期戦

男 子
陸上競技部

医学部
大久保　知修

医学部
山田　竹千代 35名 11,000円

Twitter ID
@akita_iriku
初心者経験者問わ
ずマネージャーも
含め大歓迎です。
みんなで楽しく走
りましょう♪

手形グラウンド
毎週月曜日
17：30～19：30
毎週木曜日
17：30～19：30
毎週土曜日
9：00～12：00

6月：北医体
7月：合宿
8月：東医体

女 子
陸上競技部

医学部
吉田　有里彩

医学部
山田　竹千代 39名 11,000円

Twitter ID
@akita_iriku
初心者経験者問わ
ずマネージャーも
含め大歓迎です。
みんなで楽しく走
りましょう♪

手形グラウンド
毎週月曜日
17：30～19：30
毎週木曜日
17：30～19：30
毎週土曜日
9：00～12：00

6月：北医体
7月：合宿
8月：東医体

男子卓球部
医学部
下田　寛人
川畑　佳奈

医学部
安藤　秀明

男子
55名
女子
52名

10,000円
経験者はもちろ
ん、初心者も大歓
迎です！

医学部体育館
毎週火、水曜日
17：30～19：15
毎週土曜日
14：00～16：10

5月：東北リーグ
6月：定期戦
　　 （弘前大学、山形大学）
8月：東医体　全保体
10月：北医体　定期戦（全学）
11月：定期戦（弘前大学）
3月：東日本医歯薬大会

男 子
バスケット
ボ ー ル 部

医学部
畠山　怜大

医学部
山田　武千代 46名 年12,000円

Twitter：
@akitamedbasket 
気軽に見学にいら
して下さい。部員
一同いつでもお待
ちしております。

医学部体育館
毎週月水金
19：00～20：50

5月：北医体
8月：東医体 
11月：三大戦、十二大学定期戦 
その他練習試合、イベント等

女 子
バスケット
ボ ー ル 部

医学部
酒井　千恵

医学部
奥山　学 23名 月1,000円

Twitter
@aktmedbsk
Instagram
@aktmed_jobsk
気軽に見学に来て
ください！

医学部体育館
水曜日
19：00～20：50
土曜日
16：30～18：30

5月：北医体
8月：東医体
11月：九大学定期戦

　体育系団体

医学部登録団体
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男子バレー
ボ ー ル 部

医学部
池田　侑生

医学部
竹田　正秀 23名 5,000円 Twitter ID

@akitamuvt

医学部体育館
毎週火曜
17：00～19：00
毎週木曜
19：00～21：00
毎週土曜
11：30～14：00

5月：春季リーグ
6月：北医体
7月：東医体
10月：秋季リーグ

女子バレー
ボ ー ル 部

医学部
玉城　南帆

医学部
竹田　正秀 39名 年6,000円

Twitter
@akt_kejo
インスタ
akt_medgvb
初心者経験者問わ
ず大歓迎です！

医学部体育館
毎週木曜
17：30～19：00
毎週土曜
18：50～20：50

5月：北医体
8月：東医体
6～10月：定期戦

カ ー リ
ン グ 部

医学部
関口　晶子

医学部
野村　恭子 9名 年6,000円

Twitter ID
@akitadaicurling
お気軽に見学に来
てください。

秋田県立スケート場
週2日（水・日）

10月：ジュニア選手権
12月：ミックスダブルス
1月：大学選手権　など

男 子
サッカー部

医学部
榊　颯太

医学部
尾野　恭一 45名 15,000円

Twitter ID：
@akita_med_fc
Instagram ID：
akita_univ_med_fc
興味がある方は気
軽に連絡してくだ
さい。

手形グラウンド
月・木
18：00～20：00
土
14：00～17：00

6月：北医体
8月：東医体
9月：国公立

フ ッ ト
サ ル 部

医学部
榊　颯太 未定 30名 なし

Twitter ID ：
@akita_med_fc
Instagram ID：
akita_univ_med_fc
興味がある方は気
軽に連絡してくだ
さい。

医学部体育館
冬季　12月～3月
週2回　2時間

4月：新入生歓迎
1月：樹海フットサル大会

女 子
サッカー部

医学部
伊藤　夏実

医学部
尾野　恭一 20名 年10,000円

Twitter→
Akita_M_fc_Girls
mail→
akitamed.fcgirls@
gmail.com
気軽に連絡、練習
見学してくださ
い！

本道体育館
毎週日曜日
19：00～21：00

5-11月：県リーグ
7月末（仮）：東医体
2月：にかほカップ

水 泳 部 医学部
吉田　健人

医学部
尾野　恭一 27名 8,000円

Twitter：
suieibu_akita
Instagram：
akita_univ_swim_
team

夏季（秋大プール）
月火水金土
冬季（県立プール等）
火水金土

6月：合宿・北部大会
7月：北医体
8月：全国公

硬式庭球部 医学部
乗上　啓太

医学部
南條　博 36名 年12,000円

Twitter：
＠akitamedtennis
Instagram：
akitauniv.med.
tennisteam

月、水、金
17：30～19：30

（月は隔週）
土 9：00～11：00
or 13：30～15：30
月曜日は隔週。
土曜日は午前練習
と午後練習を隔週
で行っています。

5月：弘前大戦,北医体
7月：山形大戦,新潟大戦
8月：東医体
10月：弘前大（1,2年戦）

男子ソフト
テ ニ ス 部

医学部
椎名　勇介

医学部
飯島　克則 35名 10,000円

TwitterID：
@AkitaMedST
初心者大歓迎で
す！連絡待ってま
す

テニスコート
月火木：
17：30～19：00

（月曜は硬テと隔週
で行います）
土：午前練習と午後
練習を隔週で行い
ます

4月：定期戦
5月：春北医体
8月：東医体
9月：定期戦
10月：秋北医体

女子ソフト
テ ニ ス 部

医学部
久保真　由佳

医学部
飯島　克則 43名 年10,000円

Twitter ID：
@AkitaMedST
初心者も経験者も
大歓迎です
勉強と両立できる
部活です
見学だけでも来て
みてください

テニスコート
月火木
17：30～19：00
火のみ夜練
19：30～21：00
土曜日は午前練習
と午後練習のどち
らか

4月：定期戦
5月：春北医体
8月：東医体
9月：定期戦
10月：秋北医体
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ハ ン ド
ボ ー ル 部

医学部
掛谷　魁

医学部
長谷川　仁志 43名 年25,000円

akitamedhand
@yahoo.co.jp
Twitter：
akita0med0hand
初心者経験者問わ
ず大歓迎です。気
軽に見学に来てく
ださい！

医学部体育館
火曜：
19：00～20：50
木曜：
17：20～19：00
土曜：
14：00～16：30

6月：北医体
7月：県民体
8月：東医体
10月：県総合
11月：新人戦

ラグビー部 医学部
坂田　啓斗

医学部
寺田　幸弘 35名 10,000円

Twitter 
@akita_u_med_rfc
インスタ
@akitamedrugby
初心者・文化系大
歓迎です！
気軽に連絡くださ
い！

毎週月
18：00～
@手形グラウンド
毎週火木
17：30～
@本道グラウンド
毎週土9：00～
@手形グラウンド

6月：四定戦
8月：東医体
10月：東北大学リーグ

柔 道 部 医学部
白滝　雄大

医学部
八月朔日 泰和 4名 なし

医学部柔道部Twitter
＠akitamedjudo
ぜひ気軽に連絡く
ださい！！

毎週　月、水、金
19：30-21：00
手形キャンパス体
育館一階にて

5月：北医体
8月：東医体
11月：山形大との合同練習会

弓 道 部 医学部
増渕　玲

医学部
尾野　恭一 62名 年5,000円

TwitterID：
@akitaiq
Mail：akitaiq.shinka
@gmail.com

毎週火曜･木曜
18：00～20：00
土曜
15：00～17：30

6月：東北大会
7月：三大戦
8月：東医体･看学戦
9月：全医体

ボ ー ト 部 医学部
鈴木　佐和子

医学部
後藤　明輝 9名 なし

Twitter
@akitamedrowing
Facebookもやっ
てます

シーズン中 秋田運河
火・木5：30～7：00
土・日8：15～

（天候や部員の都合
で変更になる場合
があります）
オフシーズン 秋田高校
平日16：30頃～
土8：15～

5月：武藤杯
8月：東医体
　　 医療系レガッタ

自 転 車
競 技 部

医学部
唐澤　卓人

医学部
美作　宗太郎 14名 なし

Twitter 秋田大学医
学部自転車競技部
@akitamedracing

不定期
週3、4回程度 レース参加

空 手 道 部 医学部
遠藤　諒太郎

医学部
新山　幸俊 4名 都度徴収 akitamedkarate

@gmail.com

手形大体育館剣道場
月曜
19：00～21：00
手形小体育館
水曜
18：00～20：00
金曜
19：00～21：00

6月：北医体
8月：東医体

ゴ ル フ 部 医学部
白滝　雄大

医学部
羽渕　友則 13名

原則なし
（練習ごとに
200円程度
かかります）

akitamed.golf@
gmail.com

4月～10月
毎週金曜
18：30から秋田市
内のゴルフ練習場
にて

8月：東医体
10月：学内ゴルフコンペ

蹴球同好会 医学部
横山　永佳

医学部
美作　宗太郎 58名 0円

TwitterID
@akitamed_syukyu
経験問わず、どな
たでも大歓迎で
す。お気軽にいら
して下さい。

医学部体育館
毎週日曜日
9：00～11：30

年間通してゲームを行ってい
ます。

医 学 部
スノーボード部
IM STYLE

医学部
三宮　朝陽

医学部
山田　武千代 40名 年1,000円

instagram
@akitasnowboard
メッセージ気軽に
送って下さい。

田沢湖スキー場
協和スキー場など
週1程度

12月：初スノボ
2月：合宿

運動系団体は上記の他に準硬式野球部、剣道部、釣り部、登山部、ボルダリング部などがあります。
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J A Z Z
研 究 会

医学部
青木　亮也

医学部
守時　由起 35名

初年度
5,000円/年
2年目以降
7,000円/年

Twitter：
@akt_jazz
Instagram：
akitaunivjazz

活動場所：
本道会館2階
月・火・木：
16～20時
土：9～20時

10月：秋大祭
12月：クリスマスコンサート

軽 音 楽 部
O U T P U T

医学部
安積　由納

医学部
植木　重治 68名 約5,000円 Twitter ID

@AumOutput

本道会館2階
サークル室
毎週水・金曜日
16：00～20：00
毎週日曜日
9：00～20：00

年6回程度のライブ

E S S
（ E n g l i s h 
Speaking 
S o c i e t y ）

医学部
菅野　勇太

医学部
Donald Wood 88名 なし

Twitter ID：
@AkitamedEss
Instagram：
akitamedess
気軽にDMくださ
い！

週1回
17：00から20：00
医学部図書館1階グ
ループ学習室
いーぱる

11月：幹部交代式
その他季節イベントあり

室内合奏団 医学部
武藏　聖治

医学部
成田　伸太郎 51名 月1,000円

公式Twitter
@aucmc16
初心者大歓迎！弦
楽器を弾いてみま
せんか？
気軽にご連絡くだ
さい！

サークル棟
毎週月・水・金
18：00～20：00

定期演奏会
（アトリオン音楽ホール）
院内コンサート
依頼演奏　など

臨 床 心 理
研 究 会

医学部
小林　芙由

医学部
野村　恭子 23名 なし

rinken.akita@
gmail.com
随時見学を受け付
けています。
気軽にご連絡くだ
さい！

医学部図書館
グループ学習室
部員の希望に合わ
せて日程調整

月1回部会を開催
発表者とテーマは自由

手 話 部 医学部
荒巻　修治

医学部
山田　武千代 11名 なし

akitashuwa@
gmail.com
TwitterID：
@akitashuwa
気軽にご連絡くだ
さい

サークル棟D室
毎週木曜日
18：00～19：00

週一回
講師を招いての手話講座
不定期
行事交流等への参加

聖書研究会 医学部
佐藤　花音

医学部
後藤　明輝 1名 なし s4017545@

s.akita-u.ac.jp
毎週火曜日
18：00～19：00 歓迎会、KGK合宿など

M e d i c A 医学部
清水　祐佳里

医学部
長谷川　仁志 158名 なし Twitter：

@medicaakita 不定期 施設ボランティア、シミュレー
ション体験など

Volunteer 
Team AAA

医学部
川田　昂平

医学部
長谷川　仁志 29名 なし

akita.teamaaa@
gmail.com
ご気軽にご連絡く
ださい！！

週1～2回（土日）
老人ホーム等 老人ホームの訪問

写 真 部 医学部
紺野　瑞希

医学部
後藤　明輝 21名 なし

Twitter：
@akitamedphoto
Instagram：
@akita_med_photo
気軽にDM、コメ
ントどうぞ！お待
ちしております！

不定期で屋外の夜
景や星空を取りに
行きます！

4月：春の撮影会
10月：学祭作品展示
12月：冬の撮影会
その他、各部活動の大会や演奏
会の撮影など、、

文化系団体は上記の他に秋医祭実行委員会があります。

　文化系団体
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C A M P U S  L I F E  2 0 2 2

課
外
活
動

　保健学科登録団体

団体名 代表者 顧問教職員 部員数 部（会） 費 加入申込先 主な活動（練習）
場所及び日時等 主な活動計画

区画活性課 保健学科（作業）
齋藤　あみ

医学部
石川　隆志 54名 なし 保健学科（作業）

齋藤　あみ
保健学科棟

（不定期）
4月：サークル説明会
5～8月：園芸活動
12月：イルミネーション設置

園 芸 農 業
ク ラ ブ
S a r y o -

保健学科（作業）
吉田　愛梨

医学部
髙橋　恵一 54名 なし 保健学科（作業）

吉田　愛梨
保健学科棟
1階中庭

（不定期）

4月：草むしり
5～6月：種まき
6～10月：水やり、草むしり

釣 り
サ ー ク ル

医学部
齊藤　明 休部中 なし 医学部

齊藤　明
川・海
天気のよい日 未定

病 棟
ボ ラ ン
テ ィ ア

保健学科（看護）
中嶋　夢菜

医学部
大高　麻衣子 24名 なし 保健学科（看護）

中嶋　夢菜
医学部附属病院
小児病棟

（毎週金曜）

・ゲームへの参加
・勉強を教える
・季節行事へ参加

科 学 研 究
ク　 ラ　 ブ

医学部
吉岡　年明 0名 なし 医学部

吉岡　年明

保健学科
人体構造・機能学
自習室（B-106）
（週1～2回）

・研究のための実験
・勉強会
・抄読会（教科書）

キャンパス
サポーター

保健学科（作業）
吉田　愛梨

医学部
津軽谷　恵 2名 なし 保健学科（作業）

吉田　愛梨 暮らしの保健室
・構内で認知症カフェを開催
・認知症サポーター養成講座
の補助
・外部活動へ参加

山 の 会
こ ま く さ

医学部
岡田　恭司 休部中 なし 医学部

岡田　恭司 県内外の山々 未定



学生歌

89
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課
外
活
動

白雪かほる
（昭和39年度秋田大学学生歌）
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課
外
活
動

若い樹々
（昭和40年度秋田大学学生歌）
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課
外
活
動

海よ雲よ風よ
（秋田大学創立30周年記念学生歌）
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Memo
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

第
４
条
　
前
条
の
学
部
又
は
学
科
に
置
く
講
座
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
大
学
院
）

第
５
条
　
本
学
に
，
大
学
院
を
置
き
，
次
の
研
究
科
及
び
研
究
科
等
連
係
課
程
実
施
基
本
組
織
を
置
く
。

　
国
際
資
源
学
研
究
科

　
教
育
学
研
究
科

　
医
学
系
研
究
科

　
理
工
学
研
究
科

　
先
進
ヘ
ル
ス
ケ
ア
工
学
院

２
　
大
学
院
に
関
す
る
規
則
は
，
別
に
定
め
る
。

第
６
条
　
削
除

　（
附
属
学
校
及
び
教
育
研
究
施
設
等
）

第
７
条
　
本
学
の
学
部
及
び
研
究
科
に
，
次
の
附
属
学
校
，
教
育
研
究
施
設
，
教
育
施
設
及
び
研
究
施
設
を
置
く
。

　
国
際
資
源
学
研
究
科
　
附
属
鉱
業
博
物
館

　
教
育
文
化
学
部
　
附
属
幼
稚
園
，附
属
小
学
校
，附
属
中
学
校
，附
属
特
別
支
援
学
校
，附
属
教
職
高
度
化
セ
ン
タ
ー

　
医
学
系
研
究
科
　
附
属
地
域
包
括
ケ
ア
・
介
護
予
防
研
修
セ
ン
タ
ー

　
医
　
　
学
　
　
部
　
附
属
病
院

　
理
工
学
研
究
科
　
附
属
革
新
材
料
研
究
セ
ン
タ
ー
，
附
属
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
教
育
創
成
セ
ン
タ
ー

２
　
附
属
学
校
及
び
教
育
研
究
施
設
等
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
）

第
８
条
　
本
学
に
，
次
の
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
を
置
く
。

　
産
学
連
携
推
進
機
構

　
情
報
統
括
セ
ン
タ
ー

　
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
教
育
・
研
究
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
放
射
性
同
位
元
素
セ
ン
タ
ー

　
環
境
安
全
セ
ン
タ
ー

　
国
際
資
源
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

　
地
方
創
生
セ
ン
タ
ー

　
高
齢
者
医
療
先
端
研
究
セ
ン
タ
ー

　
電
動
化
シ
ス
テ
ム
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー

　
自
殺
予
防
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

　
地
域
防
災
減
災
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

２
　
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
セ
ン
タ
ー
）

第
９
条
　
本
学
に
，
次
の
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

　
評
価
・
Ｉ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

　
高
等
教
育
グ
ロ
ー
バ
ル
セ
ン
タ
ー

　
学
生
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー

　
高
大
接
続
セ
ン
タ
ー

　
教
職
課
程
・
キ
ャ
リ
ア
支
援
セ
ン
タ
ー

２
　
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
附
属
図
書
館
）

第
10
条
　
本
学
に
，
附
属
図
書
館
を
置
く
。

２
　
前
項
の
附
属
図
書
館
に
，
館
長
を
置
く
。

３
　
附
属
図
書
館
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
）
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［
秋
田
大
学
学
則
］

　
　
　
第
１
章
　
　
総
則

　
　
　
　
第
１
節
　
　
目
的

　（
目
的
）

第
１
条
　
秋
田
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。）
は
，
学
術
，
文
化
の
中
心
と
し
て
，
広
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
，

深
く
専
門
の
学
術
を
教
授
研
究
し
，
知
的
，
道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
，
も
っ
て
平
和
文
化
の
進
展
に

寄
与
す
る
人
材
の
育
成
を
目
的
と
す
る
。

　（
教
育
研
究
上
の
目
的
の
公
表
等
）

第
１
条
の
２
　
本
学
は
，
学
部
，
学
科
又
は
課
程
ご
と
に
，
人
材
の
養
成
に
関
す
る
目
的
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
目
的

を
規
程
等
に
定
め
，
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
自
己
評
価
等
）

第
２
条
　
本
学
は
，
そ
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
を
図
り
，
前
条
の
目
的
及
び
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
に
，
本
学

に
お
け
る
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
，
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
点
検
及
び
評
価
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

３
　
本
学
は
，
第
１
項
の
点
検
及
び
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
，
本
学
職
員
以
外
の
者
に
よ
る
検
証
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
第
２
節
　
　
組
織

　（
学
部
）

第
３
条
　
本
学
に
，
次
の
学
部
を
置
く
。

　
国
際
資
源
学
部
，
教
育
文
化
学
部
，
医
学
部
，
理
工
学
部

２
　
学
部
に
学
部
長
を
置
く
。
た
だ
し
，
国
際
資
源
学
部
に
お
い
て
は
国
際
資
源
学
研
究
科
長
，
医
学
部
に
お
い
て
は
医

学
系
研
究
科
長
，
理
工
学
部
に
お
い
て
は
理
工
学
研
究
科
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
　
学
部
に
置
く
学
科
又
は
課
程
並
び
に
そ
の
入
学
定
員
，
２
年
次
編
入
学
定
員
，
３
年
次
編
入
学
定
員
及
び
収
容
定
員

は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
  部

，
学

  科
・

課
  程

入
学

定
員

２
年

次
編

入
学

定
員

3年
次

編
入

学
定

員
収

容
定

員
国
際
資
源
学
部

名
名

名
名

国
際
資
源
学
科

12
0

48
0

計
12
0

48
0

教
育
文
化
学
部

学
校
教
育
課
程

11
0

44
0

地
域
文
化
学
科

10
0

40
0

計
21
0

84
0

医
学
部

医
学

科
95

5
59
5

保
健

学
科

10
6

14
45
2

計
20
1

5
14

1,
04
7

理
工
学
部

生
命

科
学

科
45

18
0

物
質

科
学

科
11
0

44
0

数
理・
電
気
電
子
情
報
学
科

12
0

48
0

シ
ス
テム
デ
ザ
イ
ン
工
学
科

12
0

48
0

各
学

科
共

通
12

24
計

39
5

12
1,
60
4

合
　
　
　
　
　
計

92
6

5
26

3,
97
1

４
　
学
部
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

平
成
16
年
４
月
１
日

規
則
第
２
号

秋
田

大
学

規
程

 e
tc

.
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

定
に
よ
り
当
該
学
部
に
入
学
し
た
後
に
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
当
該
単
位
数
，
そ
の
修
得
に
要
し

た
期
間
そ
の
他
学
部
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
決
定
す
る
。

　（
在
学
期
間
）

第
18
条
　
在
学
期
間
は
，
修
業
年
限
の
２
倍
の
年
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
医
学
部
医
学
科
に
あ
っ
て
は
，
１
年
次
か
ら
３
年
次
を
通
算
し
て
５
年
，
４
年
次
か

ら
６
年
次
を
通
算
し
て
６
年
を
，
医
学
部
保
健
学
科
及
び
理
工
学
部
に
あ
っ
て
は
，
１
年
次
及
び
２
年
次
を
通
算
し

て
４
年
，
３
年
次
及
び
４
年
次
を
通
算
し
て
４
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
第
24
条
か
ら
第
27
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
者
の
在
学
期
間
は
，
入
学
後
の
在
学
す
べ
き
年
数
の
２
倍
を

超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
第
24
条
か
ら
第
27
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
医
学
部
医
学
科
に
入
学
し
た
者
の
う
ち
，

２
年
次
に
入
学
し
た
者
の
在
学
期
間
は
，
２
年
次
及
び
３
年
次
を
通
算
し
て
４
年
，
４
年
次
か
ら
６
年
次
を
通
算
し

て
６
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
　
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
第
25
条
か
ら
第
27
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
理
工
学
部
に
入
学
し
た
者
の
う
ち
，

２
年
次
に
入
学
し
た
者
の
在
学
期
間
は
，
２
年
次
は
３
年
，
３
年
次
及
び
４
年
次
を
通
算
し
て
４
年
を
限
度
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
，
２
年
次
か
ら
４
年
次
ま
で
合
わ
せ
て
６
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６
　
第
48
条
の
規
定
に
よ
り
転
学
部
し
た
者
の
転
学
部
後
の
在
学
期
間
は
，
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部

長
が
決
定
す
る
。
た
だ
し
，
第
１
項
に
定
め
る
在
学
期
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
第
２
節
　
入
学

　（
入
学
の
時
期
）

第
19
条
　
入
学
の
時
期
は
，
学
年
の
始
め
と
す
る
。
た
だ
し
，
学
年
の
途
中
に
お
い
て
も
，
学
期
の
始
め
に
，
学
生
を

入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
入
学
資
格
）

第
20
条
　
入
学
資
格
を
有
す
る
者
は
，
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
⑴
　
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者

　
⑵
　
通
常
の
課
程
に
よ
る
12
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

　
⑶
　
外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
12
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
文
部
科
学
大
臣
の

指
定
し
た
者
（
昭
和
56
年
文
部
省
告
示
第
15
3号
）

　
⑷
　
文
部
科
学
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
在
外
教
育
施
設
の
当
該
課

程
を
修
了
し
た
者

　
⑸
　
専
修
学
校
の
高
等
課
程
（
修
業
年
限
が
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た

す
も
の
に
限
る
。）
で
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
を
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
日
以
後
に
修
了
し
た
者

　
⑹
　
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
（
昭
和
23
年
文
部
省
告
示
第
47
号
）

　
⑺
　
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
17
年
文
部
科
学
省
令
第
１
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定

試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
規
則
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
26
年
文

部
省
令
第
13
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。）

　
⑻
　
本
学
に
お
い
て
，
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
，
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認

め
た
者
で
，
18
歳
に
達
し
た
も
の

　（
入
学
出
願
の
手
続
）

第
21
条
　
本
学
へ
の
入
学
を
志
願
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
願
書
そ
の
他
所
定
の
書
類
を
提
出
す
る
と
と

も
に
，
検
定
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第
67
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
，
検
定
料
の
免
除
を
申

し
出
た
者
の
検
定
料
の
免
除
に
つ
い
て
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

　（
入
学
者
の
選
考
）

第
22
条
　
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
，
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
選
考
を
行
い
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が

合
格
者
を
決
定
す
る
。

　（
入
学
手
続
及
び
入
学
許
可
）
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第
11
条
　
本
学
に
，
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

２
　
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
地
（
知
）
の
拠
点
推
進
本
部
）

第
11
条
の
２
　
本
学
に
，
地
（
知
）
の
拠
点
推
進
本
部
を
置
く
。

２
　
地
（
知
）
の
拠
点
推
進
本
部
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
　
第
３
節
　
教
授
会
及
び
カ
ウ
ン
シ
ル

　（
教
授
会
）

第
12
条
　
学
部
に
，
教
授
会
を
置
く
。

２
　
教
授
会
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
カ
ウ
ン
シ
ル
）

第
12
条
の
２
　
学
部
に
，
カ
ウ
ン
シ
ル
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
カ
ウ
ン
シ
ル
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
　
第
４
節
　
学
年
，
学
期
及
び
休
業
日

　（
学
年
）

第
13
条
　
学
年
は
，
毎
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
，
翌
年
３
月
31
日
に
終
わ
る
。

　（
学
期
）

第
14
条
　
学
年
を
分
け
て
，
次
の
２
学
期
と
す
る
。

　
前
期
　
４
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で

　
後
期
　
10
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
，
学
期
を
越
え
て
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　（
休
業
日
）

第
15
条
　
休
業
日
（
授
業
を
行
わ
な
い
日
）
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
日
曜
日
及
び
土
曜
日

　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23
年
法
律
第
17
8号
）
に
定
め
る
休
日

　
春
季
休
業

　
夏
季
休
業

　
冬
季
休
業

２
　
前
項
に
掲
げ
る
春
季
休
業
，
夏
季
休
業
及
び
冬
季
休
業
の
期
間
は
，
学
長
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，

こ
れ
ら
の
休
業
期
間
に
つ
い
て
は
，
学
部
に
お
い
て
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

３
　
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
長
は
臨
時
の
休
業
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
３
日
以
内
の
休
業

に
つ
い
て
は
，
学
部
長
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
，
休
業
日
に
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　（
創
立
記
念
日
）

第
15
条
の
２
　
本
学
の
創
立
記
念
日
は
，
６
月
１
日
と
す
る
。

　
　
　
第
２
章
　
学
部
通
則

　
　
　
　
第
１
節
　
修
業
年
限
及
び
在
学
期
間

　（
修
業
年
限
）

第
16
条
　
学
部
の
修
業
年
限
は
，
４
年
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
医
学
部
医
学
科
の
修
業
年
限
は
６
年
と
す
る
。

　（
修
業
年
限
の
通
算
）

第
17
条
　
本
学
の
科
目
等
履
修
生
（
大
学
の
学
生
以
外
の
者
に
限
る
。）
と
し
て
一
定
の
単
位
を
修
得
し
た
者
が
本
学
に

入
学
す
る
場
合
，
当
該
単
位
の
修
得
に
よ
り
当
該
入
学
す
る
学
部
の
教
育
課
程
の
一
部
を
履
修
し
た
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
，
当
該
学
部
の
修
業
年
限
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
期
間
を
前
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
に
通
算
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
修
業
年
限
に
通
算
す
る
期
間
は
，
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
31
年
文
部
省
令
第
28
号
）
第
30
条
第
１
項
の
規
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

学
長
が
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
⑴
　
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
退
学
し
た
者

　
⑵
　
教
員
養
成
学
部
２
年
課
程
を
修
了
し
た
者

　
⑶
　
短
期
大
学
，
高
等
専
門
学
校
，
国
立
工
業
教
員
養
成
所
又
は
国
立
養
護
教
諭
養
成
所
を
卒
業
し
た
者

　
⑷
　
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
か
つ
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
授
業
時
数
が
1,
70
0時
間
以
上

で
あ
る
も
の
）
を
修
了
し
た
者
（
第
20
条
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）

　
⑸
　
学
校
教
育
法
施
行
規
則（
昭
和
22
年
文
部
省
令
第
11
号
）附
則
第
７
条
に
定
め
る
従
前
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
，

専
門
学
校
又
は
教
員
養
成
諸
学
校
等
の
課
程
を
修
了
し
，
又
は
卒
業
し
た
者

　
⑹
　
外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る
14
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
，
医
学
部
医
学
科
に
編
入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ

る
と
き
は
，
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
⑴
　
他
大
学
の
医
学
進
学
課
程
又
は
歯
学
進
学
課
程
を
修
了
し
た
者

　
⑵
　
外
国
に
お
い
て
医
学
又
は
歯
学
の
進
学
の
課
程
に
相
当
す
る
課
程
を
含
む
学
校
教
育
に
お
け
る
14
年
の
課
程
を

修
了
し
た
者

３
　
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
者
の
既
に
履
修
し
た
授
業
科
目
及
び
単
位
数
の
取
扱
い
並
び
に
入
学
後
の
在
学
す

べ
き
期
間
に
つ
い
て
は
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
決
定
す
る
。

４
　
第
21
条
及
び
第
23
条
の
規
定
は
，
編
入
学
に
，
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　（
転
入
学
）

第
26
条
　
他
の
大
学
に
現
に
在
学
す
る
者
で
，
本
学
へ
の
転
入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，
欠
員
の
あ
る
場
合

に
限
り
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
第
21
条
，
第
23
条
及
び
前
条
第
３
項
の
規
定
は
，
転
入
学
に
，
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　（
再
入
学
）

第
27
条
　
本
学
を
退
学
し
た
者
，
退
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
又
は
除
籍
さ
れ
た
者
で
，
同
一
の
学
部
学
科
又
は
課
程
に
再

入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
入
学
を
許
可
す

る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
第
21
条
，
第
23
条
及
び
第
25
条
第
３
項
の
規
定
は
，
再
入
学
に
，
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
　
　
　
第
３
節
　
教
育
課
程
及
び
履
修
方
法
等

　（
教
育
課
程
の
編
成
方
針
）

第
28
条
　
教
育
課
程
は
，
学
部
及
び
学
科
又
は
課
程
等
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科
目
を
開

設
し
，
体
系
的
に
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
教
育
課
程
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
，
学
部
等
の
専
攻
に
係
る
専
門
の
学
芸
を
教
授
す
る
と
と
も
に
，
幅
広
く
深
い
教

養
及
び
総
合
的
な
判
断
力
を
培
い
，
豊
か
な
人
間
性
を
涵
養
す
る
よ
う
適
切
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
教
育
課
程
の
編
成
方
法
）

第
29
条
　
教
育
課
程
は
，
各
授
業
科
目
を
必
修
科
目
，
選
択
科
目
及
び
自
由
科
目
に
分
け
，
こ
れ
を
各
年
次
に
配
当
し

て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
授
業
科
目
の
区
分
は
，
教
養
教
育
科
目
，
基
礎
教
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
と
す
る
。

　（
授
業
の
方
法
）

第
29
条
の
２
　
授
業
は
，
講
義
，
演
習
，
実
験
，
実
習
若
し
く
は
実
技
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
又
は
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
授
業
は
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
　
利
用
し
て
，
当

該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　

３
　
第
１
項
の
授
業
は
，
外
国
に
お
い
て
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
　
つ
い
て
も
同
様

と
す
る
。

４
　
卒
業
の
要
件
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
の
う
ち
，
第
２
項
に
規
定
す
る
授
業
の
方
法
に
よ
　
り
修
得
す
る
単

位
数
は
60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
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第
23
条
　
前
条
の
合
格
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
，
宣
誓
書
そ
の
他
所
定
の
書
類
を
提
出
す
る
と
と
も
に
，
入
学
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第
67
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
入
学
料
の
免
除
を
願
い

出
た
者
の
入
学
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
学
長
は
，
前
項
の
入
学
手
続
き
を
完
了
し
た
者
に
入
学
を
許
可
す
る
。

　（
２
年
次
及
び
３
年
次
編
入
学
）

第
24
条
　
第
３
条
第
３
項
の
表
に
掲
げ
る
医
学
部
医
学
科
の
２
年
次
編
入
学
定
員
で
編
入
学
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
者

は
，
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
⑴
　
大
学
を
卒
業
し
た
者
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）（
以
下
「
学
校
教
育
法
」
と
い
う
。）
第
87
条

第
２
項
に
規
定
す
る
医
学
を
履
修
す
る
課
程
の
卒
業
者
を
除
く
。）

　
⑵
　
学
校
教
育
法
第
10
4条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
学
士
の
学
位
（
学
士
（
医
学
）
の
学
位
を
除
く
。）
を
授
与
さ
れ

た
者

　
⑶
　
外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る
16
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
（
学
校
教
育
に
お
け
る
15
年
の
課
程
を
修

了
し
，
学
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
取
得
し
た
と
認
め
た
者
を
含
む
。）

２
　
第
３
条
第
３
項
の
表
に
掲
げ
る
医
学
部
保
健
学
科
の
３
年
次
編
入
学
定
員
で
編
入
学
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
⑴
　
看
護
学
専
攻
に
つ
い
て
は
，
次
の
イ
，
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
者

　
　
イ
　
短
期
大
学
の
看
護
学
科
を
卒
業
し
た
者

　
　
ロ
　
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
か
つ
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
授
業
時
数
が
1,
70
0時
間
以

上
で
あ
る
も
の
）
に
お
い
て
看
護
学
科
を
修
了
し
た
者
（
第
20
条
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）

　
　
ハ
　
高
等
学
校
の
看
護
系
専
攻
科
の
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め

る
基
準
を
満
た
す
も
の
）
を
修
了
し
た
者
（
第
20
条
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）

　
⑵
　
理
学
療
法
学
専
攻
に
つ
い
て
は
，
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者

　
　
イ
　
短
期
大
学
の
理
学
療
法
学
科
を
卒
業
し
た
者

　
　
ロ
　
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
か
つ
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
授
業
時
数
が
1,
70
0時
間
以

上
で
あ
る
も
の
）
に
お
い
て
理
学
療
法
学
科
を
修
了
し
た
者
（
第
20
条
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）

　
⑶
　
作
業
療
法
学
専
攻
に
つ
い
て
は
，
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者

　
　
イ
　
短
期
大
学
の
作
業
療
法
学
科
を
卒
業
し
た
者

　
　
ロ
　
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
か
つ
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
授
業
時
数
が
1,
70
0時
間
以

上
で
あ
る
も
の
）
に
お
い
て
作
業
療
法
学
科
を
修
了
し
た
者
（
第
20
条
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）

３
　
第
３
条
第
３
項
の
表
に
掲
げ
る
理
工
学
部
の
３
年
次
編
入
学
定
員
で
編
入
学
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
⑴
　
大
学
を
卒
業
し
た
者

　
⑵
　
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者

　
⑶
　
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
か
つ
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
授
業
時
数
が
1,
70
0時
間
以
上

で
あ
る
も
の
）
を
修
了
し
た
者
（
第
20
条
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）

　
⑷
　
高
等
学
校
の
専
攻
科
の
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
を

満
た
す
も
の
）
を
修
了
し
た
者
（
第
20
条
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）

　
⑸
　
大
学
に
２
年
以
上
在
学
し
，
所
定
の
単
位
を
修
得
し
た
者

　
⑹
　
外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る
14
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

　
⑺
　
そ
の
他
前
各
号
に
定
め
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

４
　
前
３
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
者
の
既
に
履
修
し
た
授
業
科
目
及
び
単
位
数
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
教
授
会
の

議
を
経
て
，
学
部
長
が
決
定
す
る
。

５
　
第
21
条
か
ら
第
23
条
ま
で
の
規
定
は
，
２
年
次
及
び
３
年
次
編
入
学
に
，
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　（
編
入
学
）

第
25
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
，本
学
へ
の
編
入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，教
授
会
の
議
を
経
て
，
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
，
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
教
授
会
の
議
を
経

て
，
学
部
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
１
項
の
規
定
は
，
第
41
条
に
規
定
す
る
留
学
及
び
第
42
条
に
規
定
す
る
休
学
に
よ
り
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大

学
に
お
い
て
学
修
す
る
者
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

４
　
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
は
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
合
わ
せ
て
60
単
位
を
限
度
と
し
て
当
該
学
部

に
お
い
て
，
修
得
し
た
単
位
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　（
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
）

第
37
条
　
本
学
に
お
い
て
，
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
行
う
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科

に
お
け
る
学
修
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
，
当
該
学
部
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，

教
授
会
の
議
を
経
て
，
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
前
条
第
４
項
に
よ
り
修
得
し
た
と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ

せ
て
60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

　（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）

第
38
条
　
本
学
に
お
い
て
，
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
本
学
に
入
学
す
る
前
に
大
学
又
は
短
期
大
学
（
外

国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
を
含
む
。）
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
（
科
目
等
履
修
生
と

し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。）
を
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
に
入
学
し
た
後
の
当
該
学
部
に
お
け
る
授
業
科
目

の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
本
学
に
お
い
て
，
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
本
学
に
入
学
す
る
前
に
行
っ
た
大
学
以
外
の
教
育
施
設

等
に
お
け
る
学
修
を
，
当
該
学
部
の
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
単
位
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
単
位
数
は
，
編
入
学
，
転
入
学
等

の
場
合
を
除
き
，
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
，
第
36
条
第
４
項
及
び
前
条
第
１
項
に

よ
り
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

　（
学
部
規
程
）

第
39
条
　
本
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
教
育
課
程
及
び
履
修
方
法
等
に
つ
い
て
は
，
学
部
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

　
　
　
　
第
３
節
の
２
　
教
育
職
員
免
許
状

　（
教
育
職
員
免
許
状
）

第
40
条
　
教
育
職
員
の
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律

第
14
7号
）
に
定
め
る
所
定
の
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
で
き
る
教
育
職
員
の
免
許
状
の
種
類
等
に
つ
い
て
は
，
学
部
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

　
　
　
　
第
４
節
　
留
学
，
休
学
，
退
学
及
び
転
学
等

　（
留
学
）

第
41
条
　
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
留
学
を
志
願
す
る
者
は
，
学
部
長
に
願
い
出
て
，
教
授
会
の
議
を
経
て
そ
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
よ
り
留
学
し
た
期
間
は
，
第
16
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
休
学
）

第
42
条
　
疾
病
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
，
引
き
続
き
２
か
月
以
上
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
，
所
定
の
書

類
に
よ
り
学
部
長
に
休
学
を
願
い
出
て
，
そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
疾
病
の
た
め
修
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
，
学
部
長
は
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

　（
大
学
院
入
学
の
た
め
の
休
学
）

第
42
条
の
２
　
医
学
部
医
学
科
の
４
年
次
を
修
了
し
た
者
が
，
本
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
博
士
課
程
及
び
連
携
に
よ

る
研
究
医
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
東
北
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
博
士
課
程
に
入
学
す
る
た
め
に
休
学
し
よ
う
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　（
履
修
科
目
の
登
録
の
上
限
）

第
30
条
　
各
学
部
は
，
学
生
が
各
年
次
に
わ
た
っ
て
適
切
に
授
業
科
目
を
履
修
す
る
た
め
，
卒
業
の
要
件
と
し
て
学
生

が
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
つ
い
て
，
学
生
が
１
年
間
又
は
１
学
期
に
履
修
科
目
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
単

位
数
の
上
限
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
学
部
は
，
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
定
の
単
位
を
優
れ
た
成
績
を
も
っ
て
修
得
し
た
学
生
に
つ
い
て
は
，
前

項
に
定
め
る
上
限
を
超
え
て
履
修
科
目
の
登
録
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
単
位
）

第
31
条
　
各
授
業
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
，
１
単
位
の
授
業
科
目
を
45
時
間
の
学
修
を
必
要
と
す
る
内
容
を
も
っ

て
構
成
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
，
授
業
の
方
法
に
応
じ
，
当
該
授
業
に
よ
る
教
育
効
果
，
授
業
時
間
外
に
必
要
な
学

修
等
を
考
慮
し
て
，
次
の
基
準
に
よ
り
単
位
数
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
講
義
及
び
演
習
に
つ
い
て
は
，
15
時
間
か
ら
30
時
間
ま
で
の
範
囲
で
別
に
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て
１
単

位
と
す
る
。

　
⑵
　
実
験
，
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
，
30
時
間
か
ら
45
時
間
ま
で
の
範
囲
で
別
に
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ

て
１
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
，
芸
術
等
の
分
野
に
お
け
る
個
人
指
導
に
よ
る
実
技
の
授
業
に
つ
い
て
は
，
別
に
定

め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て
１
単
位
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
卒
業
論
文
，
卒
業
研
究
，
卒
業
制
作
等
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ら
の
学
修

の
成
果
を
評
価
し
て
単
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
，
こ
れ
ら
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮

し
て
，
単
位
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
二
以
上
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
う
場
合
の
単
位
の
計
算
基
準
）

第
31
条
の
２
　
本
学
が
，
一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
，
講
義
，
演
習
，
実
験
，
実
習
又
は
実
技
の
う
ち
二
以
上
の
方
法

の
併
用
に
よ
り
行
う
場
合
の
単
位
数
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
応
じ
，
前
条
に
規
定
す
る

基
準
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
成
績
評
価
基
準
等
の
明
示
等
）

第
31
条
の
３
　
本
学
は
，
学
生
に
対
し
て
，
授
業
の
方
法
及
び
内
容
並
び
に
１
年
間
の
授
業
の
計
画
を
あ
ら
か
じ
め
明

示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
本
学
は
，
学
修
の
成
果
に
係
る
評
価
及
び
卒
業
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
，
客
観
性
及
び
厳
格
性
を
確
保
す
る
た
め
，

学
生
に
対
し
て
そ
の
基
準
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
と
と
も
に
，
当
該
基
準
に
し
た
が
っ
て
適
切
に
行
う
も
の
と
す

る
。

　（
教
育
内
容
等
の
改
善
の
た
め
の
組
織
的
研
修
等
）

第
31
条
の
４
　
本
学
は
，
授
業
の
内
容
及
び
方
法
の
改
善
を
図
る
た
め
の
組
織
的
な
研
修
及
び
研
究
を
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

　（
１
年
間
の
授
業
期
間
）

第
32
条
　
１
年
間
の
授
業
を
行
う
期
間
は
，
定
期
試
験
等
の
期
間
を
含
め
，
35
週
に
わ
た
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

　（
各
授
業
科
目
の
授
業
期
間
）

第
33
条
　
各
授
業
科
目
の
授
業
は
，
10
週
又
は
15
週
に
わ
た
る
期
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
教

育
上
必
要
が
あ
り
，
か
つ
，
十
分
な
教
育
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

　（
卒
業
の
要
件
）

第
34
条
　
卒
業
の
要
件
は
，
第
16
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
以
上
在
学
し
，
各
学
部
が
定
め
る
所
定
の
単
位
を
修
得
す

る
も
の
と
す
る
。

　（
他
学
部
授
業
科
目
の
履
修
）

第
35
条
　
他
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
属
学
部
長
を
経
て
当
該
学
部
長
の
許
可
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
）

第
36
条
　
本
学
に
お
い
て
，
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
と
の
協
議
に
基
づ
き
，
当
該

大
学
又
は
短
期
大
学
の
授
業
科
目
を
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

　
　
理
工
学
部
　
学
士
（
工
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
士
（
理
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
士
（
理
工
学
）

３
　
学
位
授
与
に
関
す
る
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
　
第
６
節
　
賞
罰

　（
表
彰
）

第
51
条
　
学
生
と
し
て
表
彰
に
価
す
る
行
為
が
あ
る
と
き
学
長
は
，
こ
れ
を
表
彰
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
学
生
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
懲
戒
）

第
52
条
　
学
生
が
本
学
の
学
則
に
違
反
し
，
又
は
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
，
学
長
は
教
授

会
の
議
を
経
て
，
懲
戒
す
る
。

２
　
懲
戒
の
種
類
は
，
訓
告
，
停
学
及
び
退
学
と
す
る
。

　
　
　
　
第
７
節
　
学
生
寮
及
び
厚
生
施
設

　（
学
生
寮
及
び
厚
生
施
設
）

第
53
条
　
本
学
に
，
学
生
寮
及
び
厚
生
施
設
を
置
く
。

２
　
学
生
寮
及
び
厚
生
施
設
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
　
第
８
節
　
研
究
生
，
特
別
聴
講
学
生
，
科
目
等
履
修
生
及
び
外
国
人
留
学
生

　（
研
究
生
）

第
54
条
　
本
学
に
お
い
て
特
定
の
専
門
事
項
を
研
究
す
る
こ
と
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，
学
部
の
教
育
研
究
に

支
障
の
な
い
場
合
に
限
り
，
教
授
会
に
お
い
て
選
考
の
上
，
学
部
長
は
研
究
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
研
究
生
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
特
別
聴
講
学
生
）

第
55
条
　
本
学
に
お
い
て
特
定
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
志
願
す
る
他
の
大
学
，
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学

校
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
高
等
教
育
機
関
を
含
む
。
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。）
の
学
生
が
あ
る
と
き
は
，

当
該
大
学
等
と
の
協
議
に
基
づ
き
，
教
授
会
に
お
い
て
選
考
の
上
，
学
部
長
は
特
別
聴
講
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可

す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
，
高
等
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
，
４
年
次
以
上
又
は
専
攻
科
の
学
生
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
別
聴
講
学
生
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
学
則
中
学
部
学
生
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

　（
科
目
等
履
修
生
）

第
56
条
　
本
学
に
お
い
て
，
本
学
の
学
生
以
外
の
者
で
１
又
は
複
数
の
授
業
科
目
の
履
修
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き

は
，
学
部
の
教
育
に
支
障
の
な
い
場
合
に
限
り
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
は
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を

許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
科
目
等
履
修
生
に
は
，
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
科
目
等
履
修
生
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
高
大
連
携
授
業
科
目
等
履
修
生
）

第
56
条
の
２
　
本
学
に
お
い
て
，
高
等
学
校
等
に
在
籍
す
る
生
徒
で
本
学
が
開
講
す
る
授
業
科
目
の
う
ち
指
定
し
た
科

目
（
以
下
「
高
大
連
携
授
業
科
目
」
と
い
う
。）
の
履
修
を
希
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，
高
等
教
育
グ
ロ
ー
バ
ル
セ

ン
タ
ー
運
営
会
議
の
議
を
経
て
，
学
長
は
高
大
連
携
授
業
科
目
等
履
修
生
と
し
て
受
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
高
大
連
携
授
業
科
目
等
履
修
生
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
生
涯
高
等
教
育
事
業
科
目
等
履
修
生
）

第
56
条
の
３
　
本
学
に
お
い
て
，
現
に
職
業
に
従
事
す
る
者
で
本
学
が
開
講
す
る
授
業
科
目
の
う
ち
指
定
し
た
科
目
（
以

下
「
生
涯
高
等
教
育
事
業
科
目
」
と
い
う
。）
の
履
修
を
希
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，
生
涯
高
等
教
育
事
業
推
進
専

門
委
員
会
の
議
を
経
て
，
学
長
は
生
涯
高
等
教
育
事
業
科
目
等
履
修
生
と
し
て
履
修
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
生
涯
高
等
教
育
事
業
科
目
等
履
修
生
に
は
，
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
生
涯
高
等
教
育
事
業
科
目
等
履
修
生
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
外
国
人
留
学
生
）
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と
す
る
と
き
は
，
所
定
の
書
類
に
よ
り
学
部
長
に
休
学
を
願
い
出
て
，
そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
休
学
期
間
）

第
43
条
　
第
42
条
に
定
め
る
休
学
期
間
は
，
１
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
，
休
学
期
間

の
延
長
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
42
条
に
定
め
る
休
学
期
間
は
，
通
算
し
て
２
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
第
42
条
の
２
に
定
め
る
休
学
期
間
は
４
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
，
前
項
の
休
学
期
間
と
通
算
し
て
６
年
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
休
学
期
間
は
，
第
18
条
の
在
学
期
間
に
は
算
入
し
な
い
。

　（
復
学
）

第
44
条
　
休
学
期
間
中
に
，
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
と
き
，
学
部
長
は
，
願
い
出
に
よ
り
，
復
学
を
許
可
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　（
退
学
）

第
45
条
　
退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
，所
定
の
書
類
に
よ
り
学
部
長
に
願
い
出
て
，そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
除
籍
）

第
46
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
除
籍
す
る
。

　
⑴
　
第
18
条
の
在
学
期
間
を
超
え
た
者

　
⑵
　
第
59
条
に
よ
る
入
学
料
を
納
付
し
な
い
者

　
⑶
　
授
業
料
の
納
付
を
怠
り
，
督
促
し
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者

　
⑷
　
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者

　（
転
学
等
）

第
47
条
　
他
の
大
学
に
転
学
又
は
入
学
志
願
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
本
学
の
在
学
者
で
改
め
て
本
学
に
入
学
志
願
し
よ

う
と
す
る
者
は
，
所
定
の
書
類
に
よ
り
学
部
長
に
願
い
出
て
，
そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
転
学
部
，
転
学
科
及
び
転
課
程
）

第
48
条
　
他
の
学
部
に
転
学
部
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
，
受
入
れ
学
部
教
授
会
の

議
を
経
て
，
学
長
が
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
同
一
学
部
の
他
の
学
科
又
は
課
程
に
転
学
科
又
は
転
課
程
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
，
教
授
会
の
議
を
経
て
，

学
部
長
が
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

３
　
第
25
条
第
３
項
の
規
定
は
，
転
学
部
に
，
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
　
第
５
節
　
卒
業
の
認
定
及
び
学
位

　（
卒
業
の
認
定
）

第
49
条
　
学
部
規
程
に
定
め
る
授
業
科
目
を
履
修
し
，
第
34
条
に
規
定
す
る
卒
業
の
要
件
を
満
た
し
た
者
に
つ
い
て
は
，

教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
卒
業
を
認
定
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，学
校
教
育
法（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）第
89
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
学
部（
医

学
部
を
除
く
。
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
３
年
以
上
在
学
し
た
者
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

の
定
め
る
者
を
含
む
。）
で
，
卒
業
の
要
件
と
し
て
当
該
学
部
規
程
の
定
め
る
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
と
認

め
る
場
合
は
当
該
学
部
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
卒
業
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
学
位
）

第
50
条
　
卒
業
し
た
者
に
対
し
，
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
，次
の
区
分
に
よ
り
専
攻
分
野
の
名
称
を
付
記
す
る
。

　
　
国
際
資
源
学
部
　
学
士
（
資
源
学
）

　
　
教
育
文
化
学
部
　
学
士
（
学
校
教
育
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
士
（
地
域
文
化
）

　
　
医
　
学
　
部
　
学
士
（
医
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
士
（
看
護
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
士
（
保
健
学
）
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

２
　
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
期
限
ま
で
に
入
学
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
場
合
，

又
は
学
資
負
担
者
の
死
亡
そ
の
他
特
別
な
事
情
に
よ
っ
て
納
付
期
限
ま
で
に
入
学
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
，
入
学
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
が
困
難
で
あ
る
場
合
，
又
は
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
，
授
業
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除
し
，
又
は
授
業
料
の
徴
収
猶
予
（
月
割
分
納
を
含
む
。）
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
　
風
水
害
等
の
災
害
に
よ
り
，
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
寄
宿
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
大
規
模
な
災
害
に
よ
り
学
資
負
担
者
の
死
亡
，
家
屋
の
倒
壊
等
の
著
し
い
被
害
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，

検
定
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
検
定
料
，
入
学
料
，
授
業
料
及
び
寄
宿
料
の
免
除
並
び
に
入
学
料
及
び
授
業
料
の
徴
収
猶
予
（
授
業
料
の
月
割
分
納

を
含
む
。）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

　（
納
付
し
た
授
業
料
等
）

第
68
条
　
納
付
し
た
検
定
料
，
入
学
料
，
授
業
料
及
び
寄
宿
料
は
，
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
，
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
場
合
に
は
，
納
付
し
た
者
の
申
出
に
基
づ
き
，
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
還
付
す
る
。

　
⑴
　
第
21
条
の
規
定
に
よ
り
検
定
料
を
納
付
し
た
者
が
，
第
67
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
さ
れ
た
検
定
料
に
相

当
す
る
額

　
⑵
　
第
21
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
検
定
料
に
つ
い
て
，
２
段
階
選
抜
に
お
け
る
第
１
段
階
選
抜
不
合
格
者
又

は
個
別
学
力
検
査
出
願
受
付
後
に
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
受
験
科
目
の
不
足
等
に
よ
る
出
願
無
資
格
者
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
者
で
あ
る
場
合
は
，
第
２
段
階
選
抜
に
係
る
検
定
料
に
相
当
す
る
額

　
⑶
　
第
60
条
第
１
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
，
授
業
料
を
納
付
し
た
者
が
，
第
62
条
の
規
定
に
よ
り
免
除
さ
れ
た
授
業

料
に
相
当
す
る
額

　
⑷
　
第
60
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
前
期
に
係
る
授
業
料
を
納
付
す
る
と
き
に
，
当
該
年
度
の
後
期
に
係
る
授
業

料
を
併
せ
て
納
付
し
た
者
が
，
後
期
に
係
る
授
業
料
の
徴
収
時
期
前
に
休
学
又
は
退
学
し
た
場
合
は
，
後
期
に
係

る
授
業
料
に
相
当
す
る
額

　
⑸
　
第
60
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
，
授
業
料
を
納
付
し
た
者
が
，
入
学
を
許
可
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
中
に
入
学

を
辞
退
し
た
場
合
は
，
当
該
授
業
料
に
相
当
す
る
額

　
⑹
　
第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
入
学
料
を
納
付
し
た
者
が
，
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律
第
８
号
）（
以
下
「
大
学
等
修
学
支
援
法
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て

認
定
さ
れ
，
入
学
料
の
免
除
が
許
可
さ
れ
る
場
合
は
，
免
除
さ
れ
た
入
学
料
に
相
当
す
る
額

　
⑺
　
第
60
条
第
１
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
，
授
業
料
を
納
付
し
た
者
が
，
大
学
等
修
学
支
援
法
に
お
い
て
授
業
料
等

減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
さ
れ
，
授
業
料
の
免
除
が
許
可
さ
れ
る
場
合
は
，
免
除
さ
れ
た
授
業
料
に
相
当
す
る
額

　
　
　
　
第
10
節
　
通
信
教
育

　（
通
信
教
育
）

第
69
条
　
理
工
学
部
に
お
い
て
は
，
通
信
に
よ
る
社
会
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
通
信
教
育
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
　
第
11
節
　
公
開
講
座
等

　（
公
開
講
座
等
）

第
70
条
　
社
会
人
の
教
養
を
高
め
，
文
化
の
向
上
に
資
す
る
た
め
，
本
学
に
公
開
講
座
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
医
学
部
及
び
本
学
の
収
容
定
員
は
，
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
16
年
度
及
び
平
成
17
年
度
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
し
，
３
年
次
編
入
学
定
員
に
係
る
部
分
は
，
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平

成
17
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
57
条
　
外
国
人
で
大
学
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
目
的
を
も
っ
て
入
国
し
，
本
学
に
入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と

き
は
，
学
部
の
教
育
に
支
障
の
な
い
場
合
に
限
り
，
教
授
会
に
お
い
て
選
考
の
上
，
学
長
は
外
国
人
留
学
生
と
し
て

入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
外
国
人
留
学
生
に
関
す
る
規
程
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
　
第
９
節
　
検
定
料
，
入
学
料
，
授
業
料
及
び
寄
宿
料

　（
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
）

第
58
条
　
本
学
に
お
け
る
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
の
額
は
，
別
に
定
め
る
「
秋
田
大
学
に
お
け
る
授
業
料
そ
の

他
の
費
用
に
関
す
る
規
程
」
に
よ
る
。

２
　
研
究
生
及
び
科
目
等
履
修
生
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
の
額
並
び
に
特
別
聴
講
学
生
の
授
業
料
の
額
は
，
そ

れ
ぞ
れ
「
秋
田
大
学
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
規
程
」
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
額
と
す
る
。

　（
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
入
学
料
）

第
59
条
　
入
学
料
の
免
除
を
願
い
出
て
，
入
学
料
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
，
許
可
さ

れ
な
か
っ
た
入
学
料
の
全
部
又
は
一
部
を
所
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
授
業
料
の
納
付
）

第
60
条
　
授
業
料
は
，
次
の
と
お
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
前
期
分
に
あ
っ
て
は
，
年
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
４
月
１
日
か
ら
４
月
30
日
ま
で

　
⑵
　
後
期
分
に
あ
っ
て
は
，
年
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
10
月
１
日
か
ら
10
月
31
日
ま
で

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
生
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
前
期
に
係
る
授
業
料
を
納
付
す
る
と
き
に
，
当
該

年
度
の
後
期
に
係
る
授
業
料
を
併
せ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
入
学
年
度
の
前
期
又
は
前
期
及
び
後
期
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
は
，
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
入
学
を
許

可
さ
れ
る
者
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
入
学
を
許
可
す
る
と
き
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
編
入
学
，
転
入
学
又
は
再
入
学
し
た
者
の
授
業
料
の
額
は
，
そ
の
者
が
編
入
学
，
転
入
学
又
は
再
入
学
し
た
当
該
年

次
の
在
学
者
の
額
と
同
額
と
す
る
。

　（
留
学
の
場
合
の
授
業
料
）

第
61
条
　
留
学
期
間
中
の
授
業
料
は
，
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
休
学
の
場
合
の
授
業
料
）

第
62
条
　
休
学
を
許
可
さ
れ
，
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
，
休
学
し
た
月
の
翌
月
か
ら
復
学
し
た
月
の
前
月
ま

で
の
授
業
料
を
月
割
に
よ
り
免
除
す
る
。
た
だ
し
，
月
の
初
日
か
ら
休
学
す
る
場
合
は
，
当
該
月
か
ら
免
除
す
る
。

　（
復
学
の
場
合
の
授
業
料
）

第
63
条
　
復
学
し
た
者
は
，
復
学
し
た
月
か
ら
当
該
期
末
ま
で
の
授
業
料
を
，
月
割
に
よ
り
復
学
し
た
月
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
学
年
の
中
途
で
卒
業
す
る
場
合
の
授
業
料
）

第
64
条
　
学
年
の
中
途
で
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
は
，
卒
業
す
る
見
込
み
の
月
ま
で
の
授
業
料
を
月
割
に
よ
り
各
期
の

始
め
の
月
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
退
学
，
転
学
及
び
停
学
の
場
合
の
授
業
料
）

第
65
条
　
前
期
又
は
後
期
の
中
途
で
退
学
又
は
転
学
し
た
者
の
当
該
期
分
の
授
業
料
は
，
徴
収
す
る
。

２
　
停
学
期
間
中
の
授
業
料
は
，
徴
収
す
る
。

　（
寄
宿
料
）

第
66
条
　
学
生
寮
に
入
寮
す
る
も
の
は
，
入
寮
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
寮
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
毎
月
そ
の
月

の
分
の
寄
宿
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
寄
宿
料
の
額
は
，「
秋
田
大
学
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
規
程
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　（
検
定
料
，
入
学
料
，
授
業
料
及
び
寄
宿
料
の
免
除
並
び
に
入
学
料
及
び
授
業
料
の
徴
収
猶
予
）

第
67
条
　
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
入
学
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
場
合
，
又
は

学
資
負
担
者
の
死
亡
そ
の
他
特
別
な
事
情
に
よ
っ
て
，
入
学
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
入

学
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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100

規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

情
報
工
学
科

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

機
械
工
学
科

32
7

31
4

31
1

30
8

30
8

電
気
電
子
工
学
科

32
5

31
0

30
5

30
0

30
0

土
木
環
境
工
学
科

21
6

21
2

20
8

20
4

20
4

各
学
科
共
通

32
44

44
44

44
計

1,
89
2

1,
88
4

1,
88
4

1,
88
4

1,
88
4

合
　
　
　
計

4,
10
4

4,
10
6

4,
11
6

4,
12
6

4,
13
6

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
医
学
部
及
び
本
学
の
収
容
定
員
は
，
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
21
年
度
か
ら
平
成
25
年
度
ま

で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

医
学
部

名
名

名
名

名
医

学
科

61
5

63
0

64
5

66
0

67
5

保
健

学
科

45
2

45
2

45
2

45
2

45
2

計
1,
06
7

1,
08
2

1,
09
7

1,
11
2

1,
12
7

合
　
　
　
計

4,
11
1

4,
12
6

4,
14
1

4,
15
6

4,
17
1

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
21
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
医
学
部
及
び
本
学
の
収
容
定
員
は
，
改
正
後
の
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
31
年
度
ま
で
の
定

員
と
し
，
平
成
22
年
度
か
ら
平
成
26
年
度
に
お
い
て
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

医
学
部

名
名

名
名

名
医

学
科

63
7

65
9

68
1

70
3

71
5

保
健

学
科

45
2

45
2

45
2

45
2

45
2

計
1,
08
9

1,
11
1

1,
13
3

1,
15
5

1,
16
7

合
　
　
　
計

4,
13
3

4,
15
5

4,
17
7

4,
19
9

4,
21
1

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
医
学
部
及
び
本
学
の
収
容
定
員
は
，
改
正
後
の
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
23
年
度
か
ら
平
成

27
年
度
ま
で
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

医
学
部

名
名

名
名

名
医

学
科

66
7

69
2

71
7

73
2

74
2

保
健

学
科

45
2

45
2

45
2

45
2

45
2

計
1,
11
9

1,
14
4

1,
16
9

1,
18
4

1,
19
4

合
　
　
　
計

4,
16
3

4,
18
8

4,
21
3

4,
22
8

4,
23
8

３
　
平
成
23
年
度
に
お
け
る
医
学
部
医
学
科
の
編
入
学
定
員
は
，
改
正
後
の
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

２
年
次
５
名
及
び
３
年
次
５
名
と
す
る
。

４
　
医
学
部
医
学
科
の
３
年
次
に
入
学
し
た
者
の
在
学
期
間
は
，
改
正
後
の
第
18
条
第
４
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

３
年
次
及
び
４
年
次
を
通
算
し
て
４
年
，
５
年
次
及
び
６
年
次
を
通
算
し
て
４
年
を
限
度
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
23
年
10
月
12
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
16
年
度

平
成
17
年
度

医
学
部

名
名

医
学

科
59
0

59
0

保
健

学
科

21
2

33
2

計
80
2

92
2

合
　
　
　
計

3,
86
2

3,
98
2

３
　
平
成
17
年
３
月
31
日
に
旧
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
24
年
５
月
31
日
法
律
第
15
0号
）
第
３
条
の
５
第
２
項
の
表

に
掲
げ
る
秋
田
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
に
置
か
れ
て
い
る
看
護
学
科
，
理
学
療
法
学
科
及
び
作
業
療
法
学
科
は
，

当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
に
お
い
て
，
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
16
年
10
月
13
日
か
ら
施
行
し
，
第
７
条
は
平
成
16
年
７
月
８
日
か
ら
，
第
９
条
は
平
成
16
年

４
月
１
日
か
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
18
年
３
月
８
日
か
ら
施
行
し
，
平
成
18
年
１
月
12
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
18
年
７
月
12
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
18
年
12
月
15
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
19
年
３
月
31
日
に
医
学
研
究
科
に
置
か
れ
て
い
る
各
専
攻
は
，
第
５
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
19
年

３
月
31
日
に
当
該
各
専
攻
に
在
学
す
る
者
及
び
平
成
19
年
度
か
ら
平
成
21
年
度
の
間
に
医
学
研
究
科
に
転
入
学
又
は

再
入
学
す
る
者
が
当
該
専
攻
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
，
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
19
年
11
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
20
年
２
月
13
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
工
学
資
源
学
部
環
境
物
質
工
学
科
は
，
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
20
年
３
月
31
日
に
当
該
学

科
に
在
学
す
る
者
及
び
平
成
20
年
度
か
ら
平
成
22
年
度
の
間
に
当
該
学
科
に
編
入
学
，
転
入
学
，
再
入
学
，
転
学
部

又
は
転
学
科
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
，
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
医
学
部
，
工
学
資
源
学
部
及
び
本
学
の
収
容
定
員
は
，
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
20
年
度
か

ら
平
成
24
年
度
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

医
学
部

名
名

名
名

名
医

学
科

60
0

61
0

62
0

63
0

64
0

保
健

学
科

45
2

45
2

45
2

45
2

45
2

計
1,
05
2

1,
06
2

1,
07
2

1,
08
2

1,
09
2

工
学
資
源
学
部

地
球
資
源
学
科

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

環
境
物
質
工
学
科

22
5

15
0

75
環
境
応
用
化
学
科

55
11
0

16
5

22
0

22
0

生
命
化
学
科

32
64

96
12
8

12
8

材
料
工
学
科

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

計
87
0

58
0

29
0

-
-

工
学
資
源
学
部

地
球
資
源
学
科

18
0

12
0

60
-

-
環
境
応
用
化
学
科

16
5

11
0

55
-

-
生
命
化
学
科

96
64

32
-

-
材
料
工
学
科

18
0

12
0

60
-

-
情
報
工
学
科

15
0

10
0

50
-

-
機
械
工
学
科

23
1

15
4

77
-

-
電
気
電
子
工
学
科

22
5

15
0

75
-

-
土
木
環
境
工
学
科

15
3

10
2

51
-

-
各
学
科
共
通

24
24

12
-

-
計

1,
40
4

94
4

47
2

-
-

合
　
　
　
計

4,
18
5

4,
17
2

4,
15
2

4,
12
9

4,
11
6

　
　

　
附

　
則

 
　

こ
の

学
則

は
，

平
成

26
年

10
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

　
　

　
附

　
則

 
　

こ
の

学
則

は
，

平
成

27
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

　
　

　
附

　
則

 
　

こ
の

学
則

は
，

平
成

27
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

　
　

　
附

　
則

 
　

こ
の

学
則

は
，

平
成

27
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

　
　

　
附

　
則

 
１

　
こ

の
学

則
は

，
平

成
27

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

２
　

医
学

部
及

び
本

学
の

収
容

定
員

は
，

改
正

後
の

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

平
成

27
年

度
か

ら
平

成
31

年
度

ま
で

そ
れ

ぞ
れ

次
の

と
お

り
と

す
る

。
学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

平
成
31
年
度

医
学
部

名
名

名
名

名
医

学
科

74
8

75
5

75
9

74
8

73
7

保
健

学
科

45
2

45
2

45
2

45
2

45
2

計
1,
20
0

1,
20
7

1,
21
1

1,
20
0

1,
18
9

合
　
　
　
計

4,
17
4

4,
15
6

4,
13
5

4,
12
4

4,
11
3

３
　

医
学

部
医

学
科

に
あ

っ
て

は
，

改
正

後
の

第
18

条
第

２
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

平
成

26
年

度
以

前
に

入
学

し
た

者
の

在
学

期
間

は
，

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
教

育
課

程
の

変
更

等
の

結
果

，
こ

れ
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

，
教

授
会

の
議

を
経

て
，

学
部

長
が

決
定

す
る

。
た

だ
し

，
１

年
次

か
ら

６
年

次
を

通
算

し
て

10
年

を
超

え
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

４
　

医
学

部
医

学
科

に
あ

っ
て

は
，

改
正

後
の

第
18

条
第

４
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

平
成

27
年

度
以

前
に

入
学

し
た

者
の

在
学

期
間

は
，

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
教

育
課

程
の

変
更

等
の

結
果

，
こ

れ
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

，
教

授
会

の
議

を
経

て
，

学
部

長
が

決
定

す
る

。
た

だ
し

，
２

年
次

か
ら

６
年

次
を

通
算

し
て

９
年

を
超

え
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
学

則
は

，
平

成
28

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
学

則
は

，
平

成
29

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
学

則
は

，
平

成
30

年
１

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
附

　
則

１
　

こ
の

学
則

は
，

平
成

30
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
２

　
医

学
部

及
び

本
学

の
入

学
定

員
並

び
に

収
容

定
員

は
，

改
正

後
の

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

平
成

30
年

度
か

ら
平

成
36

年
度

ま
で

そ
れ

ぞ
れ

次
の

と
お

り
と

す
る

。
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２
　
工
学
資
源
学
部
及
び
本
学
の
収
容
定
員
は
，
改
正
後
の
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
24
年
度
は

次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
部
，
学
科
・
課
程

入
学
定
員

2年
次
編
入
学
定
員

3年
次
編
入
学
定
員

収
容
定
員

工
学

資
源

学
部

名
名

名
名

地
球

資
源

学
科

60
24

0
環

境
応

用
化

学
科

55
22

0
生

命
化

学
科

32
12

8
材

料
工

学
科

60
24

0
情

報
工

学
科

50
20

0
機

械
工

学
科

77
30

8
電

気
電

子
工

学
科

75
30

0
土

木
環

境
工

学
科

51
20

4
各

学
科

共
通

12
34

計
46

0
12

1,
87

4
合

　
　

　
　

　
計

97
6

5
26

4,
17

8

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
25
年
６
月
12
日
か
ら
施
行
し
，
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
教
育
文
化
学
部
地
域
科
学
課
程
，
国
際
言
語
文
化
課
程
，
人
間
環
境
課
程
及
び
工
学
資
源
学
部
の
各
学
科
は
第
３
条

第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
26
年
３
月
31
日
に
当
該
課
程
又
は
学
科
に
在
学
す
る
者
及
び
平
成
26
年
度
か

ら
平
成
27
年
度
の
間
に
当
該
課
程
又
は
学
科
に
編
入
学
，
転
入
学
，
再
入
学
，
転
学
部
，
転
課
程
又
は
転
学
科
す
る

者
が
当
該
課
程
又
は
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
，
存
続
す
る
も
の
と
し
，
当
該
課
程
又
は
学
科
の
学
生

に
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
に
つ
い
て
は
，
第
50
条
第
２
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
国
際
資
源
学
部
，
教
育
文
化
学
部
，
医
学
部
，
理
工
学
部
，
工
学
資
源
学
部
及
び
本
学
の
収
容
定
員
は
，
改
正
後
の

第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
26
年
度
か
ら
平
成
30
年
度
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

国
際

資
源

学
部

名
名

名
名

名
国

際
資

源
学

科
12

0
24

0
36

0
48

0
48

0
計

12
0 

24
0

36
0

48
0

48
0

教
育

文
化

学
部

学
校

教
育

課
程

11
0

22
0

33
0

44
0

44
0

地
域

文
化

学
科

10
0

20
0

30
0

40
0

40
0

計
21

0
42

0
63

0
84

0
84

0
医

学
部

医
学

科
73

4
74

6
75

1
75

3
74

0
保

健
学

科
45

2
45

2
45

2
45

2
45

2
計

1,
18

6
1,

19
8

1,
20

3
1,

20
5

1,
19

2
理

工
学

部
生

命
科

学
科

45
90

13
5

18
0

18
0

物
質

科
学

科
11

0
22

0
33

0
44

0
44

0
数理

・電
気電

子情
報学

科
12

0
24

0
36

0
48

0
48

0
シス

テム
デザ

イン
工学

科
12

0
24

0
36

0
48

0
48

0
各

学
科

共
通

12
24

24
計

39
5

79
0

1,
19

7
1,

60
4

1,
60

4
教

育
文

化
学

部
学

校
教

育
課

程
30

0
20

0
10

0
-

-
地

域
科

学
課

程
19

5
13

0
65

-
-

国
際

言
語

文
化

課
程

19
5

13
0

65
-

-
人

間
環

境
課

程
18

0
12

0
60

-
-
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102

規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

学
部
，
学
科
・
課
程

令
和
4年
度

令
和
5年
度

令
和
6年
度

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

医
学
部

医
学

科
12
4

76
9

95
74
0

95
71
1

保
健

学
科

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

計
23
0

1,
22
1

20
1

1,
19
2

20
1

1,
16
3

合
　
　
　
計

95
5

4,
14
5

92
6

4,
11
6

92
6

4,
08
7

令
和
7年
度

令
和
8年
度

令
和
9年
度

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

95
68
2

95
65
3

95
62
4

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

20
1

1,
13
4

20
1

1,
10
5

20
1

1,
07
6

92
6

4,
05
8

92
6

4,
02
9

92
6

4,
00
0

［
秋
田
大
学
学
生
共
通
細
則
］

（
平
成
16
年
4月
1日
規
則
第
14
8号
）

　（
学
生
証
）

第
１
条
　
学
生
は
，
学
生
証
の
交
付
を
受
け
て
必
ず
携
帯
す
る
も
の
と
し
，
本
学
職
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
，
こ

れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
条
　
学
生
は
，
学
生
証
を
汚
損
又
は
紛
失
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
学
部
長
に
届
け
出
て
，
再
交
付
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

第
３
条
　
学
生
は
，
卒
業
，
退
学
，
除
籍
若
し
く
は
転
学
し
た
と
き
又
は
学
生
証
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
と
き
は
，
学

生
証
を
学
部
長
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
住
所
の
届
出
）

第
４
条
　
学
生
は
，
毎
学
年
始
め
に
，
所
定
の
住
所
届
を
学
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
，
そ
の
都
度
学
部
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

　（
健
康
診
断
）

第
５
条
　
学
生
は
，
本
学
が
実
施
す
る
健
康
診
断
を
毎
回
必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
学
生
は
，
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
い
て
本
学
が
行
う
健
康
上
の
指
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
学
園
の
秩
序
維
持
）

第
６
条
　
学
生
は
，
学
園
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
に
努
力
し
，
学
園
の
秩
序
を
乱
す
よ
う
な
行
為
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

　（
団
体
の
届
出
）

第
７
条
　
学
生
が
団
体
を
結
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
責
任
者
は
，
学
生
団
体
結
成
届
（
別
紙
様
式
１
）
に
明
文
の
規

約
及
び
会
員
名
簿
を
添
え
て
，
学
部
長
に
提
出
し
て
公
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
よ
り
公
認
を
受
け
た
団
体
が
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
団
体
活
動
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，責
任
者
は
，

学
生
団
体
継
続
届
（
別
紙
様
式
１
の
２
）
に
会
員
名
簿
を
添
え
て
，毎
年
度
始
め
に
学
部
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
２
項
の
届
出
事
項
（
規
約
及
び
会
員
名
簿
を
含
む
。）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
公
認
を
受
け
た
団
体
が
学
外

団
体
活
動
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
責
任
者
は
，
そ
の
都
度
学
部
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

　（
集
会
）

第
８
条
　
学
生
が
学
内
に
お
い
て
集
会
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
責
任
者
は
，
集
会
届
（
別
紙
様
式
２
）
を
開
催
予
定

日
の
２
日
前
ま
で
に
学
部
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
集
会
の
会
場
と
し
て
本
学
の
施
設
を
使
用
す
る
と
き
は
，
責
任
者
は
，
当
該
施
設
の
管
理
者
に
使
用
を
申
し

出
て
，
そ
の
指
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
１
項
の
集
会
に
，
学
外
か
ら
講
師
，
助
言
者
等
を
招
く
場
合
は
，
集
会
届
に
そ
の
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。
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学
部
，
学
科
・
課
程

平
成
30
年
度

平
成
31
年
度

平
成
32
年
度

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

医
学
部

医
学

科
12
4

76
3

12
4

76
7

95
74
0

保
健

学
科

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

計
23
0

1,
21
5

23
0

1,
21
9

20
1

1,
19
2

合
　
　
　
計

95
5

4,
13
9

95
5

4,
14
3

92
6

4,
11
6

平
成
33
年
度

平
成
34
年
度

平
成
35
年
度

平
成
36
年
度

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

95
71
1

95
68
2

95
65
3

95
62
4

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

20
1

1,
16
3

20
1

1,
13
4

20
1

1,
10
5

20
1

1,
07
6

92
6

4,
08
7

92
6

4,
05
8

92
6

4,
02
9

92
6

4,
00
0

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
医
学
部
及
び
本
学
の
入
学
定
員
並
び
に
収
容
定
員
は
，
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
令
和
２
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

学
部
，
学
科
・
課
程

令
和
2年
度

令
和
3年
度

令
和
4年
度

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

医
学
部

医
学

科
12
4

76
9

12
4

76
9

95
74
0

保
健

学
科

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

計
23
0

1,
22
1

23
0

1,
22
1

20
1

1,
19
2

合
　
　
　
計

95
5

4,
14
5

95
5

4,
14
5

92
6

4,
11
6

令
和
5年
度

令
和
6年
度

令
和
7年
度

令
和
8年
度

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

入
学
定
員

収
容
定
員

95
71
1

95
68
2

95
65
3

95
62
4

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

10
6

45
2

20
1

1,
16
3

20
1

1,
13
4

20
1

1,
10
5

20
1

1,
07
6

92
6

4,
08
7

92
6

4,
05
8

92
6

4,
02
9

92
6

4,
00
0

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
令
和
２
年
７
月
16
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
学
則
は
，
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
学
則
は
，
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
医
学
部
及
び
本
学
の
入
学
定
員
並
び
に
収
容
定
員
は
，
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
令
和
４
年
度
か
ら

令
和
９
年
度
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

　（
事
務
）

第
６
条
　
表
彰
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
支
援
・
就
職
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　（
補
則
）

第
７
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
等
の
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
，
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
，
平
成
21
年
５
月
13
日
か
ら
施
行
し
，
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。

●
秋
田
大
学
学
生
表
彰
規
程
に
関
す
る
申
し
合
せ

１
　
こ
の
申
し
合
せ
は
，
秋
田
大
学
学
生
表
彰
規
程
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。）
第
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
学
生
等

の
表
彰
の
実
施
に
関
し
，
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
規
程
第
２
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
の
表
彰
の
基
準
に
該
当
す
る
学
生
等
と
は
，
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

　
一
　
第
２
号
関
係

　
　（
優
秀
賞
）

　
　
イ
　
国
際
的
規
模
の
競
技
会
，
展
覧
会
，
公
演
会
等
（
以
下
「
競
技
会
等
」
と
い
う
。）
に
出
場
し
た
者
。
た
だ
し
，

展
覧
会
，
公
演
会
等
に
つ
い
て
は
，
一
定
の
選
考
会
の
選
考
を
経
て
出
展
し
，
又
は
出
演
し
た
者
。

　
　
ロ
　
国
民
体
育
大
会
等
の
全
国
的
規
模
の
競
技
会
等
に
出
場
し
，
入
賞
の
成
績
を
収
め
た
者
。

　
　
ハ
　
国
公
私
立
大
学
対
象
の
全
国
的
規
模
の
競
技
会
等
に
出
場
し
，第
１
位
か
ら
第
３
位
ま
で
の
成
績
を
収
め
た
者
。

た
だ
し
，
競
技
会
等
の
成
績
に
関
し
，
種
目
の
特
性
を
考
慮
し
て
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ニ
　
国
公
立
大
学
の
み
対
象
の
全
国
的
規
模
の
競
技
会
等
に
出
場
し
，
第
１
位
の
成
績
を
収
め
た
者
。
た
だ
し
，
競

技
会
等
の
成
績
に
関
し
，
種
目
の
特
性
を
考
慮
し
て
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
奨
励
賞
）

　
　
イ
　
国
公
立
大
学
の
み
対
象
の
全
国
的
規
模
の
競
技
会
等
に
出
場
し
，
第
２
位
及
び
第
３
位
の
成
績
を
収
め
た
者
。

た
だ
し
，
競
技
会
等
の
成
績
に
関
し
，
種
目
の
特
性
を
考
慮
し
て
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ロ
　
国
公
私
立
大
学
対
象
の
東
北
規
模
の
競
技
会
等
に
出
場
し
，
第
１
位
の
成
績
を
収
め
た
者
。
た
だ
し
，
競
技
会

等
の
成
績
に
関
し
，
種
目
の
特
性
を
考
慮
し
て
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
な
お
，
以
上
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
顕
著
な
成
績
を
収
め
た
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
，
表
彰
を
行
う
こ
と
が

あ
る
。

　
二
　
第
３
号
関
係

　
　（
優
秀
賞
）

　
　
イ
　
公
共
団
体
等
か
ら
表
彰
を
受
け
，
社
会
的
に
極
め
て
高
い
評
価
を
受
け
た
者

　
　
ロ
　
新
聞
，
雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
，
社
会
的
に
極
め
て
高
い
評
価
を
受
け
た
者

　
　
ハ
　
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
じ
た
功
績
に
よ
り
，
極
め
て
高
い
評
価
を
受
け
た
者

　
　（
奨
励
賞
）

　
　
イ
　
公
共
団
体
等
か
ら
表
彰
を
受
け
，
社
会
的
に
特
に
高
い
評
価
を
受
け
た
者

　
　
ロ
　
新
聞
，
雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
，
社
会
的
に
特
に
高
い
評
価
を
受
け
た
者

　
　
ハ
　
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
じ
た
功
績
に
よ
り
，
特
に
高
い
評
価
を
受
け
た
者

　
三
　
第
４
号
関
係

　
　（
優
秀
賞
）

　
　
イ
　
人
命
救
助
，
災
害
救
助
等
に
特
に
貢
献
し
た
者

　
　
ロ
　
そ
の
他
前
２
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
に
お
い
て
，
特
に
優
れ
た
行
為
が
あ
っ
た
者
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　（
掲
示
）

第
９
条
　
学
生
が
学
内
に
掲
示
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
責
任
者
は
，
当
該
掲
示
場
所
の
管
理
者
に
届
け
出
て
，
指
定
さ

れ
た
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
掲
示
は
，
掲
示
の
期
間
が
経
過
し
た
と
き
は
，
責
任
者
に
お
い
て
速
や
か
に
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
出
版
物
）

第
10
条
　
学
生
が
雑
誌
，
新
聞
そ
の
他
の
印
刷
物
（
以
下
「
出
版
物
」
と
い
う
。）
を
頒
布
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
責

任
者
は
，
当
該
出
版
物
を
付
し
て
学
部
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

　（
寄
付
募
集
等
）

第
11
条
　
学
生
が
学
内
に
お
い
て
寄
付
を
募
集
し
，又
は
物
品
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，責
任
者
は
，寄
付
募
集
・

物
品
販
売
届
（
別
紙
様
式
３
）
を
学
部
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
２
学
部
以
上
に
わ
た
る
学
生
か
ら
な
る
場
合
の
届
出
）

第
12
条
　
第
７
条
，
第
８
条
及
び
前
２
条
に
規
定
す
る
届
出
に
お
い
て
，
学
生
が
２
学
部
以
上
に
わ
た
る
場
合
の
当
該

各
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
，「
学
部
長
」
と
あ
る
の
は
，「
学
長
」
と
す
る
。

　（
取
消
措
置
等
）

第
13
条
　
学
生
の
行
為
が
第
７
条
か
ら
第
11
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
又
は
本
学
の
教
育
目
的
に
沿
わ
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
学
長
又
は
学
部
長
は
，
届
出
を
取
り
消
し
，
又
は
そ
の
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
細
則
は
，
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

［
秋
田
大
学
学
生
表
彰
規
程
］

（
平
成
16
年
４
月
１
日
規
則
第
10
4号
改
正
）

　（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
規
程
は
，
秋
田
大
学
学
則
第
51
条
第
２
項
及
び
秋
田
大
学
大
学
院
学
則
第
40
条
に
規
定
す
る
秋
田
大
学

の
学
生
及
び
学
生
の
団
体
（
以
下
「
学
生
等
」
と
い
う
。）
の
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　（
表
彰
の
基
準
等
）

第
２
条
　
表
彰
は
，
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　（
1）
　
学
術
研
究
活
動
に
お
い
て
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た
学
生
等

　（
2）
　
課
外
活
動
に
お
い
て
顕
著
な
成
績
を
挙
げ
た
学
生
等

　（
3）
　
社
会
活
動
に
お
い
て
社
会
的
に
特
に
高
い
評
価
を
受
け
た
学
生
等

　（
4）
　
そ
の
他
前
各
号
と
同
等
の
表
彰
に
価
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
学
生
等

２
　
表
彰
の
種
類
は
，
優
秀
賞
及
び
奨
励
賞
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
，
優
秀
賞
受
賞
者
の
う
ち
か
ら
，
特
別
に
表
彰
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　（
被
表
彰
者
の
推
薦
，
選
考
及
び
決
定
）

第
３
条
　
前
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
４
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
学
生
等
に
つ
い
て
は
，
各
学
部
長
又
は
各
研
究

科
長
が
，
ま
た
，
前
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
学
生
等
に
つ
い
て
は
，
学
長

が
指
名
す
る
副
学
長
（
以
下
「
副
学
長
」
と
い
う
。）
が
，
学
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
学
長
は
，
各
学
部
長
，
各
研
究
科
長
又
は
副
学
長
か
ら
表
彰
の
推
薦
の
あ
っ
た
学
生
等
に
つ
い
て
，
選
考
の
上
，
表

彰
す
る
学
生
等
（
以
下
「
被
表
彰
者
」
と
い
う
。）
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
表
彰
の
方
法
）

第
４
条
　
表
彰
は
，
学
長
が
表
彰
状
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

　（
表
彰
の
時
期
）

第
５
条
　
表
彰
は
，
被
表
彰
者
が
決
定
さ
れ
た
後
，
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

　
こ
の
要
項
は
，
平
成
26
年
4月
1日
か
ら
実
施
す
る
。

●
秋
田
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
長
及
び
医
学
部
長
表
彰
要
項

（
平
成
16
年
4月
1日
）
改
正

　
　（
趣
旨
）

第
１
　
こ
の
要
項
は
，
秋
田
大
学
医
学
部
の
学
生
及
び
団
体
（
以
下
「
学
生
等
」
と
い
う
。）
の
医
学
系
研
究
科
長
及
び

医
学
部
長
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
表
彰
の
基
準
）

第
２
　
表
彰
の
基
準
は
，
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
，
学
長
表
彰
に
次
ぐ
業
績
等
を
有
す
る
学
生
等
に
対
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

　（
1）
　
学
術
研
究
活
動
に
お
い
て
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た
学
生
等

　（
2）
　
そ
の
他
特
に
医
学
系
研
究
科
長
又
は
医
学
部
長
（
以
下
「
医
学
系
研
究
科
長
等
」
と
い
う
。）
が
表
彰
に
価
す

る
と
認
め
た
学
生
等

　
　（
被
表
彰
者
の
選
考
及
び
決
定
）

第
３
　
医
学
系
研
究
科
長
等
は
，
前
条
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
学
生
等
に
つ
い
て
，
医
学
系
研
究
科
医
学
専
攻
・
医

学
科
学
務
委
員
会
に
お
い
て
予
備
審
査
を
行
い
，医
学
系
研
究
科
教
授
会
の
議
を
経
て
，表
彰
す
る
学
生
等
（
以
下
「
被

表
彰
者
」
と
い
う
。）
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
表
彰
の
方
法
）

第
４
　
表
彰
は
，
医
学
系
研
究
科
長
等
が
表
彰
状
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

　
　（
表
彰
の
時
期
）

第
５
　
表
彰
は
，
被
表
彰
者
が
決
定
さ
れ
た
後
，
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　（
事
務
）

第
６
　
表
彰
に
関
す
る
事
務
は
，
医
学
系
研
究
科
・
医
学
部
学
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　
　（
補
則
）

第
７
　
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
等
の
表
彰
に
関
し
，
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
要
項
は
，
平
成
16
年
4月
1日
か
ら
実
施
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
要
項
は
，
平
成
19
年
4月
1日
か
ら
実
施
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
要
項
は
，
平
成
21
年
4月
1日
か
ら
実
施
す
る
。

●
秋
田
大
学
大
学
院
理
工
学
研
究
科
長
表
彰
要
項

（
平
成
23
年
3月
4日
部
局
裁
定
）
改
正

　
　（
趣
旨
）

第
１
　
こ
の
要
項
は
，秋
田
大
学
大
学
院
理
工
学
研
究
科
並
び
に
理
工
学
部
の
学
生
及
び
学
生
の
団
体
（
以
下
「
学
生
等
」

と
い
う
。）
の
研
究
科
長
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
表
彰
の
基
準
）

第
２
　
学
術
研
究
活
動
に
お
い
て
，
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た
学
生
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　（
被
表
彰
者
の
推
薦
）

第
３
　
専
攻
長
等
は
，
前
条
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
学
生
等
が
い
る
場
合
は
，
研
究
科
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
被
表
彰
者
の
選
考
及
び
決
定
）
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　（
奨
励
賞
）

　
　

イ
　

人
命

救
助

，
災

害
救

助
等

に
貢

献
し

た
者

　
　

ロ
　

そ
の

他
前

２
号

に
掲

げ
る

場
合

以
外

に
お

い
て

，
優

れ
た

行
為

が
あ

っ
た

者
３

　
規

程
第

４
条

の
表

彰
状

の
様

式
は

，
当

該
表

彰
の

内
容

に
応

じ
て

，
そ

の
都

度
定

め
る

も
の

と
す

る
。

４
　

表
彰

の
時

期
　

　
表

彰
は

原
則

と
し

て
年

１
回

と
し

，
２

月
又

は
３

月
の

し
か

る
べ

き
時

期
に

行
う

も
の

と
す

る
。

　
　

な
お

，
特

別
に

表
彰

す
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
申

し
合

せ
は

，
平

成
16

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
申

し
合

せ
は

，
平

成
20

年
12

月
17

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
申

し
合

わ
せ

は
，

令
和

元
年

6月
19

日
か

ら
施

行
す

る
。

●
秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部
長
及
び
教
育
学
研
究
科
長
表
彰
要
項 （

平
成

16
年

4月
1日

部
局

裁
定

）
改

正
　
　（
趣
旨
）

第
１

　
こ

の
要

項
は

，
秋

田
大

学
教

育
文

化
学

部
及

び
教

育
学

研
究

科
の

学
生

及
び

団
体

（
以

下
「

学
生

等
」

と
い

う
。）

の
教

育
文

化
学

部
長

及
び

教
育

学
研

究
科

長
表

彰
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
　
　（
表
彰
の
基
準
）

第
２

　
表

彰
の

基
準

は
，

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
も

の
に

対
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
（

１
）　

学
術

研
究

活
動

に
お

い
て

顕
著

な
業

績
を

挙
げ

た
学

生
等

（
２

）　
そ

の
他

，
特

に
教

育
文

化
学

部
長

又
は

教
育

学
研

究
科

長
（

以
下

「
学

部
長

等
」

と
い

う
。）

が
表

彰
に

価
す

る
と

認
め

た
学

生
等

。
　
　（
被
表
彰
者
の
選
考
及
び
決
定
）

第
３

　
1　

課
程

主
任

，
学

科
主

任
又

は
各

専
修

主
任

は
，

前
条

に
該

当
す

る
と

認
め

ら
れ

る
学

生
等

に
つ

い
て

，
学

部
長

等
に

推
薦

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
 2

　
学

部
長

等
は

，
課

程
主

任
，

学
科

主
任

又
は

各
専

修
主

任
か

ら
推

薦
の

あ
っ

た
学

生
等

に
つ

い
て

，
選

考
の

上
，

表
彰

す
る

学
生

等
（

以
下

「
被

表
彰

者
」

と
い

う
。）

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
　
　（
表
彰
の
方
法
）

第
４

　
表

彰
は

，
学

部
長

等
が

表
彰

状
を

授
与

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
。

　
　（
表
彰
の
時
期
）

第
５

　
表

彰
は

，
被

表
彰

者
が

決
定

さ
れ

た
後

，
速

や
か

に
行

う
も

の
と

す
る

。
　
　（
事
務
）

第
６

　
表

彰
に

関
す

る
事

務
は

，
事

務
部

に
お

い
て

処
理

す
る

。
　
　（
補
則
）

第
７

　
こ

の
要

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
学

生
等

の
表

彰
に

関
し

必
要

な
事

項
は

別
に

定
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
要

項
は

，
平

成
16

年
4月

1日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
要

項
は

，
平

成
18

年
4月

1日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
附

　
則
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

［
秋
田
大
学
大
学
会
館
使
用
細
則
］

（
平
成
16
年
4月
1日
学
長
裁
定
第
54
号
）

改
正
　
平
成
29
年
3月
24
日
一
部
改
正

　
　（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
細
則
は
，
秋
田
大
学
大
学
会
館
規
程
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
秋
田
大
学
大
学
会
館
（
以
下
「
会
館
」

と
い
う
。）
の
使
用
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
使
用
者
）

第
２
条
　
会
館
を
使
用
で
き
る
者
は
，
本
学
の
学
生
及
び
教
職
員
そ
の
他
館
長
が
特
に
認
め
た
者
と
す
る
。

　
　（
開
館
時
間
及
び
休
館
日
）

第
３
条
　
会
館
の
開
館
時
間
及
び
休
館
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
，
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
は
，
こ

の
限
り
で
な
い
。

　（
1）
　
開
館
時
間
　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で

　（
2）
　
休
館
日
　
日
曜
日
及
び
土
曜
日

　
　
　
　
　
　
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23
年
法
律
第
17
8号
）
に
規
定
す
る
休
日

　
　
　
　
　
　
　
12
月
28
日
か
ら
翌
年
１
月
４
日
ま
で
の
日
（
同
法
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。）

　
　（
使
用
手
続
）

第
４
条
　
会
館
に
お
け
る
研
修
室
又
は
和
室
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
あ
ら
か
じ
め
所
定
の
手
続
を
経
て
，
館
長
の

許
可
を
得
る
も
の
と
す
る
。

２
　
備
品
等
の
使
用
に
つ
い
て
は
，
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　（
使
用
上
の
注
意
事
項
）

第
５
条
　
前
条
に
よ
り
使
用
す
る
者
は
，
次
の
各
号
を
厳
守
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
1）
　
許
可
さ
れ
た
目
的
以
外
の
用
途
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

　（
2）
　
使
用
を
認
め
ら
れ
た
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。

　（
3）
　
使
用
後
は
室
内
の
火
気
に
注
意
し
，
整
理
整
頓
を
行
い
，
会
館
事
務
室
に
連
絡
す
る
こ
と
。

　（
4）
　
室
内
の
備
品
の
持
出
し
を
無
断
で
行
わ
な
い
こ
と
。

　（
5）
　
そ
の
他
館
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項
。

２
　
前
項
各
号
の
注
意
事
項
を
守
ら
な
い
場
合
は
，
使
用
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

　
　（
損
害
弁
償
）

第
６
条
　
会
館
を
使
用
す
る
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
施
設
及
び
備
品
を
滅
失
又
は
破
損
し
た
と
き
は
，
そ
の
損
害
を

弁
償
す
る
も
の
と
す
る
。

　 　
　
附
　
則

　
こ
の
細
則
は
，
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
附
　
則
（
平
成
29
年
3月
24
日
一
部
改
正
）

　
こ
の
細
則
は
，
平
成
29
年
4月
1日
か
ら
施
行
す
る
。

［
秋
田
大
学
学
生
寮
規
程
］

（
平
成
21
年
12
月
9日
規
則
第
22
7号
）

改
正
　
平
成
29
年
3月
24
日
一
部
改
正

　
　（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
規
程
は
，秋
田
大
学
学
則
第
53
条
第
２
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，秋
田
大
学
学
生
寮（
以
下「
学
生
寮
」

と
い
う
。）
の
管
理
運
営
に
関
し
，
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
目
的
）

C
A

M
P

U
S

 L
IF

E
 2

0
2

2
A

K
IT

A
 U

N
IV

E
R

S
IT

Y

第
４
　
研
究
科
長
は
，
専
攻
長
等
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
，
予
備
審
査
委
員
会
の
審
査
及
び
教
授
会
の
議
を
経
て
，
表
彰

す
る
学
生
等
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
予
備
審
査
員
会
）

第
５
　
予
備
審
査
委
員
会
は
，
研
究
科
長
の
指
名
す
る
若
干
名
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
表
彰
の
方
法
）

第
６
　
表
彰
は
，
研
究
科
長
が
表
彰
状
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　（
表
彰
の
時
期
）

第
７
　
表
彰
は
，
原
則
と
し
て
年
1回
と
し
，
2月
ま
た
は
3月
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　（
補
則
）

第
８
　
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
等
の
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
要
項
は
，
平
成
23
年
4月
1日
か
ら
実
施
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
1　
こ
の
要
項
は
，
平
成
26
年
4月
1日
か
ら
実
施
す
る
。

　
2　
第
2の
規
程
は
，
工
学
資
源
学
部
が
存
続
す
る
間
，
当
該
学
部
に
適
用
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
1　
こ
の
要
項
は
，
平
成
28
年
4月
1日
か
ら
実
施
す
る
。

　
2　
こ
の
要
項
は
，
工
学
資
源
学
研
究
科
及
び
工
学
資
源
学
部
が
存
続
す
る
間
，
当
該
研
究
科
及
び
学
部
に
適
用
す
る
。

［
秋
田
大
学
大
学
会
館
規
程
］

（
平
成
16
年
4月
1日
規
則
第
10
7号
）

改
正
　
平
成
29
年
3月
24
日
一
部
改
正

　
　（
設
置
）

第
１
条
　
本
学
に
，
秋
田
大
学
大
学
会
館
（
以
下
「
会
館
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

　
　（
目
的
）

第
２
条
　
会
館
は
，
学
生
相
互
及
び
学
生
と
教
職
員
の
人
間
的
接
触
を
深
め
，
か
つ
，
学
生
の
教
養
を
高
め
る
と
と
も
に
，

学
生
及
び
教
職
員
の
福
利
厚
生
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　（
館
長
）

第
３
条
　
会
館
に
館
長
を
置
き
，
学
長
が
指
名
す
る
副
学
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
　
館
長
は
，
会
館
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

　
　（
運
営
）

第
４
条
　
会
館
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
秋
田
大
学
学
生
支
援
企
画
会
議
に
お
い
て
審
議
す
る
。

　
　（
事
務
）

第
５
条
　
会
館
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
支
援
・
就
職
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　
　（
補
則
）

第
６
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
会
館
に
関
す
る
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
，
平
成
16
年
4月
1日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
，
平
成
21
年
5月
13
日
か
ら
施
行
し
，
平
成
21
年
4月
1日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
附
　
則
（
平
成
29
年
3月
24
日
一
部
改
正
）

　
こ
の
規
程
は
，
平
成
29
年
4月
1日
か
ら
施
行
す
る
。
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

　
　（
施
設
・
設
備
の
点
検
）

第
15
条
　
前
２
条
の
規
定
に
よ
り
退
寮
す
る
者
は
，退
寮
に
あ
た
り
，居
室
そ
の
他
居
室
に
附
属
す
る
設
備
等
に
つ
い
て
，

正
常
な
状
態
に
復
し
，
管
理
運
営
責
任
者
が
指
定
す
る
者
の
点
検
を
受
け
，
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
寮
生
以
外
の
者
の
宿
泊
の
禁
止
）

第
16
条
　
学
生
寮
に
は
，
寮
生
以
外
の
者
を
宿
泊
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
き
の
場
合
に
お
い
て
，
寮
生
以
外
の
者
の
宿
泊
を
希
望
す
る
者
は
，
事
前
に
願
い
出
て
，
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
事
務
）

第
17
条
　
学
生
寮
の
事
務
は
，
学
生
支
援
・
就
職
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　
　（
補
則
）

第
18
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
寮
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
規
程
は
，
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
秋
田
大
学
学
生
寮
規
程
（
規
則
第
10
5号
）
及
び
秋
田
大
学
女
子
学
生
寮
規
程
（
規
則
第
10
6号
）
は
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則
（
平
成
29
年
3月
24
日
一
部
改
正
）

　
こ
の
規
程
は
，
平
成
29
年
4月
1日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表 女
子
学
生
寮

居
室

電
気
料

ガ
ス
料

上
下
水
道
使
用
料

談
話
室
　
便
所
　
洗
面
・
洗
濯
室

補
食
室
　
物
置
　
脱
衣
・
浴
室

秋
田
大
学
学
生
寮
に
お
け
る
退
寮
措
置
に
関
す
る
内
規

　
　
秋
田
大
学
学
生
寮
規
程
第
14
条
2項
第
4号
に
規
定
す
る
「
寮
内
で
風
紀
，
秩
序
を
乱
す
行
為
」
は
，
以
下
の
と
お

り
と
す
る
。

（
1）
不
法
行
為
，
暴
力
行
為
，
破
壊
行
為
，
賭
博
行
為
及
び
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為

（
2）
他
人
の
迷
惑
と
な
る
音
量
で
の
テ
レ
ビ
，
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
等
の
視
聴
，
楽
器
演
奏
，
大
声
を
上
げ
る
等
の
騒
音

と
な
る
行
為

（
3）
反
社
会
組
織
へ
の
加
入
・
関
係
者
の
出
入
り
，
政
治
的
・
宗
教
的
な
活
動
団
体
へ
の
勧
誘
及
び
そ
れ
ら
の
活
動
に

関
す
る
集
会
・
行
事
等
の
開
催
，
ネ
ズ
ミ
講
や
マ
ル
チ
商
法
等
の
販
売
活
動
等
の
行
為

（
4）
寮
内
及
び
周
辺
で
の
犬
，
猫
，
鳥
，
そ
の
他
小
動
物
・
魚
等
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育

（
5）
寮
に
家
族
以
外
の
異
性
を
立
ち
入
ら
せ
る
行
為

（
6）
他
の
寮
生
及
び
近
隣
居
住
者
に
迷
惑
が
か
か
る
と
学
生
支
援
・
就
職
課
が
判
断
し
た
行
為

　
　
　
　
附
　
則

　
こ
の
内
規
は
，
平
成
27
年
1月
9日
か
ら
実
施
す
る
。
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第
２
条
　
学
生
寮
は
，
学
生
に
修
学
上
の
便
宜
を
供
与
す
る
た
め
の
施
設
と
す
る
。

　
　（
入
寮
対
象
者
及
び
定
員
）

第
３
条
　
学
生
寮
の
入
寮
対
象
者
は
，
秋
田
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。）
の
学
生
と
す
る
。

２
　
学
生
寮
の
定
員
は
，
男
子
学
生
寮
「
西
谷
地
寮
」
13
0名
，
女
子
学
生
寮
「
手
形
寮
・
本
道
寮
」
71
名
と
す
る
。

　
　（
管
理
運
営
責
任
者
）

第
４
条
　
学
生
寮
の
管
理
運
営
責
任
者
は
，
学
長
と
す
る
。

　
　（
会
議
）

第
５
条
　
学
生
寮
の
管
理
運
営
に
関
し
重
要
な
事
項
は
，
学
生
支
援
企
画
会
議
で
審
議
す
る
。

　
　（
入
寮
申
込
）

第
６
条
　
入
寮
を
希
望
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
，
入
寮
申
込
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
入
寮
者
の
選
考
及
び
許
可
）

第
７
条
　
入
寮
者
の
選
考
は
，
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

２
　
前
項
の
選
考
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
書
面
に
よ
り
入
寮
申
込
者
に
通
知
す
る
。

　
　（
入
寮
手
続
）

第
８
条
　
入
寮
を
許
可
さ
れ
た
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
所
定
の
手
続
き
を
経
て
入
寮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
入
寮
を
許
可
さ
れ
た
者
が
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
理
由
な
く
入
寮
し
な
い
と
き
又
は
第
６
条
に
定
め
る
書
類
に
虚
偽

の
事
実
が
判
明
し
た
と
き
は
，
入
寮
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

３
　
入
寮
し
た
者
（
以
下
「
寮
生
」
と
い
う
。）
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
，
入
寮
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
在
寮
期
間
）

第
９
条
　
寮
生
の
在
寮
期
間
は
，
入
寮
を
許
可
さ
れ
た
日
か
ら
そ
の
寮
生
の
修
業
年
限
の
範
囲
内
と
す
る
。

　
　（
寄
宿
料
）

第
10
条
　
寮
生
は
，
秋
田
大
学
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
寄
宿
料
を
毎
月
所
定
の
日

ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
入
寮
又
は
退
寮
の
日
が
月
の
中
途
で
あ
っ
て
も
，
寄
宿
料
は
１
月
分
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
経
費
の
負
担
）

第
11
条
　
寮
生
は
，
別
表
に
掲
げ
る
経
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
寮
生
の
負
担
す
る
経
費
は
，
所
定
の
日
ま
で
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
施
設
・
設
備
の
保
全
等
）

第
12
条
　
寮
生
は
，
施
設
・
設
備
の
保
全
，
保
健
衛
生
，
防
火
及
び
災
害
防
止
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
寮
生
は
，
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
施
設
又
は
設
備
を
破
損
，
汚
損
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
，
そ
の
原
状
回
復
に
必
要

な
経
費
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
退
寮
届
）

第
13
条
　
退
寮
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
退
寮
届
を
退
寮
し
よ
う
と
す
る
日
の
10
日
前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　（
退
寮
措
置
）

第
14
条
　
寮
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
，
退
寮
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

　（
1）
　
本
学
学
生
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
。

　（
2）
　
第
９
条
に
規
定
す
る
在
寮
期
間
を
超
え
た
と
き
。

　（
3）
　
寄
宿
料
又
は
第
11
条
に
規
定
す
る
経
費
を
３
月
以
上
滞
納
し
，
督
促
し
て
も
な
お
納
付
し
な
い
と
き
。

２
　
寮
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
，
企
画
会
議
の
議
を
経
て
，
退
寮
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
1）
　
休
学
を
許
可
さ
れ
た
場
合
で
，
退
寮
措
置
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　（
2）
　
停
学
処
分
を
受
け
た
場
合
で
，
退
寮
措
置
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　（
3）
　
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
共
同
生
活
に
適
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　（
4）
　
寮
内
で
風
紀
，
秩
序
を
乱
す
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３
　
前
２
項
に
よ
り
，
退
寮
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
，
速
や
か
に
退
寮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

研
究
活
動
に
不
利
益
を
与
え
，
人
格
的
な
誹
謗
・
中
傷
や
嫌
が
ら
せ
，
就
労
・
就
学
上
の
嫌
が
ら
せ
又
は
不
利
益
を

与
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
⑶
　
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　
　
職
務
上
優
越
的
地
位
に
あ
る
者
が
，
そ
の
地
位
や
権
限
を
利
用
し
て
，
相
手
の
意
に
反
す
る
不
適
切
で
不
当
な
言
動

に
よ
り
，
そ
の
部
下
や
同
僚
の
就
労
意
欲
及
び
職
場
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
，
就
労
上
の
嫌
が
ら
せ
又
は
不
利
益

を
与
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
⑷
　
妊
娠
・
出
産
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　
　
上
司
又
は
同
僚
が
，
女
性
教
職
員
の
妊
娠
・
出
産
等
に
関
す
る
状
態
に
つ
い
て
，
言
動
に
よ
り
職
場
環
境
を
著
し
く

悪
化
さ
せ
就
労
上
の
嫌
が
ら
せ
又
は
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
⑸
　
育
児
・
介
護
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　
　
上
司
又
は
同
僚
が
，
相
手
の
育
児
・
介
護
休
業
等
の
制
度
の
利
用
等
に
つ
い
て
，
言
動
に
よ
り
職
場
環
境
を
著
し
く

悪
化
さ
せ
就
労
上
の
嫌
が
ら
せ
又
は
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

５
．
構
成
員
の
責
務

　
⑴
　
学
長
，
部
局
長
等
の
責
務

　
　
学
長
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
対
策
に
関
す
る
施
策
等
全
般
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
，
ま
た
，
部
局
長
及
び

職
員
・
学
生
等
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
者
（
以
下
「
部
局
長
等
」
と
い
う
。）
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
い
快
適
な

環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
，
日
常
の
執
務
又
は
教
育
の
中
で
指
導
等
を
行
い
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
認
識
を
深

め
さ
せ
る
と
と
も
に
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
起
因
す
る
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
迅
速
か
つ
適
切
に
対
処
す
る
責
任
を

負
い
ま
す
。

　
⑵
　
構
成
員
の
責
務

　
　
本
学
の
す
べ
て
の
構
成
員
は
，
個
人
の
人
格
を
尊
重
す
る
高
い
意
識
を
持
ち
，
他
の
人
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
こ
と
と

な
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
，
ま
た
，
そ
の
防
止
に
努
め
る
義
務
を
負
い
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
教
育
・

研
究
環
境
及
び
職
場
環
境
の
悪
化
を
防
ぐ
た
め
，
次
の
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
①
　
何
気
な
い
行
為
で
も
，
状
況
・
背
景
に
よ
っ
て
は
，
相
手
に
対
し
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
与
え
る
こ
と
を
認

識
し
，
自
分
の
地
位
・
立
場
や
権
限
を
踏
ま
え
，
言
動
に
留
意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
　
②
　
加
害
者
の
意
識
・
意
図
に
関
わ
ら
ず
，
そ
の
行
為
を
受
け
た
側
が
不
快
と
感
じ
た
と
き
に
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
，
加
害
者
の
こ
の
よ
う
な
無
自
覚
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被
害
を
生
み
出
し
た

り
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
放
置
し
た
り
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
深
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
③
　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
問
題
提
起
す
る
構
成
員
を
，
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
と
見
た
り
，
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
関
す
る
問
題
を
当
事
者
間
の
個
人
的
な
問
題
と
し
て
結
論
づ
け
る
こ
と
な
く
，
周
囲
に
対
す
る
気
配
り
を

し
，
必
要
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

６
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
の
体
制

　
　
本
学
で
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
対
策
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
，
人
権
倫
理
委
員
会
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

対
策
室
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
　
人
権
倫
理
委
員
会
で
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
基
因
す
る
問
題
が
発
生
し
た
場
合
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
　

情
相
談
に
つ
い
て
，
そ
の
対
応
策
や
問
題
解
決
の
た
め
，
調
査
委
員
会
に
よ
る
事
実
関
係
の
調
査
な
ど
必
要
な
措
置

を
講
じ
ま
す
。
即
ち
，
事
案
に
応
じ
て
，
調
停
委
員
会
の
設
置
，
被
害
者
の
救
済
，
加
害
者
に
対
す
る
措
置
及
び
教

育
・
研
究
・
職
場
環
境
の
改
善
等
を
学
長
又
は
部
局
長
等
に
対
し
て
要
請
又
は
報
告
し
ま
す
。
な
お
，
調
査
委
員
会
は
，

必
要
に
応
じ
て
当
事
者
又
は
関
係
者
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
，
構
成
員
は
こ
の
調
査
に
協
力
す

る
義
務
を
負
い
ま
す
。
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［
国
立
大
学
法
人
秋
田
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止・
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
］

平
成

２
１

年
 ５

 月
１

４
日

秋
田

大
学

人
権

倫
理

委
員

会

１
．
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的

　
　

こ
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
，

国
立

大
学

法
人

秋
田

大
学

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

。）
を

構
成

す
る

す
べ

て
の

教
職

員
，

学
生

並
び

に
大

学
関

係
者

が
，

個
人

と
し

て
基

本
的

人
権

が
尊

重
さ

れ
，

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
な

い
快

適
な

教
育

・
研

究
環

境
及

び
職

場
環

境
が

確
保

さ
れ

る
よ

う
，

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
・

対
策

の
た

め
の

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
で

す
。

２
．
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
範
囲

　
　

こ
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
，

本
学

を
構

成
す

る
す

べ
て

の
者

を
対

象
と

し
ま

す
。

即
ち

，
本

学
で

就
労

す
る

役
員

，
教

職
員

（
常

勤
，

非
常

勤
，

派
遣

，
委

託
を

問
わ

な
い

）
及

び
就

学
す

る
学

生
（

学
部

学
生

，
大

学
院

学
生

，
留

学
生

，
研

究
生

，
聴

講
生

，
科

目
等

履
修

生
等

）
並

び
に

本
学

関
係

者
（

学
生

の
保

護
者

，
関

係
業

者
及

び
患

者
等

）
の

す
べ

て
の

者
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

　
　

な
お

，
本

学
構

成
員

の
離

職
後

又
は

卒
業

後
な

ど
，

本
学

を
離

れ
た

後
に

お
い

て
も

，
在

職
中

又
は

在
学

中
に

受
け

た
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
相

談
を

行
う

こ
と

が
で

き
ま

す
。

ま
た

，
加

害
者

と
さ

れ
る

者
が

既
に

本
学

を
離

れ
て

い
る

場
合

も
同

様
で

す
。

　
　

こ
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
，

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

が
本

学
構

成
員

の
相

互
間

に
お

い
て

問
題

と
な

る
場

合
に

は
，

そ
れ

が
発

生
し

た
場

所
・

時
間

帯
を

問
わ

ず
適

用
さ

れ
ま

す
。

３
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
基
本
的
態
度

　
　

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

は
，

人
種

，
国

籍
，

性
別

，
出

身
地

，
宗

教
，

思
想

，
信

条
，

年
齢

，
職

種
，

障
害

の
有

無
，

身
体

的
特

徴
等

，
広

く
人

格
に

関
わ

る
事

項
に

お
い

て
，

相
手

の
意

に
反

す
る

不
適

切
な

言
動

に
よ

り
，

相
手

の
人

格
，

尊
厳

を
傷

つ
け

，
相

手
に

不
快

感
を

与
え

，
あ

る
い

は
教

育
・

研
究

・
医

療
上

や
就

労
上

の
不

利
益

を
与

え
る

な
ど

，
教

育
・

研
究

環
境

や
職

場
環

境
を

悪
化

さ
せ

ま
す

。
　

　
本

学
は

，
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

事
前

に
防

止
し

，
ま

た
，

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

が
発

生
し

た
場

合
に

は
被

害
者

の
救

済
に

努
め

，
加

害
者

に
対

し
て

は
迅

速
・

厳
正

に
対

処
し

ま
す

。

４
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義

　
　

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
は

，
さ

ま
ざ

ま
な

種
類

が
あ

り
ま

す
が

，
大

学
に

お
い

て
問

題
と

な
る

典
型

的
な

例
と

し
て

は
，

次
の

よ
う

な
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
が

想
定

さ
れ

ま
す

。
た

だ
し

，
こ

れ
ら

の
分

類
に

あ
て

は
ま

ら
な

い
場

合
や

，
加

害
者

の
意

図
に

関
わ

ら
ず

，
そ

の
行

為
を

受
け

た
側

が
不

快
と

感
じ

た
と

き
に

は
，

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

　
⑴
　

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
　

　
相

手
の

意
に

反
す

る
性

的
な

言
動

に
よ

り
，

相
手

に
不

快
感

や
不

利
益

を
与

え
た

り
，

教
育

・
研

究
環

境
や

職
場

環
境

を
悪

化
さ

せ
た

り
す

る
こ

と
を

い
い

ま
す

。
ま

た
，

性
に

関
す

る
固

定
観

念
や

差
別

意
識

・
優

越
意

識
に

基
づ

く
言

動
な

ど
も

含
ま

れ
ま

す
。

　
　

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
で

は
加

害
者

と
被

害
者

の
性

の
区

別
は

な
く

，
そ

れ
が

同
性

間
の

場
合

で
も

成
り

立
ち

ま
す

。
更

に
，

加
害

者
と

被
害

者
の

立
場

の
差

に
関

係
な

く
，

学
生

か
ら

教
職

員
に

対
し

て
も

成
り

立
つ

問
題

で
す

。

　
⑵
　

ア
カ

デ
ミ

ッ
ク

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
　

　
自

ら
の

優
位

な
地

位
や

権
限

を
利

用
し

て
，

相
手

の
意

に
反

す
る

不
適

切
で

不
当

な
言

動
に

よ
り

，
相

手
の

教
育

・
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

す
。
面
談
は
，
２
人
以
上
の
相
談
員
（
う
ち
少
な
く
と
も
１
人
は
相
談
者
と
同
性
の
相
談
員
）
に
よ
り
対
応
す
る
こ

と
を
原
則
と
し
ま
す
が
，
相
談
者
が
希
望
す
る
場
合
は
，
１
人
の
相
談
員
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
相

談
員
は
相
談
者
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
を
受
け
付
け
る
と
と
も
に
，
相
談
者
の
了
解
の
も
と
に
，
そ
の
相
談
内
容
を

文
書
で
記
録
し
，
相
談
者
の
確
認
・
了
解
を
得
た
上
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
室
（
人
権
倫
理
委
員
会
）
に
報
告
し
ま

す
。
ま
た
，
相
談
員
は
，
そ
の
後
も
必
要
に
応
じ
て
相
談
者
及
び
被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
者
の
サ
ポ
ー
ト
役
を
務
め
，

相
談
受
付
後
の
経
過
等
に
つ
い
て
，
相
談
者
に
対
し
て
説
明
を
行
い
ま
す
。

８
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
対
処

　
　
相
手
の
言
動
に
よ
り
，
あ
な
た
が
「
不
快
だ
」「
不
利
益
を
受
け
て
い
る
」
と
感
じ
た
ら
，
相
手
に
対
し
て
言
葉
と

態
度
で
拒
否
の
意
志
を
は
っ
き
り
と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
無
視
し
た
り
，
受
け
流
し
た
り
し
て
い
る
だ
け
で
は
，
必

ず
し
も
状
況
は
改
善
さ
れ
ま
せ
ん
。
相
手
の
立
場
に
関
係
な
く
勇
気
を
持
っ
て
拒
否
し
，
自
分
の
意
志
を
は
っ
き
り

と
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
相
手
に
「
ノ
ー
」
と
い
え
な
い
場
合
で
も
，
あ
な
た
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
，
自
分
を
責
め
る
こ
と
な
く
，
一
人
で
悩
む
こ
と
な
く
，
友
人
，
同
僚
な
ど
，
信
頼
で
き
る
人
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
。
一
人
で
我
慢
し
な
い
で
，
ま
ず
身
近
な
人
に
相
談
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　
　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
あ
っ
た
場
合
に
，
自
分
一
人
の
力
で
解
決
す
る
の
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
学
の

相
談
員
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
室
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
，
第
一
に
被
害
者
の
意
志
を
尊
重
し
，

そ
の
救
済
に
当
た
る
も
の
で
す
か
ら
，
安
心
し
て
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
一
人
で
相
談
し
に
く
い
と
き
に
は
，
友
人

や
同
僚
等
の
付
添
人
の
同
伴
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
　
相
談
に
当
た
っ
て
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
証
拠
の
よ
う
な
も
の
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
ま
せ
ん
が
，
相
談
後
，

調
査
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
，
可
能
で
あ
れ
ば
加
害
者
と
さ
れ
る
者
か
ら
受
け
た
言
動
「
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
か
ら
・

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
，
ま
た
は
言
わ
れ
た
か
」
な
ど
を
記
録
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
他
に
証
人
に
な
っ
て
く

れ
る
人
が
い
る
と
き
に
は
，
そ
の
人
に
あ
と
で
証
言
し
て
も
ら
う
こ
と
の
確
認
を
と
っ
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
す
。

　
　
あ
な
た
の
周
り
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
て
い
る
人
が
い
た
ら
，
勇
気
を
持
っ
て
助
け
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
加
害
者

に
注
意
し
た
り
，
被
害
者
の
証
人
に
な
っ
た
り
，
相
談
に
の
っ
て
あ
げ
た
り
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
相
談
員
の
と

こ
ろ
へ
相
談
に
行
く
よ
う
勧
め
，
必
要
に
応
じ
て
同
行
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

９
．
問
題
解
決
の
手
続
き

　
⑴
　
指
導
・
助
言
に
よ
る
解
決

　
　
人
権
倫
理
委
員
会
は
，
相
談
員
や
調
査
委
員
会
又
は
他
の
相
談
窓
口
（
学
生
相
談
所
，
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
等
）
か

ら
の
報
告
・
意
見
を
踏
ま
え
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
認
定
し
た
事
案
に
対
し
，
被
害
者
の
要
請
を
考
慮
し
て
次
の
よ
う

な
対
応
を
行
い
ま
す
。

　
　
①
　
被
害
者
の
要
請
が
あ
り
，
加
害
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
，
話
し
合
い
で
解
決
で
き
る
よ
う
当
事
者
に
指
導
・
助

言
し
ま
す
。

　
　
②
　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
加
害
者
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
部
局
長
等
に
対
し
て
，
加
害
者
へ
の
改
善
等
の
指
導
・
助

言
を
す
る
よ
う
要
請
し
ま
す
。
こ
の
場
合
，
併
せ
て
，
被
害
者
の
保
護
を
求
め
，
当
事
者
の
人
権
及
び
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。

　
⑵
　
臨
時
の
対
応
措
置

　
　
人
権
倫
理
委
員
会
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
認
定
す
る
前
で
あ
っ
て
も
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
疑
い
の
あ
る
行
為
が
継
続

し
て
お
り
，
か
つ
，
事
態
が
重
大
で
緊
急
性
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
，
被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
者
の
了
解
の
上
で
，

被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
者
，
加
害
者
と
さ
れ
る
者
及
び
関
係
す
る
部
局
長
等
に
対
し
て
，
臨
時
の
対
応
措
置
を
と

り
ま
す
。

　
⑶
　
懲
戒
等
の
措
置
に
よ
る
解
決

　
　
人
権
倫
理
委
員
会
は
，
調
査
委
員
会
か
ら
の
報
告
を
受
け
，
当
該
事
案
を
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
認
定
し
，
か
つ
，
懲
戒
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ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
室
で
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
受
付
や
ア
ド
バ
イ
ス
，
問
題
が
発
生
し
た
場
合
の
初

動
調
査
や
そ
の
対
応
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
等
の
啓
発
・
広
報
活
動
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
に
対
す
る
研
修
会
等

の
実
施
な
ど
，
人
権
倫
理
委
員
会
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
と
緊
密
に
連
携
し
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
に
取

り
組
み
ま
す
。

７
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
の
配
置

　
　
本
学
で
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
相
談
（
以
下
「
相
談
」
と
い
う
。）
に
対
応
す
る
た
め
，
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
対
策
室
で
の
定
期
的
な
相
談
受
付
の
ほ
か
，
各
部
局
ご
と
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
（
以
下
「
相
談
員
」
と
い
う
。）

を
配
置
し
て
い
ま
す
。

　
　
相
談
は
，
相
談
者
の
所
属
部
局
等
に
か
か
わ
ら
ず
，
い
ず
れ
の
相
談
員
に
も
相
談
が
で
き
ま
す
。
ま
た
，
相
談
は
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
者
だ
け
で
は
な
く
，
被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
者
の
代
理
人
，
被
害
を
目

撃
し
た
第
三
者
か
ら
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
　
相
談
は
，
相
談
員
と
の
面
談
に
よ
る
こ
と
が
原
則
で
す
が
，
電
話
，
メ
ー
ル
，
手
紙
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
も
で
き
ま

相
　
談
　
者

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
応
の
流
れ

相 談

指 示

指 示

対 処

指 導 ・ 助 言 ・ 要 請

指 導 ・ 助 言

報 告
連 絡

具 申
勧 告

相 談 ・ 連 絡

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

相
談
員

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー

（
学
生
相
談
所
）

各
相
談
窓
口
等

よ
ろ
ず
相
談
室

「
お
ざ
っ
て
た
ん
せ
」

当
　
事
　
者

部
局
長
等

学
長

人
権
倫
理
委
員
会

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
室
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

学
と

は
，

６
月

以
内

の
期

限
を

付
し

て
命

ず
る

停
学

を
い

う
。

３
　

無
期

の
停

学
の

場
合

，
非

違
行

為
の

内
容

，
社

会
に

与
え

る
影

響
及

び
当

該
学

生
の

反
省

の
度

合
い

等
を

勘
案

の
上

，
当

該
停

学
の

解
除

の
時

期
を

決
定

す
る

。
た

だ
し

，
当

該
解

除
の

時
期

は
，

当
該

停
学

の
開

始
の

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
と

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　（
そ
の
他
の
教
育
的
措
置
）

第
３
条

　
前

条
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
非

違
行

為
を

行
っ

た
学

生
に

対
し

，
当

該
学

生
の

所
属

す
る

学
部

又
は

研
究

科
（

以
下

「
学

部
等

」
と

い
う

。）
の

長
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
，

厳
重

注
意

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

２
　

厳
重

注
意

は
，

訓
告

に
至

ら
な

い
も

の
で

あ
っ

て
，

当
該

非
違

行
為

を
厳

重
に

注
意

す
る

こ
と

を
い

う
。

３
　

厳
重

注
意

は
，

口
頭

又
は

文
書

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
　（
訓
告
の
基
準
）

第
４
条

　
学

生
が

，
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

行
為

を
行

っ
た

場
合

は
，

訓
告

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

　
学

内
又

は
学

外
に

お
い

て
非

違
行

為
を

行
っ

た
場

合
　

　
本

学
の

規
則

等
又

は
命

令
に

違
反

す
る

行
為

を
行

っ
た

場
合

　
　

本
学

が
実

施
す

る
試

験
等

に
お

い
て

，
監

督
者

の
注

意
又

は
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

場
合

　（
停
学
の
基
準
）

第
５
条

　
学

生
が

，
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

行
為

を
行

っ
た

場
合

は
，

停
学

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

本
学

の
秩

序
を

乱
し

，
本

学
の

教
育

研
究

活
動

を
妨

げ
る

行
為

を
行

っ
た

場
合

　
学

内
又

は
学

外
に

お
い

て
重

大
な

非
違

行
為

を
行

っ
た

場
合

　
本

学
の

規
則

等
又

は
命

令
に

違
反

す
る

行
為

を
行

っ
た

場
合

で
悪

質
と

判
断

さ
れ

た
場

合
　

本
学

が
実

施
す

る
試

験
等

に
お

い
て

，
不

正
行

為
を

行
っ

た
場

合
　（
退
学
の
基
準
）

第
６
条

　
学

生
が

，
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

行
為

を
行

っ
た

場
合

は
，

退
学

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

　
本

学
の

秩
序

を
乱

し
，

本
学

の
教

育
研

究
活

動
を

妨
げ

る
行

為
を

行
っ

た
場

合
で

特
に

悪
質

と
判

断
さ

れ
た

場
合

　
　

学
内

又
は

学
外

に
お

い
て

重
大

な
非

違
行

為
を

行
っ

た
場

合
で

特
に

悪
質

と
判

断
さ

れ
た

場
合

　
　

本
学

の
規

則
等

又
は

命
令

に
違

反
す

る
行

為
を

行
っ

た
場

合
で

特
に

悪
質

と
判

断
さ

れ
た

場
合

　
　

本
学

が
実

施
す

る
試

験
等

に
お

い
て

，
不

正
行

為
を

行
っ

た
場

合
で

特
に

悪
質

と
判

断
さ

れ
た

場
合

　（
悪
質
性
及
び
重
大
性
の
判
断
）

第
７
条

　
前

２
条

に
お

い
て

悪
質

と
判

断
す

る
と

き
は

，
当

該
学

生
の

主
観

的
態

様
，

当
該

非
違

行
為

の
性

質
，

当
該

非
違

行
為

に
至

る
動

機
，

繰
返

し
行

為
の

有
無

等
を

勘
案

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

前
２

条
に

お
い

て
重

大
と

判
断

す
る

と
き

は
，

当
該

非
違

行
為

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
者

の
精

神
的

苦
痛

を
含

め
た

身
体

的
被

害
の

程
度

，
当

該
非

違
行

為
が

社
会

に
及

ぼ
し

た
影

響
等

を
勘

案
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

，
当

該
非

違
行

為
に

よ
る

被
害

が
物

的
被

害
に

と
ど

ま
る

場
合

で
あ

っ
て

も
，

そ
の

物
的

被
害

が
甚

大
な

も
の

で
あ

る
場

合
は

，
重

大
と

判
断

す
る

も
の

と
す

る
。

　（
懲
戒
の
標
準
）

第
８
条

　
懲

戒
の

標
準

は
，

別
表

に
掲

げ
る

区
分

及
び

非
違

行
為

の
種

類
に

応
じ

て
，

そ
れ

ぞ
れ

同
表

右
欄

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

　（
停
学
の
期
間
に
お
け
る
措
置
）

第
９
条

　
停

学
を

命
じ

ら
れ

た
学

生
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

学
生

」
と

い
う

。）
の

停
学

期
間

中
に

お
い

て
，

当
該

学
生

に
対

し
て

次
の

措
置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

　
　

学
生

の
所

属
す

る
学

部
等

は
，

学
生

に
対

し
て

面
談

等
の

教
育

的
指

導
を

行
う

。
　

　
学

生
は

，
新

た
な

履
修

登
録

等
の

手
続

き
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

　
　

学
生

は
，

本
学

に
入

学
を

志
願

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

　（
事
実
関
係
の
調
査
）

第
10

条
　

懲
戒

の
対

象
と

な
り

う
る

行
為

が
あ

っ
た

と
認

め
る

と
き

は
，

当
該

行
為

を
行

っ
た

学
生

の
学

部
等

の
長

は
，

事
実

関
係

の
調

査
を

行
う

も
の

と
す

る
。
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を
含
む
措
置
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
，
学
長
又
は
当
該
部
局
長
等
に
勧
告
を
行
い
ま
す
。

　
　
な
お
，
学
長
又
は
当
該
部
局
長
等
に
勧
告
す
る
内
容
及
び
勧
告
に
伴
う
学
長
又
は
部
局
長
等
が
と
る
制
裁
若
し
く
は

救
済
等
の
措
置
に
は
，
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
　
①
　
行
為
が
悪
質
な
場
合
の
懲
戒
解
雇
，
退
学
等
の
処
分
を
含
め
，
加
害
行
為
の
程
度
に
応
じ
た
必
要
な
措
置

　
　
②
　
被
害
者
に
対
す
る
心
理
的
ケ
ア
を
含
む
救
済
及
び
援
助

　
　
③
　
再
発
防
止
の
た
め
の
「
授
業
停
止
」，
「
教
職
員
の
交
代
」，
「
必
修
単
位
の
代
替
措
置
」，
「
ゼ
ミ
・
サ
ー
ク
ル
の

活
動
停
止
」，
「
職
場
等
の
環
境
改
善
命
令
」
等
の
措
置

　
　
学
長
は
，
本
学
と
し
て
の
対
応
を
被
害
者
に
知
ら
せ
る
と
と
も
に
，
当
事
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
十
分
配
慮
し
た
上

で
，
当
該
事
案
を
内
外
に
公
表
し
ま
す
。

10
．
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
・
守
秘
義
務

　
　
相
談
に
応
じ
た
相
談
員
，
人
権
倫
理
委
員
会
委
員
等
の
す
べ
て
の
関
係
者
は
，
相
談
者
を
含
む
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
，
名
誉
，
そ
の
他
の
人
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
，
相
談
で
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と

は
固
く
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

11
．
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
・
保
護
等

　
　
相
談
者
を
含
む
関
係
者
に
対
し
て
，
相
談
，
必
要
な
改
善
・
救
済
措
置
等
を
理
由
と
す
る
報
復
及
び
不
利
益
な
　
取

扱
い
は
固
く
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
関
係
者
の
秘
密
の
漏
え
い
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
若
し
く
は
名
誉
を
害
す
る
行
為
又

は
報
復
若
し
く
は
不
利
益
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
，
人
権
倫
理
委
員
会
は
，
直
ち
に
必
要
な
調
査
を
行
い
，

学
長
又
は
部
局
長
等
に
対
し
て
適
切
な
措
置
（
懲
戒
等
）
を
と
る
よ
う
勧
告
し
ま
す
。

　
　
ま
た
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
虚
偽
の
申
立
又
は
証
言
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
人
権
倫
理
委
員
会
は
，
虚
偽
の
申
立

又
は
証
言
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
，
学
長
又
は
部
局
長
等
に
対
し
て
適
切
な
措
置
（
懲
戒
等
）
を
と
る
よ
う
勧

告
し
ま
す
。

12
．
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し

　
　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
，
必
要
に
応
じ
適
切
な
見
直
し
及
び
改
訂
を
行
い
ま
す
。

　
　
　
附
　
記

　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
，
平
成
21
年
５
月
14
日
か
ら
実
施
し
ま
す
。

　
　
　
附
　
記

　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
，
平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら
実
施
し
ま
す
。

秋
田
大
学
学
生
の
懲
戒
に
関
す
る
細
則

�
（
令
和
３
年
３
月
30
日
学
長
裁
定
第
33
0号
）

　（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
細
則
は
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
，
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　（
懲
戒
の
定
義
）

第
２
条
　
秋
田
大
学
学
則
第
52
条
第
２
項
及
び
秋
田
大
学
大
学
院
学
則
第
41
条
第
２
項
に
規
定
す
る
懲
戒
の
定
義
は
，

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
⑴
　
訓
告
　
学
生
の
行
っ
た
非
違
行
為
を
戒
め
て
事
後
の
反
省
を
求
め
，
将
来
に
わ
た
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い

よ
う
，
口
頭
又
は
文
書
に
よ
り
注
意
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
⑵
　
停
学
　
一
定
の
期
間
，
学
生
の
教
育
課
程
の
履
修
及
び
課
外
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
⑶
　
退
学
　
本
学
に
お
け
る
修
学
の
権
利
を
剥
奪
し
，
学
籍
関
係
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

２
　
停
学
の
期
間
は
，
無
期
又
は
有
期
と
し
，
無
期
の
停
学
と
は
，
期
限
を
付
さ
ず
に
命
ず
る
停
学
を
い
い
，
有
期
の
停
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規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

交
通
事
故

死
亡
又
は
高
度
な
後
遺
症
を
残
す
人
身
事
故
を
伴
う
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
で
，
そ
の

原
因
行
為
が
無
免
許
運
転
，
飲
酒
運
転
，
暴
走
運
転
等
の
悪
質
な
場
合

退
学

人
身
事
故
を
伴
う
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
で
，
そ
の
原
因
行
為
が
無
免
許
運
転
，
飲
酒

運
転
，
暴
走
運
転
等
の
悪
質
な
場
合

退
学
又
は
停
学

無
免
許
運
転
，
飲
酒
運
転
，
暴
走
運
転
等
及
び
そ
の
幇
助
行
為
の
悪
質
な
交
通
法
規
違
反

停
学
又
は
訓
告

死
亡
又
は
高
度
な
後
遺
症
を
残
す
人
身
事
故
を
伴
う
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
で
，
そ
の

原
因
行
為
が
前
方
不
注
意
等
の
過
失
の
場
合

停
学

人
身
事
故
を
伴
う
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
で
，
そ
の
原
因
行
為
が
前
方
不
注
意
等
の
過

失
の
場
合

停
学
又
は
訓
告

飲
酒

飲
酒
を
強
要
し
重
大
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
場
合

退
学
又
は
停
学

研
究
活
動
の

不
正
行
為

発
表
さ
れ
た
研
究
成
果
の
中
に
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
や
調
査
結
果
等
の
捏
造
，
改
ざ
ん
及
び
盗

用
を
行
っ
た
場
合

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

試
験
不
正
行

為
等

本
学
が
実
施
す
る
試
験
等
に
お
け
る
不
正
行
為
で
身
代
わ
り
受
験
等
の
悪
質
な
場
合

退
学
又
は
停
学

本
学
が
実
施
す
る
試
験
等
に
お
け
る
カ
ン
ニ
ン
グ
等
の
不
正
行
為

停
学
又
は
訓
告

本
学
が
実
施
す
る
試
験
等
に
お
い
て
，
監
督
者
の
注
意
又
は
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合

訓
告

そ
の
他
の
非

違
行
為

本
学
の
教
育
研
究
又
は
管
理
運
営
を
著
し
く
妨
げ
る
暴
力
的
行
為

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

本
学
が
管
理
す
る
建
造
物
へ
の
不
法
侵
入
又
は
そ
の
不
正
使
用
若
し
く
は
占
拠

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

本
学
が
管
理
す
る
建
造
物
又
は
器
物
の
破
壊
，
汚
損
，
不
法
改
築
等

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

本
学
構
成
員
に
対
す
る
暴
力
行
為
，
威
嚇
，
拘
禁
，
拘
束
等

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

国
立
大
学
法
人
秋
田
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
第
２
条
第
１

項
に
規
定
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

そ
の
他
，
本
学
の
信
用
を
著
し
く
失
墜
さ
せ
る
行
為

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

［
Jア
ラ
ー
ト
作
動
時
（
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
時
）
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て
］

　
北
朝
鮮
が
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
が
一
、
ミ
サ
イ
ル
が
発
射
さ
れ
、
秋
田
県
内
へ

の
影
響
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
政
府
か
ら
ミ
サ
イ
ル
発
射
情
報
や
屋
内
避
難
の
呼
び
か
け
等
の
緊
急
情
報
が
、
Jア

ラ
ー
ト
（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
り
伝
達
さ
れ
、そ
の
情
報
が
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
緊
急
速
報
メ
ー

ル
や
各
自
治
体
の
防
災
行
政
無
線
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
ま
す
。
ミ
サ
イ
ル
は
、
発
射
か
ら
10
分
以
内

に
着
弾
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
迅
速
か
つ
落
ち
着
い
て
以
下
の
行
動
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
緊
急
情
報
に
併
せ
て
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
の
報
道
情
報
等
に
も
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
屋
外
に
い
る
場
合

　
・
　
近
く
の
建
物
（
で
き
る
だ
け
頑
丈
な
建
物
）
の
中
、
又
は
地
下
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

　
・
　
近
く
に
適
当
な
建
物
等
が
な
い
場
合
は
、
物
陰
に
身
を
隠
す
か
地
面
に
伏
せ
頭
部
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

　〈
近
く
に
ミ
サ
イ
ル
が
着
弾
し
た
場
合
〉

　
ロ
と
鼻
を
ハ
ン
カ
チ
で
覆
い
な
が
ら
、
現
場
か
ら
直
ち
に
離
れ
、
密
閉
性
の
高
い
屋
内
の
部
屋
ま
た
は
風
上
に
避

難
し
て
く
だ
さ
い
。

２
．
屋
内
に
い
る
場
合

　
・
　
で
き
る
だ
け
窓
か
ら
離
れ
、
で
き
れ
ば
窓
の
な
い
部
屋
へ
移
動
し
て
く
だ
さ
い
。

　〈
近
く
に
ミ
サ
イ
ル
が
着
弾
し
た
場
合
〉

　
換
気
扇
、
エ
ア
コ
ン
を
止
め
、
窓
を
閉
め
、
目
張
り
を
し
て
室
内
を
密
閉
し
て
く
だ
さ
い
。
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２
　

懲
戒

の
対

象
と

な
り

う
る

行
為

が
，異

な
る

学
部

等
に

所
属

す
る

複
数

の
学

生
に

よ
っ

て
引

き
起

こ
さ

れ
た

場
合

は
，

学
部

等
の

長
は

，
事

実
関

係
の

調
査

に
際

し
て

，
相

互
に

連
絡

し
，

調
整

す
る

も
の

と
す

る
。

 
　（
学
生
の
弁
明
）

第
11

条
　

学
部

等
の

長
は

，
前

条
第

１
項

の
事

実
関

係
の

調
査

を
行

う
に

当
た

り
，

当
該

学
生

に
そ

の
旨

を
通

知
し

，
口

頭
又

は
文

書
に

よ
る

弁
明

の
機

会
を

与
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
　

弁
明

の
機

会
を

与
え

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

，
正

当
な

理
由

が
な

く
当

該
学

生
が

欠
席

し
，

又
は

弁
明

書
を

提
出

し
な

か
っ

た
場

合
は

，
こ

の
権

利
を

放
棄

し
た

も
の

と
み

な
す

。
 

　（
懲
戒
処
分
の
申
請
）

第
12
条

　
学

部
等

の
長

は
，

当
該

学
生

に
対

す
る

懲
戒

処
分

の
要

否
等

に
つ

い
て

，
教

授
会

又
は

研
究

科
委

員
会

に
お

い
て

審
議

し
，

懲
戒

処
分

の
必

要
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
，

事
実

関
係

に
つ

い
て

の
調

査
報

告
書

に
懲

戒
処

分
に

関
す

る
意

見
を

付
し

て
，

学
長

に
懲

戒
の

申
請

を
行

う
も

の
と

す
る

。
な

お
，

申
請

に
あ

た
っ

て
は

そ
の

内
容

を
事

前
に

総
括

担
当

理
事

及
び

教
育

担
当

理
事

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
　（
懲
戒
処
分
の
決
定
及
び
通
知
）

第
13
条

　
学

長
は

，
前

条
に

よ
り

学
部

等
の

長
か

ら
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

，
そ

の
事

実
関

係
及

び
全

学
的

な
均

衡
等

を
考

慮
し

て
懲

戒
処

分
を

決
定

し
，

処
分

理
由

を
記

載
し

た
懲

戒
処

分
通

知
書

を
当

該
学

生
の

所
属

す
る

学
部

等
の

長
を

通
じ

て
，

当
該

学
生

に
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
　（
懲
戒
の
発
効
）

第
14

条
　

懲
戒

の
発

効
日

は
，懲

戒
処

分
書

の
交

付
日

と
す

る
。

た
だ

し
，や

む
を

得
な

い
場

合
は

，こ
の

限
り

で
な

い
。

 
　（
再
調
査
）

第
15
条

　
懲

戒
処

分
を

受
け

た
学

生
は

，
事

実
誤

認
，

新
事

実
の

発
見

そ
の

他
の

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

は
，

そ
の

証
拠

と
な

る
資

料
を

添
え

て
，

文
書

に
よ

り
学

長
に

再
調

査
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
　

学
長

は
，

前
項

の
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

，
再

調
査

の
要

否
を

教
育

研
究

評
議

会
の

議
を

経
て

，
当

該
学

部
等

の
長

に
指

示
す

る
も

の
と

す
る

。
　（
事
務
）

第
16
条

　
学

生
の

懲
戒

に
関

す
る

事
務

は
，

総
合

学
務

課
及

び
医

学
系

研
究

科
・

医
学

部
学

務
課

の
協

力
を

得
て

，
学

生
支

援
・

就
職

課
に

お
い

て
処

理
す

る
。

　（
補
則
）

第
17
条

　
こ

の
細

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
学

生
の

懲
戒

に
関

し
必

要
な

事
項

は
，

別
に

定
め

る
。

附
　

則
１

　
こ

の
細

則
は

，
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
実

施
す

る
。

２
　

学
生

の
懲

戒
手

続
に

関
す

る
内

規
（

平
成

27
年

３
月

27
日

学
長

裁
定

第
25

7号
）

は
，

廃
止

す
る

。

別
表
（
第
８
条
関
係
）

　
懲
戒
の
標
準

区
　
分

非
違
行
為
の
種
類

懲
戒
の
標
準

犯
罪
行
為
等

殺
人
，
強
盗
，
強
制
性
交
等
の
凶
悪
な
犯
罪
行
為
又
は
犯
罪
未
遂
行
為

退
学

傷
害
行
為

退
学
又
は
停
学

薬
物
犯
罪
行
為

退
学
又
は
停
学

窃
盗
，
万
引
き
，
詐
欺
，
他
人
を
傷
害
す
る
に
至
ら
な
い
暴
力
行
為
等
の
犯
罪
行
為

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

わ
い
せ
つ
行
為
，
痴
漢
行
為
（
覗
き
見
，
盗
撮
行
為
そ
の
他
の
迷
惑
行
為
を
含
む
。）

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

ス
ト
ー
カ
ー
行
為

退
学
，
停
学
又
は
訓
告

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
不
正
使
用
で
悪
質
な
場
合

退
学
又
は
停
学

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
不
正
使
用

停
学
又
は
訓
告

C
A

M
P

U
S

 L
IF

E
 2

0
2

2
A

K
IT

A
 U

N
IV

E
R

S
IT

Y



111

規
程
ｅ
ｔ
ｃ
．

［
秋
田
大
学
学
業
奨
励
金
取
扱
要
領
］

（
平
成
17
年
12
月
14
日
役
員
会
決
定
）
改
正

平
成
27
年
3月
11
日
一
部
改
正

１
．
趣
旨

　
　
こ
の
要
領
は
，
秋
田
大
学
み
ら
い
創
造
基
金
の
事
業
と
し
て
，
成
績
優
秀
者
を
表
彰
す
る
と
と
も
に
学
業
奨
励
金
の

給
付
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
，
も
っ
て
学
生
の
勉
学
意
欲
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

２
．
対
象
者

　
　
卒
業
年
次
を
除
く
学
部
学
生

３
．
被
表
彰
者
数

　
　
国
際
資
源
学
部
に
つ
い
て
は
２
名
，
教
育
文
化
学
部
に
つ
い
て
は
３
名
，
医
学
部
に
つ
い
て
は
４
名
，
理
工
学
部
に

つ
い
て
は
６
名
を
原
則
と
す
る
。

４
．
学
業
奨
励
金
の
額

　
　
１
名
当
た
り
10
0，
00
0円

５
．
推
薦
基
準
に
つ
い
て

　
　
学
業
成
績
を
重
視
し
，
人
物
を
勘
案
し
て
推
薦
す
る
。

　
　（
１
）
学
力
に
つ
い
て

　
　
　
　
修
得
単
位
数
が
，
学
部
が
定
め
る
各
年
次
の
標
準
修
得
単
位
数
以
上
で
あ
る
者
で
学
業
優
秀
な
者

　
　（
２
）
人
物
に
つ
い
て

　
　
　
　
人
物
優
秀
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

６
．
被
表
彰
者
の
決
定
に
つ
い
て

　
　
各
学
部
長
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
，
学
生
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
，
被
表
彰
者
を
決
定
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
取
扱
要
領
は
，
平
成
17
年
12
月
14
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
取
扱
要
領
は
，
平
成
19
年
２
月
14
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
取
扱
要
領
は
，
平
成
21
年
２
月
12
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
要
領
は
，
平
成
27
年
３
月
11
日
か
ら
実
施
し
，
平
成
26
年
11
月
１
日
よ
り
適
用
す
る
。

２
　
被
表
彰
者
数
は
，
改
正
後
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成
26
年
度
か
ら
平
成
28
年
度
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と

お
り
と
す
る
。 区
　
分

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

国
際
資
源
学
部

1
1

2
教
育
文
化
学
部

教
育
文
化
学
部（
在
学
生
）

4
4

3

医
学

部
4

4
4

理
工

学
部

工
学
資
源
学
部（
在
学
生
）

6
6

6

合
　
　
　
計

15
15

15

C
A

M
P

U
S

 L
IF

E
 2

0
2

2
A

K
IT

A
 U

N
IV

E
R

S
IT

Y

３
．
授
業
中
の
場
合

　
・
　
教
員
の
指
示
に
よ
り
授
業
を
中
断
し
た
う
え
で
教
室
内
に
と
ど
ま
り
、
窓
が
あ
る
場
合
は
、
窓
か
ら
離
れ
て
く
だ

さ
い
。
屋
外
に
い
る
場
合
は
．
近
く
の
建
物
（
で
き
る
だ
け
頑
丈
な
建
物
）
の
中
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

　
・
　
教
員
の
指
示
や
構
内
放
送
等
に
よ
り
大
学
か
ら
指
示
が
あ
る
場
合
は
．
そ
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

４
．
そ
の
他

　
・
　
授
業
や
定
期
試
験
を
平
常
ど
お
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
休
講
又
は
試
験
日
の
振
替
等
の

特
別
措
置
を
と
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
特
別
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
総
合
学
務
支
援
シ
ス
テ
ム
「
a・
ne
t」
及

び
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
・
　
休
日
や
長
期
休
業
中
に
発
生
し
た
場
合
は
、大
学
か
ら
メ
ー
ル
等
（
第
1段
階
は
a・
ne
t、
第
2段
階
は
シ
ョ
ー
ト
メ
ー

ル
、
第
3段
階
は
携
帯
電
話
）
で
安
否
確
認
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
直
ぐ
に
指
示
ど
お
り
に
返

信
し
て
く
だ
さ
い
。

　
・
　
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
落
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
国
民
が
と
る
べ
き
行
動
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
内
閣
官
房
国

民
保
護
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
は
随
時

更
新
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
予
め
各
自
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　
　
内
閣
官
房
国
民
保
護
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
卜
　
ht
tp
://
w
w
w
.k
ok
um
in
ho
go
.g
o.
jp
/
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附

　
則

 
　

こ
の

要
項

は
，

平
成

19
年

4月
1日

か
ら

実
施

す
る

。
 

　
　

　
附

　
則

 
　

こ
の

要
項

は
，

平
成

20
年

4月
1日

か
ら

実
施

す
る

。
 

　
　

　
附

　
則

 
　

こ
の

要
項

は
，

平
成

21
年

5月
13

日
か

ら
施

行
し

，
平

成
21

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。

　
　

　
附

　
則

（
平

成
29

年
3月

24
日

一
部

改
正

）
　

こ
の

要
項

は
，

平
成

29
年

4月
1日

か
ら

施
行

す
る

。
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［
秋
田
大
学
手
形
地
区
構
内
学
生
交
通
安
全
対
策
実
施
要
項
］

（
平
成
19
年
3月
9日
学
長
裁
定
第
14
1号
）

改
正
　
平
成
29
年
3月
24
日
一
部
改
正

　
　（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
要
項
は
，
秋
田
大
学
手
形
地
区
構
内
（
以
下
「
構
内
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
学
生
の
交
通
安
全
対
策
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
，
も
っ
て
交
通
事
故
等
の
防
止
及
び
学
内
環
境
の
保
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　（
構
内
の
運
転
）

第
２
条
　
自
動
車
及
び
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
車
両
」
と
い
う
。）
の
構
内
走
行
は
，
原
則
と
し

て
禁
止
と
す
る
。
な
お
，
駐
車
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
総
合
案
内
所
に
お
い
て
臨
時
駐
車
許
可
を
受
け
た
場

合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
　
構
内
の
運
転
の
際
は
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）　
歩
行
者
等
の
安
全
を
守
り
，
秋
田
大
学
が
設
置
し
た
道
路
標
識
等
に
従
っ
て
走
行
す
る
こ
と
。

　（
２
）　
騒
音
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

　
　（
駐
車
の
許
可
）

第
３
条
　
自
動
車
に
よ
る
通
学
の
た
め
に
駐
車
許
可
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
学
生
は
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

　（
１
）　
身
体
障
害
者

　（
２
）　
学
部
４
年
次
生
・
大
学
院
生
で
片
道
10
Km
以
上
の
者
（
20
Km
以
上
の
場
合
は
，
指
導
教
員
等
の
「
駐
車
許

可
申
請
同
意
書
」
が
必
要
で
あ
る
。）

　（
３
）　
特
別
な
事
情
の
あ
る
者
（
指
導
教
員
等
の
「
駐
車
許
可
申
請
同
意
書
」
が
必
要
で
あ
る
。）

２
　
駐
車
許
可
の
申
請
は
，
学
生
支
援
・
就
職
課
に
秋
田
大
学
手
形
地
区
構
内
駐
車
許
可
申
請
書
（
以
下
「
駐
車
許
可
申
請

書
」
と
い
う
。）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
，
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

３
　
駐
車
許
可
申
請
書
の
提
出
期
間
は
別
に
定
め
る
。

４
　
駐
車
の
許
可
は
，
学
生
生
活
支
援
部
門
会
議
で
審
議
し
，
決
定
す
る
。
ま
た
，
駐
車
許
可
証
の
有
効
期
限
は
，
当
該

年
度
限
り
と
す
る
。

５
　
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
学
生
は
，
北
門
か
ら
入
構
し
所
定
の
駐
車
場
に
駐
車
す
る
こ
と
。
ま
た
，
駐
車
許
可

証
を
自
動
車
の
運
転
席
前
面
に
表
示
す
る
こ
と
。

　
　（
臨
時
の
駐
車
許
可
）

第
４
条
　
臨
時
の
駐
車
許
可
は
，
物
品
の
搬
送
等
で
一
時
的
に
入
構
で
き
る
も
の
で
，
総
合
案
内
所
に
お
い
て
発
行
す
る
。

入
構
す
る
場
合
は
，
学
生
証
を
提
示
し
，
臨
時
の
駐
車
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
　（
届
出
の
義
務
）

第
５
条
　
駐
車
許
可
を
受
け
た
学
生
は
，
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
，
速
や
か
に
学
生
支
援
・
就
職
課
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）　
駐
車
許
可
申
請
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

　（
２
）　
自
動
車
を
使
用
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

　（
３
）　
許
可
証
を
紛
失
し
，
又
は
汚
損
の
た
め
許
可
証
の
記
載
事
項
が
判
読
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

　
　（
事
故
の
報
告
等
）

第
６
条
　
構
内
に
お
い
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
学
生
は
，
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
直
ち
に
学
生
支
援
・
就
職

課
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　（
違
反
者
へ
の
措
置
）

第
７
条
　
こ
の
要
項
に
違
反
し
た
学
生
に
は
，
次
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）　
警
告
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

　（
２
）　
違
反
車
両
に
対
し
て
警
告
書
を
貼
付
す
る
こ
と
。

　（
３
）　
駐
車
許
可
証
等
を
不
正
に
使
用
し
た
場
合
に
，
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
。
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部　局　名 案内・パンフレット等

高 等 教 育
グ ロ ーバ ル セ ン ター

●教養基礎教育 学習ガイド
●授業計画（シラバス）〔Web〕
●留学生のための入学案内（日本語版・英語版）
●高等教育グローバルセンターニュースレター
●Akita University Study Guide for International Students
　（外国人のための学部・大学院ガイド）

学生支援総合センター ●キャンパスライフ
●就職支援ガイド

附 属 図 書 館
●Library News しゅうと！〔Web〕
●情報探索ガイドブック
●秋田大学附属図書館パンフレット

国 際 資 源 学 部

●履修案内
●時間割表
●授業計画（シラバス）〔Web〕
●安全の手引き

教 育 文 化 学 部
●開設講義一覧
●授業計画（シラバス）〔Web〕
●履修関係規程

医 学 部
●授業計画（シラバス）〔保健学科はWeb〕
●学生便覧
●履修案内（保健学科のみ）

理 工 学 部

●履修案内
●時間割表
●授業計画（シラバス）〔Web〕
●安全の手引き

広 報 課
●秋田大学広報誌〈アプリーレ〉
●秋田大学概要（日本語版、英語版）
●インフォメーションセンター紹介リーフレット

情 報 統 括 セ ン タ ー ●情報統括センター利用の手引き

学内発行各種案内・パンフレット等一覧
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大学院

専攻科

学部

その他・施設等

明43.3

秋田鉱山専門学校

明6.9

秋田伝習学校

明7.5

秋田太平学校

明11.4

秋田県師範学校

明31.4

秋田県師範学校

大13.3

秋田県立
実業補習
学校教員
養成所

昭10.4

秋田県立
青年学校
教員養成所

昭19.4

秋田青年
師範学校
（官立）

昭18.4

秋田県師範学校
　 （官　立）

明11.12

秋田師範学校

明19.8

秋 田 県
尋 常 師 範 学 校

明42.4

秋田県女子
師 範 学 校

明13.5

秋 田 女 子
師 範 学 校

昭24.5

秋

　田

　大

　学

平成.10

医療技術短期大学部

（平２.４改組）
（平10.４改組）

附属教育実践研究指導
センター（平4.4改組）

附属教育実践総合
センター（平12.4改組）

保 健 管 理 セ ン タ ー

附 属 図 書 館

地（知）の拠点事業推進本部（平 28.4）

国際交流センター（平20.2）

産学連携推進機構（平19.11）

情報統括センター（平27.4）

環 境 応 用 化 学 科（平20.4）

附属特別支援学校（平19.4法改正による改称）

附属教職高度化センター（平31.4改称）

国際交流推進機構（平16.4）

社会貢献推進機構（平16.4） 平21.3廃止

教員免許状更新講習推進センター（平21.4）

学生支援総合センター（平16.4）

教育推進総合センター（平16.4） 高等教育グローバルセンター（平31.4改組）

地域創生センター（平23.4）

生 体 情 報 研 究 セ ン タ ー

高齢者医療先端研究センター（平30.1）

電動化システム共同研究センター（令3.4）

自殺予防総合研究センター（令3.4）

地域防災減災総合研究センター（令4.4）

環 境 安 全 セ ン タ ー

放射性同位元素センター

バイオサイエンス教育・研究センター（平16.4） バイオサイエンス教育・研究
サポートセンター（平28.4改称）

地方創生センター（平28.4改組）

評価・IRセンター（平29.4）

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

地 域 共 同 研 究 セ ン タ ー

通 信 教 育 講 座

附属地域防災力研究センター（平18.1）

附属ものづくり創造工学センター（平16.7）

附属素材資源システム研究施設

附 属 鉱 業 博 物 館

附属環境資源学研究センター（平18.4）

土 木 環 境 工 学 科

電 気 電 子 工 学 科

機 械 工 学 科

情 報 工 学 科

材 料 工 学 科

生 命 化 学 科（平20.4）

環 境 物 質 工 学 科

附 属 病 院

保 健 学 科

医 学 科

附属教育実践研究支援センター

附 属 養 護 学 校

附 属 中 学 校

附 属 小 学 校

人 間 環 境 課 程

国 際 言 語 文 化 課 程

地 域 科 学 課 程

学 校 教 育 課 程

附 属 鉱 業 博 物 館

国 際 資 源 学 科

地 域 文 化 学 科

学 校 教 育 課 程

附 属 鉱 業 博 物 館

附属地域防災力研究センター 附属クロスオーバー教育創成センター
（平31.4改称）

附属ものづくり創造工学センター

附属環境資源学研究センター

附属鉱業博物館国際資源学研究科（平28.4）

理工学研究科（平28.4改組）
附属理工学
研究センター
（平26.4改称）

附属革新材料
研究センター
（平30.4改称）

特 殊 教 育 特 別 専 攻 科 平20.3廃止

平22.4部局化　工学資源学研究科へ移管

工 学 資 源 学 研 究 科

先進ヘルスケア工学院（令3.4）

教 育 学 研 究 科

地 球 資 源 学 科

国際資源学教育研究センター（平21.10）

ベンチャーインキュベーションセンター（平22.4）

（平３.４改組）

看　　護　　学　　科

理 学 療 法 学 科（平2.4）

作 業 療 法 学 科（平2.4）

医 学 科（昭45.4）

保 健 学 科（平14.10）

機 械 工 学 科

電気電子工学科

土木環境工学科

資源・素材工学科

物 質 工 学 科

情 報 工 学 科

附属地下資源開発研究所（昭25.4）

附属地下資源研究施設（昭42.4改称）

附属鉱業博物館（昭40.4）

通信教育講座

附属資源地学研究施設（昭61.4改組）

附属素材資源システム研究施設（平8.5改組）

附 属 病 院（昭46.4）

附属看護学校（昭47.4設置,平4.3廃止）

附属動物実験施設（昭56.4設置,平16.3廃止）

附属実験実習機器センター（昭57.4設置,平16.3廃止）

学 校 教 育 課 程

地 域 科 学 課 程

国 際 言 語 文 化 課 程

人 間 環 境 課 程

附 属 小 学 校（昭26.4）

附 属 中 学 校（昭26.4）

附属養護学校（昭47.4）

附 属 幼 稚 園（昭26.4）

附属教育工学センター（昭52.4）

採　　鉱　　学　　科

鉱 山 地 質 学 科

冶 金 学 科

金 属 材 料 学 科（昭42.4）

燃 料 化 学 科

資源科学工学科（昭56.4）

機 械 工 学 科

生産機械工学科（昭52.4）

電 気 工 学 科

電 子 工 学 科（昭48.4）

土 木 工 学 科（昭41.4）

小学校教員養成課程

中学校教員養成課程

養護学校教員養成課程（昭 43.4）

幼 稚 園 教 員 養 成 課 程（昭 48.4）

情 報 科 学 課 程（平 3.4）

平14.10保健学科へ改組
平19.3閉学

教 育 専 攻 科
（昭40.4設置,平元.3廃止）

特殊教育特別専攻科（昭55.4）

鉱 山 学 専 攻 科
（昭29.4設置,昭40.3廃止）

教育学研究科（平元.4）

医 学 研 究 科（昭51.4）

鉱山学研究科（昭40.4）

（平10.４改組）

工学資源学研究科（平14.４改組）

平16.4

国立大学法人法
（平成15年７月
16日法律112号）
に基づき設置さ
れた国立大学

秋

　田

　大

　学

工 学 資 源 学 部

理 工 学 部
（平26.４改組）

教 育 文 化 学 部

医 学 部

専 攻 科

大 学 院

知 的 財 産 本 部（平16.4）

評 価 セ ン タ ー（平16.4）

令2.3廃止

平26.4国際資源
学部へ移管

平28.4部局化
国際資源学
研究科へ移管

大

学

院

専

攻

科

昭
45
.
4

医

学

部

教
育
文
化
学
部

（
平
10
.
4 

改
組
）

昭
24
.
5

鉱

山

学

部

工
学
資
源
学
部

（
平
10
.
4 

改
組
）

昭
24
.
5

学

　芸

　学

　部

教

　育

　学

　部

（
昭
42
.
6 

改
称
）

地 球 資 源 学 科

環 境 物 資 工 学 科

材 料 工 学 科

情 報 工 学 科

機 械 工 学 科

電 気 電 子 工 学 科

土 木 環 境 工 学 科

附 属 幼 稚 園

（平22.４部局化）

平26.4

国 際 資 源 学 部

（平26.4改組）

（平26.4改組）

システムデザイン工学科

数理・電気電子情報学科

物 質 科 学 科

通 信 教 育 講 座

生 命 科 学 科

高大接続センター（平29.4）

教職課程・キャリア支援センター
（令4.4改組）

医 学 研 究 科 医学系研究科（平19 .4改組）

附属地域包括ケア・
介護予防研修センター（平 26.10）

令4.3廃止
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大学院

専攻科

学部

その他・施設等

明43.3

秋田鉱山専門学校

明6.9

秋田伝習学校

明7.5

秋田太平学校

明11.4

秋田県師範学校

明31.4

秋田県師範学校

大13.3

秋田県立
実業補習
学校教員
養成所

昭10.4

秋田県立
青年学校
教員養成所

昭19.4

秋田青年
師範学校
（官立）

昭18.4

秋田県師範学校
　 （官　立）

明11.12

秋田師範学校

明19.8

秋 田 県
尋 常 師 範 学 校

明42.4

秋田県女子
師 範 学 校

明13.5

秋 田 女 子
師 範 学 校

昭24.5

秋

　田

　大

　学

平成.10

医療技術短期大学部

（平２.４改組）
（平10.４改組）

附属教育実践研究指導
センター（平4.4改組）

附属教育実践総合
センター（平12.4改組）

保 健 管 理 セ ン タ ー

附 属 図 書 館

地（知）の拠点事業推進本部（平 28.4）

国際交流センター（平20.2）

産学連携推進機構（平19.11）

情報統括センター（平27.4）

環 境 応 用 化 学 科（平20.4）

附属特別支援学校（平19.4法改正による改称）

附属教職高度化センター（平31.4改称）

国際交流推進機構（平16.4）

社会貢献推進機構（平16.4） 平21.3廃止

教員免許状更新講習推進センター（平21.4）

学生支援総合センター（平16.4）

教育推進総合センター（平16.4） 高等教育グローバルセンター（平31.4改組）

地域創生センター（平23.4）

生 体 情 報 研 究 セ ン タ ー

高齢者医療先端研究センター（平30.1）

電動化システム共同研究センター（令3.4）

自殺予防総合研究センター（令3.4）

地域防災減災総合研究センター（令4.4）

環 境 安 全 セ ン タ ー

放射性同位元素センター

バイオサイエンス教育・研究センター（平16.4） バイオサイエンス教育・研究
サポートセンター（平28.4改称）

地方創生センター（平28.4改組）

評価・IRセンター（平29.4）

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

地 域 共 同 研 究 セ ン タ ー

通 信 教 育 講 座

附属地域防災力研究センター（平18.1）

附属ものづくり創造工学センター（平16.7）

附属素材資源システム研究施設

附 属 鉱 業 博 物 館

附属環境資源学研究センター（平18.4）

土 木 環 境 工 学 科

電 気 電 子 工 学 科

機 械 工 学 科

情 報 工 学 科

材 料 工 学 科

生 命 化 学 科（平20.4）

環 境 物 質 工 学 科

附 属 病 院

保 健 学 科

医 学 科

附属教育実践研究支援センター

附 属 養 護 学 校

附 属 中 学 校

附 属 小 学 校

人 間 環 境 課 程

国 際 言 語 文 化 課 程

地 域 科 学 課 程

学 校 教 育 課 程

附 属 鉱 業 博 物 館

国 際 資 源 学 科

地 域 文 化 学 科

学 校 教 育 課 程

附 属 鉱 業 博 物 館

附属地域防災力研究センター 附属クロスオーバー教育創成センター
（平31.4改称）

附属ものづくり創造工学センター

附属環境資源学研究センター

附属鉱業博物館国際資源学研究科（平28.4）

理工学研究科（平28.4改組）
附属理工学
研究センター
（平26.4改称）

附属革新材料
研究センター
（平30.4改称）

特 殊 教 育 特 別 専 攻 科 平20.3廃止

平22.4部局化　工学資源学研究科へ移管

工 学 資 源 学 研 究 科

先進ヘルスケア工学院（令3.4）

教 育 学 研 究 科

地 球 資 源 学 科

国際資源学教育研究センター（平21.10）

ベンチャーインキュベーションセンター（平22.4）

（平３.４改組）

看　　護　　学　　科

理 学 療 法 学 科（平2.4）

作 業 療 法 学 科（平2.4）

医 学 科（昭45.4）

保 健 学 科（平14.10）

機 械 工 学 科

電気電子工学科

土木環境工学科

資源・素材工学科

物 質 工 学 科

情 報 工 学 科

附属地下資源開発研究所（昭25.4）

附属地下資源研究施設（昭42.4改称）

附属鉱業博物館（昭40.4）

通信教育講座

附属資源地学研究施設（昭61.4改組）

附属素材資源システム研究施設（平8.5改組）

附 属 病 院（昭46.4）

附属看護学校（昭47.4設置,平4.3廃止）

附属動物実験施設（昭56.4設置,平16.3廃止）

附属実験実習機器センター（昭57.4設置,平16.3廃止）

学 校 教 育 課 程

地 域 科 学 課 程

国 際 言 語 文 化 課 程

人 間 環 境 課 程

附 属 小 学 校（昭26.4）

附 属 中 学 校（昭26.4）

附属養護学校（昭47.4）

附 属 幼 稚 園（昭26.4）

附属教育工学センター（昭52.4）

採　　鉱　　学　　科

鉱 山 地 質 学 科

冶 金 学 科

金 属 材 料 学 科（昭42.4）

燃 料 化 学 科

資源科学工学科（昭56.4）

機 械 工 学 科

生産機械工学科（昭52.4）

電 気 工 学 科

電 子 工 学 科（昭48.4）

土 木 工 学 科（昭41.4）

小学校教員養成課程

中学校教員養成課程

養護学校教員養成課程（昭 43.4）

幼 稚 園 教 員 養 成 課 程（昭 48.4）

情 報 科 学 課 程（平 3.4）

平14.10保健学科へ改組
平19.3閉学

教 育 専 攻 科
（昭40.4設置,平元.3廃止）

特殊教育特別専攻科（昭55.4）

鉱 山 学 専 攻 科
（昭29.4設置,昭40.3廃止）

教育学研究科（平元.4）

医 学 研 究 科（昭51.4）

鉱山学研究科（昭40.4）

（平10.４改組）

工学資源学研究科（平14.４改組）

平16.4

国立大学法人法
（平成15年７月
16日法律112号）
に基づき設置さ
れた国立大学

秋

　田

　大

　学

工 学 資 源 学 部

理 工 学 部
（平26.４改組）

教 育 文 化 学 部

医 学 部

専 攻 科

大 学 院

知 的 財 産 本 部（平16.4）

評 価 セ ン タ ー（平16.4）

令2.3廃止

平26.4国際資源
学部へ移管

平28.4部局化
国際資源学
研究科へ移管

大

学

院

専

攻

科

昭
45
.
4

医

学

部

教
育
文
化
学
部

（
平
10
.
4 

改
組
）

昭
24
.
5

鉱

山

学

部

工
学
資
源
学
部

（
平
10
.
4 

改
組
）

昭
24
.
5

学

　芸

　学

　部

教

　育

　学

　部

（
昭
42
.
6 

改
称
）

地 球 資 源 学 科

環 境 物 資 工 学 科

材 料 工 学 科

情 報 工 学 科

機 械 工 学 科

電 気 電 子 工 学 科

土 木 環 境 工 学 科

附 属 幼 稚 園

（平22.４部局化）

平26.4

国 際 資 源 学 部

（平26.4改組）

（平26.4改組）

システムデザイン工学科

数理・電気電子情報学科

物 質 科 学 科

通 信 教 育 講 座

生 命 科 学 科

高大接続センター（平29.4）

教職課程・キャリア支援センター
（令4.4改組）

医 学 研 究 科 医学系研究科（平19 .4改組）

附属地域包括ケア・
介護予防研修センター（平 26.10）

令4.3廃止
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教育文化学部
870人

北海道
10人（1.1％）

青　森
35人（4.0％）

岩　手
47人（5.4％）

宮　城
38人（4.4％）

福　島
13人（1.5％）

関　東
65人（7.5％）

秋　田
569人（65.4％）

山　形
45人（5.2％）

中　部
41人（4.7％）

中　国
0人（0.0％）

九　州
3人（0.3％）

四　国
0人（0.0％）

近　畿
4人（0.5％）

理 工 学 部
1,655人

北海道
44人（2.7％）

青　森
85人（5.1％）

岩　手
127人（7.7％）

宮　城
53人（3.2％）

福　島
41人（2.5％）

関　東
339人（20.5％）

秋　田
524人（31.7％）

山　形
67人（4.0％）

中　部
310人（18.7％）

中　国
8人（0.5％）

九　州
10人（0.6％）

四　国
6人（0.4％）

近　畿
41人（2.5％）

国際資源学部
515人

北海道
15人（2.9％）

青　森
24人（4.7％）

岩　手
38人（7.4％）

宮　城
25人（4.9％）

福　島
24人（4.7％）

関　東
125人（24.3％）

秋　田
125人（24.3％）

山　形
15人（2.9％）

中　部
83人（16.1％）

中　国
0人（0.0％）

九　州
10人（1.9％）

四　国
3人（0.6％）

近　畿
28人（5.4％）

医 学 部
1,179人

北海道
32人（2.7％）

青　森
34人（2.9％）

岩　手
72人（6.1％）

宮　城
61人（5.2％）

福　島
6人（0.5％）

関　東
359人（30.4％）

秋　田
406人（34.4％）

山　形
34人（2.9％）

中　部
127人（10.8％）

中　国
4人（0.3％）

九　州
13人（1.1％）

四　国
2人（0.2％）

近　畿
29人（2.5％）

注：学生総数は、国内の高校出身者の合計である。

秋田県1,624人（38.5％）

青森県178人（4.2％）
岩手県284人（6.7％）

山形県161人（3.8％）
宮城県177人（4.2％）

福島県84人（2.0％）

四国ブロック11人（0.3％）
中国ブロック12人（0.3％）
近畿ブロック102人（2.4％）

中部ブロック  
561人（13.3％）  

関東ブロック  
888人（21.0％）  

北海道ブロック
101人（2.4％） 

九州ブロック36人（0.9％）

学生総数 令和3年5月1日現在

学生総数
4,219名
（100％）
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出身高校所在地別在学生分布図
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外国人留学生数

 令和3年5月1日現在

国名

学　　　　　部
小　計

大　　　学　　　院
小　計 合　計

合
　
計

学
部
国
別
計

国際資源
学部

教育文化
学部 医学部 理工学部 大

学
院
国
別
計

国際資源学
研究科

教育学
研究科

医学系
研究科

理工学
研究科

正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規 正規 非正規

国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費

国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
国
費
私
費
正
規
計
国
費
私
費
非
正
規
計

中国 64 3
（2） 5 10

（9） 2 41
（5） 3 51

（7）
13
（9） 24 1

（1）
2
（1）

21
（3）

24
（5）

75
（12）75 13

（9） 13 88

マレーシア 20 4
（2）

1
（1）

15
（4）

20
（7） 3 1

（1）
2

（2）
3
（3）

23
（10）23 23

ベトナム 22 1
（1）

21
（11）

22
（12） 5 1 4

（2） 1 4
（2） 1 26

（14）27 27

韓国 9 1
（1） 1 6

（1） 1 6
（1）

1
（1） 2 1 1 1 1 6

（1） 7 1
（1） 2 3 10

モンゴル 3 2
（1）

1
（1）

3
（2） 3 3

（1）
3
（1）

6
（3） 6 6

ザンビア 0 3 2 1 1 2 1 2 3 3

インド 0 1 1 1 1 1 1

インドネシ
ア 2 2 2 13 10

（1） 3 10
（1） 3 10

（1） 3 13 2 2 15

ボツワナ 0 7 6
（4） 1 6

（4） 1 6
（4） 1 7 7

アフガニス
タン 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2

ケニア 0 1 1 1 1 1 1

ミャンマー 0 2 2
（1）

2
（1）

2
（1） 2 2

タイ 0 3 1 1
（1） 1 1 2

（1） 1 2
（1） 3 3

フィリピン 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2

パプア
ニューギニ
ア

0 2 1 1
（1） 1 1

（1） 1 1
（1） 2 2

台湾 1 1 1 2 2 2 3 3 3

セルビア 0 1 1
（1）

1
（1）

1
（1） 1 1

モザンビー
ク 0 5 3

（2）
2

（1）
5

（3）
5

（3） 5 5

アメリカ 1 1 1 1 1 1

スウェーデ
ン 1 1 1 1 1 1

ドイツ 0 1 1 1 1 1 1

トルコ 0 1 1 1 1 1 1

キルギス 0 1 1
（1）

1
（1）

1
（1） 1 1

ナミビア 0 1 1 1 1 1 1

マダガスカ
ル 0 1 1

（1）
1

（1）
1

（1） 1 1

カザフスタ
ン 0 1 1 1 1 1 1

ウズベキス
タン 0 1 1

（1）
1
（1）

1
（1） 1 1

シリア 0 1 1 1 1 1 1

フィジー 0 1 1 1 1 1 1

ガーナ 0 1 1 1 1 1 1

ベナン 0 1 1 1 1 1 1

計 123 9
（5） 2 6

（1）
1
（1）

11
（9）

4
（1）

85
（22） 5 104

（29）
1
（1）

18
（9） 91 25

（7）
27
（9）

1
（1） 1 2

（1） 3 32
（8）

29
（7）

61
（18）

1
（1）

29
（7）

165
（47）194 1

（1）
19
（10）20 214

※（　　）内は、女子学生数（内数）
※「国費」とは日本政府（文部科学省）奨学生を示し、大学推薦・大使館推薦を含む。
※「非正規」とは、日研生・教研生・交換留学生（特別聴講学生／特別研究学生）・科目等履修生・研究生を指す。
※「私費」には、政府派遣留学生（マレーシア）を含む。
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　 令和2年5月1日現在

区　　　分 建物 延床面積（㎡） 土地（㎡）

手
形
地
区

国際資源学部
学　部 7,718

200,293

附属鉱業博物館 3,864

教育文化学部
学　部 16,584
附属教職高度化センター 560

理工学部
学　部 30,667
附属革新材料研究センター 2,975
附属クロスオーバー教育創成センター 684

中央図書館 4,604
情報統括センター 1,003
地方創生センター 1号館（百周年記念館含む） 2,151
地方創生センター 2号館 2,878
放射性同位元素センター 338
保健管理センター 561
大学会館（クレール） 3,322
本部管理棟他 9,800
体育関係施設 3,827
課外活動施設 1,396

小　　計 94,407

本
道
地
区

医学部
学　部 34,180

168,219

附属病院 63,944
附属病院シミュレーション教育センター 1,347

医学図書館 1,717
バイオサイエンス教育・研究サポートセンター 7,359
環境安全センター 366
本道会館（メディココ） 1,355
体育関係施設 1,079
課外活動施設 396
本道寮（女子） 1,317
職員宿舎（糠塚）・看護師宿舎 6,878
保育所 334

小　　計 120,272

保
戸
野
地
区

教育文化学部附属幼稚園 1,212

68,807
教育文化学部附属小学校 7,680
教育文化学部附属中学校 7,628
教育文化学部附属特別支援学校 3,338

小　　計 19,858

そ
の
他

手形寮（女子）、西谷地寮（男子） 他 6,462

27,847
職員宿舎（休下町、城下町 他） 6,074
上記以外 710

小　　計 13,246
合　　　計 246,308 465,196
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　学生支援・就職課には、学生の皆さんが困ったときの相談窓口として「よろず相談室」（おざってたんせ）
を設けております。何でも相談してください。
　また、秋田大学では、2016年度から24時間対応の電話相談窓口「学生相談ダイヤル0120-89-2265（は
やく つつむ こころ）」を設置しております。
　担当のスタッフが対応いたしますので、何か不安なこと、困ったことがあれば、一人で悩まず、いつで
も連絡してください。

Ｑ：「奨学金・授業料免除について知りたい」
　Ａ：学生支援・就職課学生生活担当へ相談してください。（46〜52ページ参照）

Ｑ：「在学証明書・成績証明書・卒業見込証明書・学割証・通学証明書・
健康診断証明書がほしい」

　Ａ：手形キャンパスは学生支援棟1階、本道キャンパスは管理棟1階・保健学科棟1階にある証明書自動発
行機を使用して交付を受けてください。（34ページ参照）

Ｑ：「学生寮について知りたい」
　Ａ：学生支援・就職課学生生活担当へ相談してください。

Ｑ：「下宿・アパートを借りたい」
　Ａ：大学生協で斡旋していますので、相談してください。
　　　（http://newlife.u-coop.or.jp/akita/）
　　　また、インターネットによる秋田県の不動産情報サイトもありますのでご利用ください。（http://www.

akita-sumunet.com/）

Ｑ：「アルバイト・家庭教師をしたい」
　Ａ：大学生協「キャリアステーション」へ申し込んでください。（66〜67ページ参照）

Ｑ：「けが、病気の相談をしたい」
　Ａ：保健管理センターへ相談してください。（53〜54ページ参照）また、受診歴があれば各自で加入して

いる保険・共済が適用される場合があるので、下記窓口までお問い合わせください。

保険・共済種別 問い合わせ窓口

学生教育研究災害傷害保険
学研災付帯賠償責任保険
学研災付帯学生生活総合保険

学生支援・就職課
（TEL：018-889-2263）

生命共済
学生賠償責任保険

秋田大学生協本部
（018-832-7141）
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Ｑ：「学業・進路・日常生活・人間関係等で個人的に相談したいことがある」
　Ａ：指導教員・クラス担任、学生相談窓口、学生サポートルーム又は保健管理センター内にある学生相談所、

あるいは学生相談ダイヤル（0120-89-2265）に相談してください。（53〜55ページ参照）

Ｑ：「授業を欠席した場合（風邪・電車の遅れなど）どうすれば…」
　Ａ：本学には公欠の制度はありませんので、忌引、病気などによってやむを得ず授業を欠席する場合は、

欠席届を事前に提出してください。（交通機関遅延など急な事情の場合は授業担当教員へ連絡の上、
事後すみやかに必ず欠席届を提出のこと）

　　　また、病気や怪我による入院等により長期の欠席が予想される場合は、教養基礎担当または所属学
部の学務担当に必ず、事前に相談するようにしてください。

科目名 欠席届提出先 欠席届取扱窓口

教養基礎教育科目 授業担当教員 総合学務課教養基礎担当窓口

国際資源学部専門教育科目 授業担当教員 総合学務課国際資源担当窓口

教育文化学部専門教育科目 授業担当教員 総合学務課教育文化担当窓口

医学部
医学科専門教育科目 医学科担当窓口 医学部学務課医学科担当窓口

保健学科専門教育科目 授業担当教員 医学部学務課保健学科担当窓口

理工学部専門教育科目 授業担当教員 総合学務課理工担当窓口

Ｑ：「住所・本籍地・氏名が変更になった」
　Ａ：変更があった場合はその都度所属の総合学務課各学部担当（医学部は学務課医学科担当・保健学科

担当）へ届け出てください。

Ｑ：「授業科目の取り方がわからない」
　Ａ：履修方法等について不明な場合は、所属の総合学務課各学部担当（医学部は学務課医学科担当・保

健学科担当）へ相談してください。また、どこに相談したらよいか分からないときには、高等教育グロー
バルセンター（総合学務課教養基礎担当）でも相談に応じます。

Ｑ：「休学・退学・他大学受験等について知りたい」
　Ａ：まず、所属の総合学務課各学部担当（医学部は学務課医学科担当・保健学科担当）又は指導教員へ

相談してください。そのうえで願い出を提出し許可を得てください。将来を左右する重要事項ですの
で十分考えるようにしてください。（16〜18ページ参照）
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Ｑ：「留学したい」
　Ａ：留学については、各学部担当又は国際課へ問い合わせ又は相談してください。（12、16〜18ページ参照）

Ｑ：「留学生が安心して生活するために、困ったときに相談したい」
　Ａ：国際課（12ページ参照）又は、学生支援・就職課にある「学生サポートルーム」又はよろず相談室「お

ざってたんせ」に相談してください。相談内容によって適切な窓口をご案内いたします。

Ｑ：「自動車またはバイクで通学したい」
　Ａ：構内駐車場使用については、通学距離・学年等により一定の制限があります。詳細については学生支援・

就職課へ相談してください。

Ｑ：「学内で事件・事故等にあったとき」
　Ａ：直ちに学生支援・就職課及び最寄りの交番（警察署）へ届け出てください。（17ページ参照）また、キャッ

シュカードやクレジットカード、携帯電話など他人に悪用される危険のあるものは、早急に利用停止の
手続きを行ってください。

Ｑ：「学内で落とし物をした、または落とし物を拾った」
　Ａ：直ちに届け出をしていただく必要がありますので、手形地区では学生支援・就職課、本道地区では医

学部学務課医学科担当・保健学科担当までお越しください。また、拾得物は上記の場所で保管して
おりますので、心当たりのある方は申し出てください。情報統括センター・図書館でも保管しております。
なお、拾得物は一定期間保管された後、処分されますので注意してください。

　　  ※名前のわかる物は連絡しています。持ち物には所属や名前を書くようにしてください。

Ｑ：「運動施設、合宿所を利用したい」
　Ａ：手形地区の運動施設、合宿所の利用は学生支援・就職課、本道地区の運動施設の利用は医学部学

務課へ相談してください。（17〜18ページ参照）

Ｑ：「クラブ・サークルについて知りたい」
　Ａ：78〜88ページ記載の各団体代表者へ連絡、もしくは手形キャンパスの団体であれば学生支援・

就職課、本道キャンパスの団体であれば医学部学務課へお問い合わせください。

Ｑ：「交通事故もしくは災害・地震等の被害にあったとき」
　Ａ：学生支援・就職課及び各学部担当へ連絡してください。（16〜17ページ参照）夜間・休日で緊急

を要する場合は、学生相談ダイヤルもしくは手形キャンパスであれば総合案内所へ、本道キャン
パスであれば附属病院警務員室へ連絡してください。

Ｑ：「学校の物品を借りたい」
　Ａ：課外活動物品の貸出を希望する場合は、大学会館管理人へ申し込んでください。なお、多数の人が利

用しますので“丁寧”に使用してください。（76ページ参照）
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 また、教職に関する教材や教具等は教職高度化センター（24ページ参照）で、ものづくりに必要な物
品等はクロスオーバー教育創成センター（27ページ参照）で借りられますのでそれぞれのセンターに
申し込んでください。

Ｑ：「教室を借りたい」
　Ａ：教室を管理している下記の窓口へ申し込んでください。ただし、あくまでも授業・大学行事が優先します。（16

〜18ページ参照）

教　室 申込先

一般教育1号館、2号館講義室 総合学務課教養基礎担当窓口

国際資源学部講義室 総合学務課国際資源担当窓口

教育文化学部講義室 総合学務課教育文化担当窓口

理工学部講義室 総合学務課理工担当窓口

医学部医学科講義室 医学部学務課医学科担当窓口

医学部保健学科講義室 医学部学務課保健学科担当窓口
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